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ま え が き 

 

 本資料シリーズは、厚生労働省の要請を受け、平成 18 年度及び 19 年度に実施した「諸外

国における労働保険及び社会保険の徴収事務一元化をめぐる実態と課題に関する調査研究」

の結果をとりまとめたものである。 

 我が国の社会保険（健康保険及び年金）は厚生労働省社会保険庁が、また労働保険（労災

保険及び雇用保険）は同省の労働関係部局が、その運営を管轄している。各保険の運営は、

保険者機関が給付業務と保険料徴収業務を一体的に行っているのが特徴であるが、こうした

状況に対し、行政の効率点な運営、コスト削減などの観点から保険料の徴収一元化の議論が

近年各方面から提起されている。他方、厚生労働省も事業主の利便性向上や行政事務の効率

化のため、保険料申告等の届出の一括受付や事業所調査の共同実施などの一定の措置を講じ

てきているが、行政改革の方針を受け、今後一層の保険料徴収事務の一元化を進めていくこ

ととしている。  

 このため、本調査研究では、すでに徴収事務を一元化した欧米諸国の状況をその背景とと

もに実施経過、課題等を明らかにし、厚生労働省における今後の検討に資することを目的と

した。 

 調査研究の対象としたのは、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、カナダ及びスウェ

ーデンの 6 カ国である。対象国の多くは、かつて保険種類別あるいは徴収対象者別等に保険

料の分立した徴収制度を持っていたが、様々な背景、理由から現在徴収事務の一元化を実現

している。これらの国の保険料徴収制度の詳細、一元化の具体的な状況を把握するために、

執筆者は文献調査にとどまらず当該国の保険料徴収機関をはじめ保険給付を担当する機関、

徴収事務のあり方に意見を持つ事業主団体及び労働者団体等を幅広く訪問し、ヒアリングを

行った。 

 本資料シリーズが社会保険及び労働保険の徴収事務一元化をめぐる議論の参考になれば幸

いである。 
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序章 調査研究の概要 

 

第 1 節 調査研究の背景、目的 

 

 本調査研究の目的は、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、カナダ及びスウェーデン

における社会保険･労働保険の徴収事務の一元化の実態及び課題を明らかにすることである。 

 社会保険及び労働保険の徴収事務一元化については、中央省庁等改革基本法（平成 10 年

法律第 103 号）において当該一元化を図ることが規定され、「行政改革大綱」（平成 12 年 12 

月 1 日閣議決定）では「社会保険及び労働保険の事務処理の見直しを行い、平成 13 年度以

降可能なものから逐次実施する」とされた。 

 これを受け、厚生労働省では、事業主の利便性向上や行政事務の効率化の観点から、保険

料徴収事務を一元的に処理するため、平成 15 年 10 月 1 日より全国の社会保険事務所（312

所）に社会保険･労働保険徴収事務センターを設置し、社会保険の算定基礎届や労働保険の

保険料申告書等の届出の一括受付や賃金･保険料額に関する事業所調査の共同実施などを行

っているところである。 

 このように厚生労働省では、一元化に係る一定の措置が逐次講じられてきたが、「今後の

行政改革の方針」（平成 16 年 12 月 24 日閣議決定）において、さらなる一元化の検討が求め

られたところである。  

 そこで、今後の一元化の検討を行う際にはすでに一元化を実施している諸外国の例を参考

にすることが有益であるため、厚生労働省から独立行政法人労働政策研究･研修機構

（JILPT）に対して要請があり、当機構において平成 18 年度及び 19 年度において当該調査研

究を実施したものである。 

 

 本調査研究の対象としたのは、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、カナダ及びスウ

ェーデンの 6 か国である。これらの対象国のうち、イギリス、ドイツ、フランス、カナダ及

びスウェーデンはかつて（保険種類別あるいは徴収対象者別等に制度の違いはあるが）分立

した徴収制度を持っていた国であるが、様々な背景、理由から徴収事務の一元化を実現して

いる。これに対しアメリカは、社会保険・労働保険制度の導入に併せ特定の機関（徴税機

関）に保険料徴収事務を一元的に担わせる措置を講じた国である。このように制度の経過に

相違はあるものの、徴収事務の「一元化」を実現した国の一元化の背景、一元化の具体的な

方法、その後の問題点、課題の発生などについて明らかにすることは、今後の徴収事務一元

化を検討する我が国にとって有益な情報となると考えられる。 

 徴収事務一元化の実態、課題を把握するためには、一元化の背景をはじめ、その措置、一

元化後の徴収率の状況、徴収コスト、人員削減、世論の動向などの発生や見直しの動き、さ

らに徴収と給付の分離に対するメリット及びデメリット等の評価等の点について明らかにす
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る必要がある。そのため本調査研究では、各対象国の徴収担当機関のほか、社会保障給付を

担当する行政機関、徴収事務のあり方に意見を持つ事業主団体及び労働者団体等に対しヒア

リングを行った。なお、現地調査は平成 18 年度にイギリス、カナダ、スウェーデンを、平

成 19 年度にアメリカ、ドイツ、フランスを行ったところである。 

 本資料の本編では、対象国別に、まず社会保険・労働保険制度の概要及び同保険料徴収制

度について記述している。外国の社会保障制度を解説する文献は数多いが、徴収事務制度に

ついて述べた文献は数少ないため、可能な限り具体的に記述し徴収事務の実際を明らかとす

ることに努めた。次いで調査研究のポイントとなる徴収事務一元化について、その背景、プ

ロセス、一元化後の状況、課題の発生などについて記述をしている。 

 

第 2 節 調査研究結果の概要 

 

1 徴収一元化の状況 

 保険料徴収事務の制度については、それぞれの国の社会保険・労働保険制度の成り立ちや

仕組みにより違いがあるが、以下の ILO/ISSAの類型に基づく大まかな分類が可能である。 

 ○税務当局が税とともに社会保険料を一元徴収している「中央一元化制度」 

 ○社会保障当局が各種の給付と徴収を一括して行っている「準中央一元化制度」 

 ○年金、医療、労災などの制度ごとに、それぞれの保険料を徴収する「分散型制度」 

 これらの類型をもとに対象国の制度を整理すると、イギリス、アメリカ、カナダ及びスウ

ェーデンは概ね「中央一元化制度」に位置づけられる。 

 

イギリス 
歳入関税庁が社会保険及び労働保険を包括した国民保険の保険料を所得

税とともに一括徴収 

アメリカ 
内国歳入庁が年金、医療に係る社会保障税と連邦失業税を所得税ととも

に一括徴収 

カナダ 歳入庁が年金保険料及び雇用保険料を所得税とともに一括徴収 

スウェーデン 国税庁が社会保険料を所得税とともに一括徴収 

 

 ただし、この類型化は年金、医療などの社会保険を中心に徴税制度との関係を念頭におい

た分類であるため、これに労働保険を加えて整理してみると、国により制度の違いが際立っ

ている。アメリカでは失業保険税が連邦と州別に存在し、また労災保険料は内国歳入庁が徴

収しておらず州によって運営が多様である。カナダについても労災保険は州政府により運営

されている。スウェーデンは失業保険が業界団体により独自に運営されている。 

 ドイツ、フランスについては、「分散型制度」に分類されることが通例であるが、以下の

とおり、（徴税機関ではないが、）統一的な徴収機関により一括徴収されている。ただし、ド
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イツでは加入する疾病金庫を原則自由選択できることから従業員が加入する疾病金庫の数に

応じて納付先が増えるため実態としては一元化とは言えない面もある。また労災保険は業界

団体が独自に運営している。他方、フランスでは失業保険は労使の団体により別に運営され

ており、また、自営業者、公務員、農業者などはそれぞれの保険制度が分立する複雑な制度

となっている。 

 

ドイツ 
医療保険の保険者である疾病金庫が総合社会保険料（医療、介護、年金、失

業）を一括徴収 

フランス 
公法人 ACOSS の地方組織である URSSAF が被用者を対象とする「一般制度」の

社会保険料（医療、労災、年金）を一括徴収 

 

2 一元化の理由、背景 

 調査対象国のうち、アメリカは社会保険・労働保険の成立とほぼ同時に現行制度（徴収一

元化）を導入している。イギリス、カナダ及びスウェーデンは徴収制度の見直しを行い徴税

機関に保険料徴収を一元化している。ドイツは医療保険の保険者である疾病金庫に他の保険

料を含め一括徴収させることとした。またフランスは社会保障機関が給付業務と徴収業務を

一体的に行っていた制度から徴収業務に特化した機関を別に設けることで一元化を実施した。 

 従来制度の見直し等を行い徴収一元化を実施した国では、運営コストの軽減（ドイツ、カ

ナダ）、保険料納付事務の効率化（ドイツ）、事業主等の納付事務負担軽減（イギリス、カナ

ダ、スウェーデン）、徴収業務効率の向上（フランス、スウェーデン）などがその理由に挙

げられている。なお、イギリスは制度の見直しの大きな要因となったものとして社会保険当

局による未納率の高さや国民に対する職員の対応のまずさなどを挙げている。また、スウェ

ーデンでは従来納付手続きが複雑1であったため、その簡素化ととともに、政府はその間の

利子損失を問題視していた。 

 

3 一元化のプロセス 

 イギリス、フランス、カナダ及びスウェーデンの徴収制度の見直しについて、その変遷を

それぞれ図に示すと以下のとおりとなる。 

 イギリスでは、国民保険料の被用者に係る保険料を徴税機関である内国歳入庁が徴収する

一方、自営業者及び任意加入者の保険料は社会保障省（保険料庁）が徴収するという仕組み

であったが、1999 年に国民保険料の徴収権限を保険料庁から内国歳入庁に移管することに

より一元化を図った。 

 

                                                 
1 社会保険庁と国税庁による二重チェック等により徴収完了までに 2 年半程度かかっていた。 
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図 1 イギリス徴収制度の変遷 

 

 

 

 フランスでは、「一般制度」が構築された 1945-46 年当時は、保険者機関である社会保障

金庫の地方組織である初級金庫が給付及び徴収業務を実施していたが、1950-60 年代に給付、

徴収双方の業務の効率化のため、一部の地域（県）で保険料徴収機関を設立し社会保険料の

一括徴収を行う動きがあった。その後 1967 年に ACOSS が設立され、ACOSS/URSSAF 体制によ

る一元徴収が全国で行われるようになった。 

 

図 2 フランス「一般制度」における徴収制度の変遷 
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 カナダの徴収事務の一元化は、主に事務効率の向上を目的に 1952 年から 71 年までの間に

段階的に行われた。まず 1952 年の基礎年金制度の創設の際年金保険料を歳入庁に担当させ

ることとし、次いで 1966 年の所得比例年金の制定時に当該保険料も歳入庁に徴収を担当さ

せることとなった。その後 1971 年の雇用保険法の改正に伴い雇用保険料の徴収が歳入庁に

移管されて現在に至っている。 

 

図 3 カナダにおける徴収制度の変遷 

 

 

 

 スウェーデンでは、1985 年に社会保険料の徴収権限を社会保険庁から国税庁へ移管し、

保険料と税の徴収の一元化を図った。さらに 2006 年 7 月からは国税庁から分離独立した強

制執行庁が税や社会保険料等の滞納に対する督促・徴収業務を行っている。 

 

図 4 スウェーデン徴収制度の変遷 
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4 一元化に対する評価・問題点 

 徴収効率の向上、運営コストの低減が対象国共通に一元化の評価として挙げられている。

ただし一元化による具体的なコスト低減については、フランス、カナダ及びスウェーデンは

一元化当時の資料がないためその前後の比較は困難である。イギリスでは 1999 年に一元化

が行われその後漸進的に国民保険料に係る徴収コストの低減がみられているが同時に電子納

付が進展していることもあり、一元化によるコスト低減とは一概には言えない面がある。 

 なお、対象国共通に言える点であるが、徴収コストは徴収機関の職員が税と保険料の双方

を扱っている場合が多く、また上記のとおり「一元化」制度の実態は国により多種多様であ

るためこれを単純比較することは難しい。 

 

（統合に伴う配置転換） 

 徴税機関に一元化した国では組織統合等に伴う配置転換が行われているが、これについて

は国により評価が分かれている。イギリスは職員の配置転換による組織の活性化を評価する

一方、カナダ及びスウェーデンでは配置転換の結果新しい職場環境になじめず不適応に至っ

た事例があったことを挙げている。 

 

（給付と徴収の分離に対する評価） 

 対象国のほとんどで一元化の結果、給付と徴収の分離が行われているが、これについては

イギリス、カナダでは給付当局の受給資格確認のためのデータ照会の際、双方の連携上の問

題が生じているとしている。なお、フランスでは給付機関、徴収機関の双方が社会保障番号

をもと検索できるデータベースがあるため受給資格確認のための納付データ確認をする必要

はなく問題は生じていない。 

 

5 各国の調査結果の概要 

 以下、対象国の調査研究結果の概要について略述する。 

 

（1）イギリス 

 イギリスの社会保険・労働保険は、年金、疾病、失業、労災等の幅広い社会リスクを包括

した給付制度からなる国民保険制度により運営されている。国民保険制度の下で納付される

保険料は、国民保険料に包括され、歳入関税庁が一元徴収を行っている。なお、年金や失業

手当などの給付及びサービス提供業務は雇用年金省が担当している（給付と徴収の分離）。 

 国民保険は、16 歳以上の一定の所得のある被用者及び自営業者は原則強制適用され、保

険料の納付義務が課せられる。なお、所得が一定基準に満たず適用除外となる場合は、任意

加入により国民保険の適用を受けることができる。 

 保険料の種類は、第 1 種（被用者）、第 2 種（自営業者・定額）、第 3 種（任意加入）及び
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第 4 種（自営業者・所得比例）に分けられる。 

 第 1 種保険料は、事業主に納付義務があり、毎月被用者の給与から保険料を源泉徴収し事

業主負担分及び所得税とともに歳入関税庁に納付する。納付額が一定額以下の場合や定額給

与からのみ源泉徴収する場合は四半期ごとの納付が可能となる。なお、被用者は年間の保険

料納付額を事業主が発行する保険料納付に係る証明書（日本の源泉徴収票に相当）により確

認することができる。第 2 種及び第 3 種保険料は定額であり、原則四半期ごとに歳入関税庁

へ納付する。第 4 種保険料は、自営業者が所得税の申告納税と合せて納付される。 

 徴収事務が 1999 年に一元化された背景は、次の点が挙げられる。まず、国民保険料の徴

収率及び額等が頻繁に変わることからくる納付義務を負う事業主の事務負担（納付協力コス

ト）増があった。同コストは企業の規模に逆進性があるため特に中小・零細企業の負担は著

しく高いものであった。また、国民保険料庁の業務運営に対する懸念もあげられる。保険料

庁（当時）は、国民保険料の徴収及び記録を独立した業務として行うため 1991 年に設立さ

れた機関であったが、年々増大する保険料の徴収記録業務に対応できなくなっていた。具体

的には保険料庁が直接徴収していた自営業者に係る第 2 種保険料の未納額が当時の同保険料

徴収額の約 85 ％に相当していたことや、保険料に関する国民からの問合わせ（照会に対す

る回答が長時間に及ぶ、照会にすべて回答できないなどの問題が生じていた。 

 こうした背景から、事業主団体等は税と国民保険料の統合を求めたが、政府は負担軽減と

して内国歳入庁と保険料庁の二つの機関に分かれていた徴収機関を統合することを選択し、

1999 年の社会保障保険料（機能移転）法により国民保険料の徴収権限を保険料庁から内国

歳入庁（当時）に移管した。一元化は徴収権限の移管だけでなく、所得税と国民保険料との

徴収に係る調整措置も併せて実施された。具体的には、所得税の滞納処分に用いられる簡易

訴訟手続き等を一定の条件により国民保険料の滞納分について適用できることとしたこと。

内国歳入庁職員の国民保険料に関する事業所への調査権限を明確にしたことが挙げられる。

また、給付及び受給資格の確認等を行う社会保障省と内国歳入庁との間で保険料徴収等に関

する情報を相互提供できることを明確にする規定が同法に設けられた。 

 さらに、事業主の納付負担軽減のために、国民保険料の徴収率表の簡素化、保険料納付下

限所得を所得税の課税開始基準に合わせるなどの見直しも併せて行われた。 

 一元化の成果としては、次の点が挙げられる。徴収コストは一元化後概ね低減を示した。

なおコストの低減は組織統合による事務処理の効率化によるものだけでなく、保険料納付の

電子化も挙げられている（従業員 250 人以上事業所の電子納付義務化、250 人未満の中小企

業も 2010 年までに義務化予定）。人材面では、新たな業務分野に異動した旧保険料庁職員の

顧客サービスの向上などの職務能力が高まり、また組織統合による業務の効率化は人員削減

効果をもたらしたとされる。徴収コストも統合後低減傾向にある。ただしコストの低減は事

務処理の漸進的な効率化だけでなく、納付申告書の電子化も挙げられる（従業員 250 人以上

事業所の電子納付義務化、250 人未満の中小企業も 2010 年までに義務化予定）。なおいわゆ
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る行政コストではないが、事業主の納税協力コストに関しては、英国商工会議所が 13 億

2,000 万ポンド（1995 年）から 20 億ポンド（2003 年）に上昇したと主張しており、一元化

は納税者の事務負担軽減をもたらしていないとの意見を持っている。 

 一方、一元化の問題としては、雇用年金省との業務連携上の問題点が指摘されている。歳

入関税庁はこの問題を否定しているが、給付当局である雇用年金省は受給資格確認業務の際

の必要な場合に行う歳入関税庁あての調査照会の回答がかなり時間を要することがある旨指

摘している。 

 

（2）アメリカ 

 アメリカの公的社会保険・労働保険は年金、健康保険、失業保険と労災補償保険がある。

ただし、公的健康保険は給付対象が極めて限定的なものでしかなく、民間が担う役割が大き

い。労災補償保険に関しても州別で運営され、民間保険会社が大きな役割を担い、連邦レベ

ルの制度は職種を限定したものがあるのみである。 

 アメリカの社会保障制度は、連邦政府と州政府、民間企業のそれぞれが大きな役割を担っ

ており、それぞれの社会保障制度は枠組みとして様々な形態を有している。 

 年金だけは連邦レベルで一元的な制度である。失業保険は連邦と州政府の共同運営制度で

あり、主要な給付は州政府によって行われる。労災補償保険は州別の制度であり、州政府に

よって運営されている州もあれば、州政府の外庁のような公的機関が担う州や民間保険会社

が大きな役割を担う州もあり様々である。 

 徴収に関しては、年金と健康保険（給付は高齢者と障害者のみ）に関する社会保障税と失

業保険税の連邦部分は内国歳入庁によって他の諸税とともに一元徴収されている。年金の運

営面、すなわち納付記録管理と給付は社会保障庁が担う。年金は徴収業務と給付業務が明確

に分かれている一元的徴収制度である。なお、アメリカでは年金と失業保険は納付履歴に基

づいて給付される実質的には保険料方式ではあるが、「税」という名称で呼ばれている。 

 失業保険の徴収に関して、連邦失業保険税は社会保障税とともに内国歳入庁によって徴収

されて、州政府の職業紹介行政の運営管理の財源となる。失業保険給付に当てられる財源は

州別に徴収される失業保険税による歳入が当てられる。州別失業保険税は州の歳入当局によ

って徴収されている州や労働省によって徴収されている州もあり様々である。更に、労災補

償保険に関しては、既述のとおり保険主体は様々であり、失業保険税とは別途納付する必要

がある州が大多数である。 

 以上のことからもわかるように、徴収制度が連邦で一元化されているのは年金（徴収面で

は健康保険も連邦一元制度）と失業保険の連邦分にすぎない。国民の社会生活を担う大部分

の面では州政府が担う役割が大きく、年金制度を除けば連邦レベルでの徴収と州政府レベル

での徴収が課されている。 

 保険税や保険料を納付する経営者側から見た場合、連邦社会保障税と連邦失業保険税、労
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災補償保険のそれぞれに納付することになり、しかも各州で税率や給付内容が異なる。州を

越えて事業を営む経営者にとって納付先が分かれていることとともに、制度の内容が州ごと

に異なるため、複雑な事務手続きを強いられていることに不満の声も聞かれるという。ただ、

州ごとの制度を連邦で一律にすることは連邦憲法に規定された連邦政府の限定的な役割を越

える行為、すなわち州政府の権限を犯すことになり現実的ではない。 

 

（3）ドイツ 

 ドイツの労働・社会保険制度は、医療保険、介護保険、年金保険、失業保険、労災保険の

5 つからなる。所得に応じた保険料負担と負担に比例した給付を特徴としている。 

 保険料の徴収は、医療保険の保険運営者である疾病金庫が、医療・介護・年金・失業保険

の保険料（総合社会保険料）を毎月一括で徴収している。労災保険の保険料は、保険運営者

の労災保険組合が独自に徴収している。 

 疾病金庫が総合社会保険料の徴収機関として機能する制度は 1942 年に開始された。疾病

金庫は、政府や自治体から独立した「自治を備えた公法上の権利能力のある社団」であり、

2007 年 4 月現在、全国に 241 存在する（地区疾病金庫 16、企業疾病金庫 188、同業者疾病金

庫 16、農業疾病金庫 9、海員疾病金庫 1、連邦鉱員組合 1、労働者代替金庫 3、職員代替金庫

7）。疾病金庫は介護保険の保険運営者である介護金庫も兼ねている。疾病金庫は徴収した総

合保険料のうち、年金・失業保険分を各保険運営者に送金する。年金・失業保険の保険運営

者は、保険料の徴収にかかる事務手数料を疾病金庫に対して支払う。疾病金庫は、医療・介

護・年金・失業保険に係る届出も一括で取り扱っている。使用者は、労働者の就業の開始・

終了に関する届出、賃金に関する報告を疾病金庫に対して行う義務がある。疾病金庫はその

データを年金・失業保険の保険運営者に転送する。 

 月収 400 ユーロ以下の就労（いわゆるミニ・ジョブ）に対しては、税・社会保険料の労働

者負担分が免除されており、使用者のみが 30％（年金 15％、医療 13％、税 2％）の税・社

会保険料を支払う。ドイツ鉄道員・鉱員・海員年金保険組合に設置されたミニ・ジョブ・セ

ンターがこの税・社会保険料を一括で徴収し、医療・年金保険分を各保険運営者に送金して

いる。医療・年金保険の保険運営者は、保険料徴収にかかる事務手数料をドイツ鉄道員・鉱

員・海員年金保険組合に対して支払う。 

 疾病金庫は公法上の法人であるため、保険料の未納に対して、執行官吏を独自に雇って執

行権を行使している。ドイツ鉄道員・鉱員・海員年金保険組合も同様の権限を有しているが、

執行手続きを税関に委託している。 

 労災保険の保険料は、業種別及び地域別に組織された同業者組合（労災保険組合）が年 1

回徴収している。労災保険組合には、23 の商業労災保険組合、32 の公的部門の労災保険組

合、20 の農業労災保険組合がある。保険料は、労災保険組合ごとに前年度の支出をカバー

する賦課方式で計算され、事故の多い事業所の保険料率が高くなるメリット・システムを採
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用している。 

 現行の労働・社会保険料の徴収制度については、政労使ともに、総合社会保険料の一括徴

収機関としての疾病金庫の役割を評価している。ただし、労働者が疾病金庫を自由に選択で

きるため、社会保険料の振込先が非常に多いことが使用者にとって大きな負担となっている。

ミニ・ジョブにかかる税・社会保険料の徴収事務は、鉱員・鉄道員・海員年金保険組合がイ

ンターネットを活用して非常に効率的に実施している。労災保険の保険料徴収は年間 1回で

あり、使用者からも最も効率的に行われていると評価されている。 

 総合社会保険料と労災保険の保険料の徴収事務一元化については、リスク度に基づく保険

料算定など、労災保険がその他の労働・社会保険と全く異なるしくみで運営されているため、

現段階では全く考慮されていない。労働・社会保険と税も種類の違うものであり、算定基準

や計算方法が異なるため、徴収事務の一元化は全く想定されていない。 

 保険料徴収事務に関する今後の課題は、①2007 年の医療改革によって、2011 年 1 月以降、

使用者が総合社会保険料の納付、届出を 1 カ所の疾病金庫でまとめて行えるよう体制を整備

することが法律で決まったが、その具体的方法は規定されておらず、今後の検討に委ねられ

ていること②使用者には社会保険料とは別に労働者の疾病時の賃金継続支払いや母性手当の

ための拠出が義務づけられているが、使用者は 2011 年以降もこの拠出金を労働者が加入す

るそれぞれの疾病金庫に対して支払わなければならないこと―などが挙げられる。 

 

（4）フランス 

 フランスの社会保険は、社会保障法典に基づくものとして、疾病保険、労災保険、老齢年

金及び家族手当があり、民間被用者や公務員、自営業者、農業者などの職域ごとに制度が分

立している。商工業被用者を対象とする「一般制度」の社会保険はリスク分野ごとに組織さ

れた各保険機関によって運営される一方で、社会保険料の徴収は全国 101 か所に設置された

徴収機関 URSSAFに一元化されている（徴収と給付の分離）。他方、その他の職域（公務員等、

自営業者、農業者など）については各保険機関が給付、徴収の双方を行っている。なお、失

業保険は法定制度ではなく、労使が独自に運営している。 

 「一般制度」の社会保険料は、医療保険料、老齢年金保険料、労災保険料及び家族手当保

険料で構成される。これらはデクレにより保険料率が定められるが、労災保険料はいわゆる

メリット制が採用されているため個々の企業の保険料率は地方疾病金庫（CRAM）が決定して

いる。保険料の納付は企業規模により異なり、従業員 10 人以上企業は毎月納付、10 人未満

企業は四半期ごとの納付となる。 

 なお、フランスでは社会保障番号が使用されており、被用者ごとの保険料納付記録が

URSSAF とともに同番号により各給付機関のデータベースにも記録される仕組みとなってい

る。そのため、給付機関は受給申請の際に URSSAF に納付記録の確認（受給資格確認）をす

る必要はない。 
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 商工業自営業者、手工業職人、自由職業者などの自営業者の社会保険は職域ごとに分立し

ていたが、近年制度の簡略化及び統合が進み、2006 年に創設された RSI にほぼ一元化される

形となっている。これに伴い保険料の納付も RSI への一括納付となる。 

 失業保険は、労使の団体である全国商工業雇用協会（UNEDIC）により運営されている。失

業保険料は全国 30 か所に設置された UNEDIC の地方機関である商工業雇用協会（ASSEDIC）

によって行われる。失業保険料の納付は、社会保険料と同様に従業員 10 人以上企業は毎月、

10 人未満企業は四半期ごとに行われる。 

 「一般制度」の社会保険料は、制度の創設当時は給付機関が徴収を行っていたが、その後

保険料を専ら徴収する機関をつくることが効率的と考えられ、1967 年の社会保障制度改革

に伴い現在の ACOSS/URSSAF体制による社会保険料の徴収一元化が実施された。 

 フランスにおける徴収事務の問題は、徴収そのものよりは職域ごとに分立する制度の統合

という議論が中心となっている。つまり、就業構造の変化に伴い就業者に占める被用者の割

合が高まっている（→「一般制度」のシェアの増大）ことから、一般制度の中に他の制度

（特に公務員や公益事業体の被用者を対象とする「特別制度」）を統合しようという議論とな

っている。 

 また、社会保険とは別に運営されている失業保険については、現在検討されている公共職

業安定所（ANPE）と UNEDIC の統合計画（職業紹介と失業給付サービスの融合）に併せ、失

業保険料の徴収を URSSAF に担わせる計画が進行している。現在法案審議中であるが、失業

保険料の徴収業務が URSSAF に移管されることに対しては、企業の納付窓口の一元化による

負担軽減とともに失業保険料の不正に対する強化が図られるとの意見がある一方、懸念とし

て、失業保険運営に対する労使の主体性がいかに保持されるか、また職員の処遇問題や社会

保険と失業保険のデータベースの統合の問題などが提起されている。 

 

（5）カナダ 

 カナダの社会保険・労働保険には、年金、雇用保険、労災保険がある。年金、雇用保険は

連邦政府（人的資源技能開発省）が、労災保険は各州政府がそれぞれ管轄している。なお公

的医療給付については各州が所管し財源は連邦・州の一般税収2で措置されている。年金及

び雇用保険は所轄省が給付金の支給を行い、連邦政府の組織である歳入庁が事業主を通じて

保険料を一元的に徴収するという「徴収」と「給付」の分離が行われている。歳入庁は連邦

政府、州政府の代わりに事業主から税、社会保険料などの強制徴収権を持つ徴収業務の専門

組織である。 

 なお、労災保険は州ごとに制度が異なり、事業主からの保険料徴収と補償金等の支給はい

ずれも州政府が所轄し州法により設置された労災補償局が運営している。 

                                                 
2  税財源だけで措置できない州は保険料を徴収しているところもある。オンタリオ州、ブリティッシュ･コロン

ビア州、アルバータ州など。 
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 年金保険料及び雇用保険料は、事業主が被用者の給与から控除し事業主負担分と一緒に同

庁に納付する。事業主は過去 1 年間（ 1 月から 12 月まで）の給与支払についての申告書を毎

年 2 月末までに歳入庁へ提出しこの確定申告により調整する。自営業者も毎月暫定額を支払

い年末の確定申告により調整する。 

 カナダの徴収事務の一元化は、「事務効率の向上」を目的として 1952 年から 71 年までの

間に段階的に行われた。まず、1952 年の基礎年金制度の創設（老齢保障年金法）にあたり

当時国民から年金税として徴収していた保険料を所得税徴収機関であった歳入庁に担当させ

ることとした。次いで 1966 年に所得比例年金（カナダ年金プラン法）が制定され、その保

険料も歳入庁が徴収を担当することとなった。その後 1971 年の雇用保険法改正にあわせ雇

用保険料の徴収が歳入庁に移管されて現在に至っている。なお労災保険は州ごとに保険料率

など制度内容が異なるため、全国の事業主を統一的に管理する歳入庁が各州の労災制度に対

応するには相当の費用がかかるとして現時点で一元化の計画はされていない。 

 現行の一元化された徴収制度について、人的資源技能開発省及び歳入庁のいずれも効率的

である旨高く評価し、その効果を示す詳細なデータはないとしつつも「年金、雇用保険の運

営費削減につながっている」と強調している。 

 ただし、徴収一元化には省庁間の情報共有が欠かせない一方で、プライバシー法による個

人情報保護の厳しい規制があるため、税及び社会保険の情報管理には原則省庁間の情報共有

が認められているものの共有可能な範囲については細かく省庁間の「覚書」で規定されてい

る。したがって、歳入庁が行う年金又は雇用保険の受給資格判定のために他省庁に照会する

場合や判定結果を提示する際などにこうした規定に逐一従う必要があり業務に支障をきたし

ている面があると言われる。 

 

（6）スウェーデン 

 スウェーデンの社会保険は、2001 年に施行された社会保険法において、財源が租税か保

険料かを問わず、社会保険庁が「給付」するものとされ、また「居住に基づく給付」と「就

労に基づく給付」の二つに分けられている。社会保険として位置付けられる給付は、①家族

及び児童にかかる経済的保障②病気や障害にかかる経済的保障③高齢者に対する所得保障の 

3 つに大別され、その種類は 50 種類以上にのぼる。なお、失業保険は国ではなく業界ごとの

失業保険基金により管理運営されており、社会保険には含まれない。 

 社会保険料は、1985 年以降、財務省の管轄下にある国税庁が所得税とともに一括徴収し

ている。使用者及び自営業者は、毎月 12 日（ 1 月と 8 月は 17 日）に所得税と一緒に社会保

険料（老齢年金、遺族年金、傷病保険、両親保険、労災保険、労働市場保険、一般賃金税）

を税口座からの引き落としという形で納付する。なお、国税庁職員の約 8割が社会保険料と

税の徴収を担当している。 

 使用者が支払う社会保険料は、暫定額ではなく確定した金額である。使用者は、年末に給
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与明細を被用者本人と国税庁に送付する。国税庁は被用者本人に対し、使用者の届出による

数字が記入された申告用紙を送付する。これにより被用者本人は、使用者が給与や社会保険

料を正確に支払っているかどうかを確認することができる。一方、自営業者の場合、毎月支

払う社会保険料は暫定額で、毎年の確定申告で調整される。なお、こうした手続きは全てオ

ンラインで行うことができる。 

 税口座から税・保険料の引き落としができなかった場合、まず当該被用者もしくは自営業

者に対し国税庁から通知される。 2 回続けて引き落としができなかった場合、国税庁から強

制執行庁に連絡され、その後の督促は強制執行庁が担当する。強制執行庁は、2006 年 7 月 1

日に国税庁から分離、全国をカバーする新庁として改編された組織で、公的請求だけでなく、

私的請求に基づく強制執行も取り扱う。現在の職員数は 1,800 人で、そのうちの 8 割が徴収

案件を担当している。徴収については、全国を 5 つに分けて事務所を設置、対応している。 

 徴収の一元化が求められた背景には、当時の徴収方法の複雑さ、非効率性が存在する。当

時、社会保険料は社会保険庁が徴収し、同時に国税庁も数字をチェックする作業を行ってい

た。使用者は被用者の前年所得に基づき保険料の暫定源泉徴収額を決定し、その翌年、被用

者の確定した所得金額に基づき再計算し、社会保険庁へ再申告する。その際に未納分があっ

た場合は、さらにその翌年に徴収され、最終的に保険料の徴収完了までおよそ 2 年半もの期

間を要した。こう徴収方法に対し、使用者側からの手続きの簡素化を求める声に加え、国と

しても 2 年半という期間の利子分の損失が問題視されるようになった。そこで、保険料の徴

収権限を社会保険庁から国税庁へ移管し、保険料と税の徴収の一元化が行われた。 

 一元化のためにまず、法律・行政制度の改革・整備のためのプロジェクトグループを設置、

事業主登録や申告額のチェックなどの新システムを開発・構築するとともに、職員研修や事

業主への説明会などを実施した。こうした移行措置は、一時的に新旧の保険料計算・納付シ

ステムが並存したため、若干の混乱は生じたものの、特に大きな問題もなく進められた。し

かし、社会保険庁から国税庁へ移った職員の多くが、職場の「業務文化」の違いから新しい

職場環境になじむことができずに、数年後に社会保険庁へ戻るということもあった。 

国税庁に税と保険料の徴収が一元化されてから 20 年以上経過しているが、効率化という面

から労使ともに高く評価しており、現在、特に議論されるような問題は生じていない。また

国民はもはや「税」と「社会保険料」とを区別して考えてはおらず、社会保険料についても

「雇用税（雇用にかかる税金）」という税の一種と認識されている面もある。 
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第 1 章 イギリスにおける社会保険・労働保険の徴収事務一元化の実態と課題 

 

第 1 節 社会保険及び労働保険の保険料徴収制度 

 

1 国民保険制度を中心にしたイギリスの社会保障制度 

 イギリスは、年金、疾病、出産、失業、労災等を包括した給付制度からなる国民保険

（National Insurance）をはじめ、その他無拠出給付金、及び所得比例給付金からなる包括

的な社会保障制度を築いている。 

 国民保険制度は、1942 年のベバリッジ報告に基づき 1946 年の国民保険法及び国民保険

（業務災害）法の成立によって確立された。リスクごとに公的保険が組織・運営されている

国が多いが、イギリスの国民保険は幅広い社会リスクに単一の制度で対応している。 

 こうした社会保障制度は、1992 年の社会保障保険料及び給付法（Social Security 

Contributions and Benefits Act）及び社会保障管理法（Social Security Administration 

Act）を基本に運営されている。 

 国民保険の保険料納付に基づく給付金は、国民保険基金（National Insurance Fund: 

NIF）を財源としているが、その原資のほとんどは被用者及び事業主等が納付する国民保険

料からなる。他方、保険料に基づかない無拠出給付金は税を財源としており、個々の状況

（傷害、子供等）に基づき給付が行われる。住宅給付金、所得補助（非就業者向け）及び年

金クレジット等の給付金も一般税収を財源としており、セーフティ・ネットとして機能して

いる。なお、医療については、国民保健サービス（National Health Service: NHS）が全て

の者に提供している。NHS の財源は、税収及び一部の国民保険料である。国民保険料徴収額

の約 2割が毎年 NHSの財源にあてられている。 

 

2 保険料の徴収制度 

（1）保険料徴収の実施機関－徴収と給付の分離－ 

 国民保 険 制 度 の下で納付 さ れ る 保 険 料 は 、 国民保 険 料 （ National Insurance 

Contributions）に包括されている。国民保険料の徴収事務は、歳入関税庁（HM Revenue 

and Customs: HMRC）が一元的に行っている。1999 年の「社会保障保険料（機能移転）法」

（Social Security Contributions (Transfer of Functions, etc.) Act 1999）により、国

民保険料の徴収及び記録に関する権限と国民保険基金の管理運営に関する権限が保険料庁

（Contributions Agency、当時）から内国歳入庁（Inland Revenue、当時）に移管された。 

 歳入関税庁は、2005 年 4 月直接税、国民保険料の徴収等を担当していた内国歳入庁と関税、

付加価値税等を担当していた関税消費税庁（HM Customs and Excise）とが統合されてでき

た機関である。同庁は徴税業務はもとより、現在社会保障に関する業務として国民保険料の

徴収及び記録、並びに被扶養の子がいる家庭、及び低所得労働者に対する税控除の査定と支
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払い、さらに児童給付金及び保護者手当の支給及び管理等3 幅広い業務を担っている。一方、

雇用年金省は、年金や失業手当など社会保障に関する給付金支給及びサービス提供業務に特

化している。 

 

（2）保険料徴収の根拠法令 

 国民保険料に関する基本規定（種類、保険料率など）は、社会保障保険料及び給付法に設

けられている。また、社会保障管理法では国民保険基金の収支状況により保険料額及び保険

料率を変更する権限、保険料に関する歳入関税庁職員の検査権限、滞納保険料に関する強制

執行などの規定が設けられている。 

 保険料に関する施行細則は、2001 年の社会保障（保険料）規則（Social Security 

Contributions Regulations）において定められている。 

 

（3）保険の適用 

 16 歳以上の一定の所得のある被用者及び自営業者はすべて強制適用され、保険料の納付義

務が課せられている。ただし、被用者の所得又は自営業者の年間利益又は報酬が一定基準4

に満たない場合は適用除外となる。なお、適用除外となった者は任意加入（第 3 種保険料

（後述））により国民保険の適用を受けることができる。 

 保険料は、国民保険料（National Insurance Contributions）として一括して徴収される

仕組みとなっている。 

 また、被用者が規準を満たす企業年金、個人年金等に加入している場合は、公的年金の二

階建て分である国家第二年金（ State Second Pension Scheme: S2P）への適用除外

（Contracted-Out）が可能となり、その分保険料は減率される。 

 そのほか、所得額や年金受給の有無等により保険料納付が免除される場合があるが、詳細

は後述する。 

 

（4）保険料の種類 

 保険料の種類（Class)は、社会保障保険料及び給付法に基づき以下のとおりとなっている。 

 

 

 

 

 

                                                 
3 そのほか、歳入関税庁は産業貿易省が管轄する最低賃金の履行確保業務（Enforcement）を行っている。 
4 被用者の場合：下限所得（Lower Earnings Limit :LEL、2006 年度 364 ポンド（月額））、自営業者の場合：納

付免除下限額（Small Earnings Exception: SEE、2006 年度年間 4,465 ポンド） 
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ア 第 1 種（Class1）被用者： 被用者負担分（Primary Contribution） 

事業業主負担分（Secondary Contribution） 

イ 第 2 種（Class2）： 自営業者（定額拠出） 

ウ 第 3 種（Class3）： 任意加入 

エ 第 4 種（Class4）： 自営業者（所得比例） 

 

 なお、これらのほか、被用者のために供される車や住宅、電話などの現物給付等5 に係る

保険料として事業主が納付する第 1 種 A（Class1A）保険料、さらに事業主が税務署と PSA

（ PAYE Settlement Agreement) 6  契約を締結している場合納付する第  1 種  B 保険料

（Class1B）がある。 

 これら保険料のうち、第 1 種 A 、第 1 種 B 及び第 4 種については、当該納付に伴う特段の給

付資格は生じない。 

 

ア 第 1 種（Class1）－被用者  

 基準所得（Earnings Threshold :ET、2006 年度 420 ポンド（月額の場合））を超える収入

のある 16 歳以上の被用者は、第 1 種保険料を納付しなければならない。同保険料を納付し、

要件を満たす者は国民保険の各種給付の適用対象となる。ET は所得税の徴収基準額と同額

に設定されている。また、事業主は ET を超える被用者の所得について事業主負担分として

保険料を納付しなければならない。なお、企業の経営陣も第 1 種保険料の納付義務を負う。 

 複数の事業主に雇用される被用者であって、それぞれの所得が ET を超える場合はそれぞ

れに第 1 種保険料を納付しなければならない。当該被用者の年間の納付額が一定上限を超え

る場合は払い戻しができる。これとは反対に複数の事業主に雇用される被用者のそれぞれの

所得が ET 未満の場合は合算をせず保険料納付の義務はない。 

（給付金との関係） 

原則すべての給付の対象となる。 

 

イ 第 2 種（Class2）－自営業者（定額納付） 

 年間利益又は報酬が納付免除下限額（Small Earnings Exception: SEE、2006 年度 4,465

ポンド）を超える 16 歳以上の自営業者は定額の第 2 種保険料を納付しなければならない。

なお、被用者（第 1 種保険料を納付している場合も含む）であっても余暇時間等に自営業を

営んでいる者で SEE を超える利益又は報酬を得る者は第 2 種保険料を納付しなければならな

い。 

                                                 
5 第 1 種 A 保険料の対象となる現物給付等は、事業主が供する衣服･制服、従業員の私用に供する社用車の燃料

代、食品･電化製品･家具など多岐にわたる。（歳入関税庁、CWG5（2006）リーフレット参照） 
6 事業主が税務署と特定の経費や現物給付に係る税等について一括払いによる納付を行う契約をさす。PSA の

対象となる経費や給付については第 1 種及び第 1 種 A 保険料の納付義務対象から外れる。 
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（給付金との関係） 

この保険料の拠出者は、国家第二年金（S2P）、保険料拠出を条件とする失業給付及び労災給

付を除く給付が対象となる。 

 

ウ 第 3 種（Class3）－任意加入・定額納付  

 第 1 種又は第 2 種保険料の適用除外となる低所得者や無業者、学生等7 が任意に納付する

ことができる保険料である。 

（給付金との関係） 

基礎年金及び遺族給付金のみ給付対象となる。 

 

エ 第 4 種（Class4）－自営業者（所得比例） 

 第 2 種の納付をする自営業者のうち、下限利益（Lower Profits Limit :LPL、2006 年度

5,035 ポンド）以上の年間利益又は報酬のある自営業者が所得比例で納付しなければならな

い保険料である。 

（給付金との関係） 

この保険料納付による特段の給付資格は生じない。 

 

（5）保険料納付免除 

 LEL を超える所得であってその額が ET 以下の被用者は、保険料納付を免除（0％）される。

この場合、LEL の所得額に係る保険料を支払ったものとみなされ、当該被用者の国民保険料

データに記録される。また、年金受給年齢（男子 65 歳、女子 60 歳）以上の被用者及び自営

業者は保険料納付を免除される。ただし、被用者について所得が ET を超える場合の事業主

負担分（第 1 種保険料－被用者負担分）の納付義務は免除されない。 

 このほか、失業中や病気等により就労できない事情等があるときにその期間の保険料を納

付しなくとも LEL の所得に係る保険料を納付したとみなされその期間が納付データに記録さ

れる「国民保険クレジット」制度がある。同クレジットは、失業や病気のほか、陪審員を務

めた期間、出産休暇手当や介護者手当を受給した期間、就学中又は訓練受講中の期間、早期

退職等した男子で年金受給開始 65 歳までの期間なども対象とされる。 

 

（6）既婚女性及び寡婦を対象とする減額措置 

 既婚女性及び寡婦の一部のうち 1977 年 5 月 21 日までに申請をした者は保険料の減額を受

ける制度がある。減額保険料の適用を受ける場合、第 1 種保険料は減額保険料（4.85％）で

納付し、自営業者の場合は第 2 種保険料の納付義務はない。ただしこの場合、拠出制給付金

                                                 
7 病気や海外居住等のため保険料未納期間のある者が年金等の給付資格を満たすため納付することもできる。

ただし、納付期限は当該未納のあった各年度期末から 6 年以内となる。 
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を受給することはできず、また年金額が減額される場合がある。なお、標準保険料に変更納

付することは可能である。 

 

（7）滞納保険料の納付 

 滞納した保険料は、一定期間内に納付すれば、拠出制給付金の対象に算入することができ

る。また、就学等の理由で納付期間に空白がある場合は第 3 種保険料（任意加入）を後から

納付することで受給資格を満たす手段とすることもできる場合がある。 

 保険料の納付義務があるにもかかわらず納付を怠っていた場合、罰金や訴追の対象となる

場合がある。なお、被用者の保険料の納付義務は雇用者の義務であるため、被用者が訴追を

受ける場合とは被用者が雇用者の滞納に加担していた場合となる。 

 

（8）保険料率及び額 

  各種の保険料に係る保険料率及び額は、社会保障保険料及び給付法に規定されている。

この保険料率及び額は、社会保障管理法の規定により国の歳入や社会保障基金の収支の状況

から必要がある場合は保険料率及び額を変更できることとされており（法第 141 条及び第

143 条）、毎年度8 変更（通常 4 月）されている。 

 なお、保険料（第 3 種除く）の算定対象は次のとおりである。 

 ○第 1  種保険料 

  各種手当を含む税控除前のグロス所得額が対象となる。 

 ○第 2  種（定額）及び第 4 種（所得比例）保険料 

  自営業者が年間に得た課税対象となるすべての利益又は報酬が対象となる。  

 現在（2006/2007年度）の保険料率及び保険料額は以下の表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 イギリスの税年度は 4 月 6 日から翌年 4 月 5 日まで。 
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表 1 国民保険料率・額 

        

第一種 月当たり所得 

364ポンド未満 

同 364～ 

420ポンド 

同 420.01～ 

2,795ポンド 

同 2,795.01 

ポンド以上 

被用者分 非適用 0％ 11.0％ 1.0％

事業主分 非適用 0％ 12.8％ 12.8％

第二種 第三種 第四種 

年間利益 4,46 

ポンド未満 

同 4,465ポンド 

以上 

年間利益 

5,035～ 

33,540ポンド 

同 33,540.01 

ポンド以上 

非適用 
週当たり 

2.10ポンド 

週当 た り 7.55

ポンド 

8％ 1％

（注釈）本表の第 1 種保険料は、公的年金の二階建て分である S2P への拠出を行う者（Not Contracted-Out）

に対する保険料率である。S2P 適用除外（Contracted-Out）の場合、被用者負担分 11.0％は 9.4％に、

事業主負担分 12.8％は 9.3％に、それぞれ減率される。 

 

 また、事業主が負担する第 1 種 A 保険料及び第 1 種 B 保険料の率はともに 12.8％

（2005/2006 年）となっている。保険料の額は、対象となる現物給付等の合計を現金換算し

計算される。 

  

（9）被保険者数（保険料納付者数）の状況 

 国民保険料の被保険者数(保険料納付者数、2003/2004 年度)は次のとおりである。 

 

表 2 国民保険 被保険者数の推移（千人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出所：年金雇用省データ 

  （注釈）被用者が余暇時間等を利用し自営業を行っている場合、自営業者に係る保険料の納付義務が生じる

者については、第 1 種及び第 2 種の双方を納付しなければならない。また、諸事情により保険料を

納付しなかった期間がある者が年金給付などの資格要件を満たすため、任意加入保険料（第 3 種）

の納付ができることとなっているため（支払い義務のあった当該年度末から 6 年間は納付ができ

る）、1 種と 2 種及び（又は）3 種を併せて納付する者が存在する。 
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（10）徴収機関 

 先に述べたとおり、国民保険料の徴収機能は歳入関税庁が担っている。同庁は議会に対し

直接答弁を行う、政府から独立した組織（Non-Ministerial Government Department）とさ

れている。 

 歳入関税庁の所掌分野は、次のとおり幅広いものとなっている。  

 ○国民保険料及び税関系の徴収、管理 

  －国民保険料、直接税（キャピタルゲイン税、法人税、所得税）及び間接税（物品税、 

関税、石油収入税、印紙税、付加価値税（VAT）など）     

 ○各種手当ての支払い、管理  

  －児童手当、子供信託基金（口座開設時の一定額の給付等）、税額控除   

 ○その他  

  －違法商品等の水際取締、環境税、最低賃金(所管は貿易産業省)の履行確保など 

 

（運営経費、職員数） 

 （2004 年度の内国歳入庁の数字であるが、）運営経費（ネット）は全体で 126 億 9,290 万ポ

ンド、管理経費（グロス）は 33 億 5,110 万ポンド、そのうち人件費は 19 億 5,120 万ポンド

（58.2％）となっている。また、職員数（内国歳入庁、2004 年度）は 80,505 人、うち常勤職

員数は 75,939 人（94.3％）となっている。そのうち、税及び国民保険料の徴収、査定業務

に従事する職員の総数は 73,863 人、うち常勤職員が 69,639 人（94.3％）となっている。な

お、国民保険料の徴収業務を専門に担当する職員はイギリス北部のニューカッスルにある国

民保険料事務所に現在 4,600 人が配置されているが、歳入関税庁の本庁で税と国民保険料の

両方を扱う職員も多数いるため、それぞれの職員の詳細な数を出すことは困難であると同庁

は述べている。  

 

（国民保険料徴収額） 

 2004 年度における税及び国民保険料等の徴収総額は、約 3,800 億ポンドに上る。うち、国

民保険料徴収額は 802 億ポンドとなっている。その他主な税では、付加価値税（VAT）は

742 億ポンド、所得税は 1,309 億ポンドの徴収となっている。 

 

（国民保険料納付記録コンピュータ・システム） 

 納付された国民保険料は、歳入関税庁の国民保険記録システム（National Insurance 

Recording System: NIRS）と呼ばれるコンピュータ・システムで記録・管理されている。同

システムは保険料徴収記録のほか年金等の拠出制給付の計算のため雇用年金省などの機関に

データを提供している。現在のシステム（1998/99 年度に導入）は NIRS2 と呼ばれ、イギリ
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スが IT プロジェクトとして初めて PFI（Private Finance Initiative）方式9 により導入し

たもので、民間会社であるアンダーセン･コンサルティング社が受託運営している。 

 

（11）保険料別徴収額 

 2004/2005 年度の国民保険料徴収総額は 802 億ポンドであり、そのうち 615 億ポンドが国

民保険基金（NIF）に割当てられている。残りは NHS 及び北アイルランド NIF に割当てられ

ている。 

保険料別の内訳は次のとおりである（注：NIF財源 615億ポンドの内訳）。 

 

○第 1 種： 588億 514万ポンド （構成比：95.5％）

○第 1 種 A及び B： 8億 3,355万ポンド (1.4％）

○第 2 種： 2億 1,998万ポンド （0.4％）

○第 3 種： 9,034万ポンド （0.1％）

○第 4 種： 16億 2,088万ポンド （2.6％）

 

3 保険料徴収の実際 

 国民保険料の徴収に関する規定は、2001 年の社会保障（保険料）規則に設けられている。 

 各保険料の納付は次のとおり行われる。 

 

（1）第 1 種（被用者）保険料  

 社会保障（保険料）規則（Sec.66）に基づき、保険料納付義務のある被用者は事業主の求

めに応じ自身の国民保険番号を通告しなければならない。事業主は同保険番号を確認し原則

給与からの源泉徴収（Pay As You Earn: PAYE）により、所得税と国民保険料を徴収し歳入

関税庁へ毎月納付する義務10 がある。 

 従業員 250 人以上の企業は電子納付義務（Mandatory Electric Payment）規則の対象とな

る。この場合、納付期限は翌月 22 日となる。250 人未満の企業が電子納付を選択した場合も

同 22 日納付期限となる。企業（従業員 250 人未満）が小切手による納付をする場合の期限

は翌月 19 日となる（なお、銀行や郵便局を通じた振込みの場合は 22 日。）。 

 また、所得税等を含めた納付額が一定額以下（1,500 ポンド未満）の場合や定額給与から

のみ所得税を源泉徴収する場合は四半期ごとの納付が可能となる。この場合の納付期限は

                                                 
9 民間の資金、経営・技術能力を活用して公共施設等の建設、維持管理、運営等を行う手法。国や地方公共団

体が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できるとされる。 
10 保険料の徴収過多があった場合は次回給与日に必ず被用者に払い戻されなければならない一方で、保険料の

徴収不足の場合は一定の条件でその年度内での追加徴収が認められているが、最終的に徴収できなかった場

合の支払い責任は事業主になるものとされている。（リーフレット CWG2 17 ページ参照） 
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各々の四半期末11日の属する月の 19 日（振込みの場合は 22 日）となる。 

 

（参考 1）国民保険番号制度 

 国民保険番号は保険料の納付、給付金の請求等を記録することを目的に 1948 年に導入さ

れた。イギリスに生まれ居住する者は国民保険番号を付与され、一生を通じて、国民保険料

の拠出や保険給付の際の本人確認に用いられる一人一人に固有の番号である。国民保険番号

は最初にアルファベット 2 文字、そのあと数字 6 桁、最後にアルファベット 1 文字で構成さ

れる（例：AB123456C）。通常の場合、親が子供の児童手当を申請するときに自動的に国民保

険番号が割当てられ、16 歳の誕生日前に正式に登録され、同番号を付したプラスティック

カード（NINO カード）が本人あて届けられる。なお、結婚などで氏名が変更になったとき

は新たな氏名による申請が必要なる。また転居、離婚、配偶者との死別、などの場合も DWP 

の給付事務所か HMRCの NICO事務所に報告する必要がある。 

 国民保険番号は、国民保険の手続きのみならず、徴税事務や銀行口座開設などの際に必要

となるなど幅広く利用されている。イギリスで就労しようとする外国人も原則として源泉徴

収により保険料を納付する義務があるため、雇用年金省に申請し国民保険番号を取得する必

要がある。 

 なお、NINO カードはそれ自体 ID 証明となるものではないが、ID カードを導入していない

イギリスにあっては、国民保健サービス（NHS)番号とともに、事実上個人識別に利用されて

いる。 

 

（参考 2 ）納付に係る年度末以降の事務手続－2006 年度のケース 

 事業主は、2007 年 5 月 19 日までに 2006 年度に徴収した各被用者に係る保険料額等に関す

る報告（様式 P14）及び年次申告（様式 P35）を歳入関税庁に提出しなければならない。期

限までに提出されない場合の罰則がある。また事業主は 5 月 31 日までに各被用者に 2006 年

度の保険料徴収に係る年度末証書（End of Year Certificate 様式 P60、わが国の源泉徴

収票に相当）を配布しなければならない。 

 なお、第 1 種 A 保険料については、年次申告（様式 P11D（b））を 7 月 9 日までに提出12（同

日までに関係被用者に同写を配布）し、当該保険料を 7 月 19 日までに納付する。また、第 1

種 B保険料は同 10 月 19 日までに当該保険料を納付しなければならない。 

 

（2）第 2 種（自営業者－定額）保険料 

 自営業者は自営を開始した日を歳入関税庁/国民保険料事務所へ通知しなければならない13。

                                                 
11 第一四半期の場合、期末日は 7 月 5 日となる。 
12 不提出の場合、100 ポンドの罰金（被用者 50 人まで）、50 の整数倍の人数ごとに 100 ポンド加算。 
13 事業開始した月の末日から 3 か月以内にその旨を歳入関税庁に通告しなかった場合 100 ポンドの罰金。 



－ 24 － 

これを受け、歳入関税庁は四半期ごと（請求書発行月は 1 月、4 月、7 月、10 月）に保険料

納付請求書（Bill）を納付義務者あて送付する。保険料納付義務者は同請求書の日付から

28 日以内に当該保険料を納付する。なお、年間利益又は報酬見込みが SEE を下回る者は、

特例申請により納付免除（非適用）を受けることができる。 

  

（3）第 3 種（任意加入）保険料 

  任意加入希望者は、納付開始を希望する日を歳入関税庁（国民保険料事務所）へ通知しな

ければならない。納付請求及び納付期限等は第 2 種保険料と同様である。 

 

（4）第 4 種（自営業者－所得比例分）保険料 

  所得税の申告納税（Self-Assessment）と合せて納付義務者による申告により納付される。

実際上は、前年度の利益又は報酬に基づき当該納付義務年度の 1 月 31 日と翌年度の 7 月 31

日の二回に分けて納付される。必要な場合には 1 月 31 日に前年度分の調整を行うことがで

きる。 

 

（5）納付猶予 

 保険料納付義務がある被用者（第 1 種）や自営業者（第 2 種及び第 4 種）のうち、他の保

険料の納付義務が生じると見込まれる者は年度末以降に保険料納付義務額が確定するまで一

方の保険料の納付猶予できる。ただし、猶予される場合であっても、ET（基準所得）を超え

る所得の 1 ％、または第 4 種については下限利益（LPL）を超える利益又は報酬の 1 ％は納付

猶予されない。 

 

（6）納付の方法 

 納付の方法は、歳入関税庁（国民保険料事務所）への直接納付や銀行振込みのほか、銀行

口座引き落とし（Direct Debit）やデビットカード（Debit Card）による納付、小切手の郵

送、郵便振込みなどが選択できる。また四半期納期分についてはインターネットによる振込

みも可能となっている。なお、第 2 種及び第 3 種保険料は、定額のため銀行引き落としが一

般的である。 

 

（7）未納・滞納保険料の徴収業務 

 未納又は滞納保険料の徴収については、歳入関税庁の債務管理･銀行業務部門（Debt 

Management & Banking: DMB）において行われる。DMB は全国 150 箇所以上の地方ネットワー

クを持ち、被保険者の納付記録の更新や未納･滞納保険料の回収のための是正措置、納付に

問題を抱える被保険者の支援などの債権管理業務を行っている。 
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第 2 節 社会保険及び労働保険の保険料徴収事務一元化 

 

1 保険料徴収事務の一元化された背景 

（1）徴収制度の主な変遷 

 イギリスの国民保険制度は、1911 年、疾病や失業などで所得が途切れる際の生計の維持

を支援する、社会保障の一形態として発足したが、これは保険原則に則り拠出型給付をもと

に運営されてきた。その後、1946 年に老齢年金との統合が図られ、国民保険料という単一

の定額保険料によって、医療、年金及び失業給付・疾病給付等の一連の受給資格を与えられ

る総合的な社会保険制度となった。1975 年から保険料が所得比例となり、同時に被用者所

得に係る保険料は PAYE（源泉徴収）により内国歳入庁が所得税と一体徴収することとなった。 

 1999 年に徴収事務が一元化される前は、内国歳入庁が源泉徴収による第 1 種保険料の徴収

と申告納税に合わせ自営業者の所得比例分である第 4 種保険料を徴収し、他方、保険料庁は

定額納付である自営業者に係る第 2 種保険料及び任意拠出である第 4 種保険料を徴収してい

た。第 1 種保険料の全体に占める割合が極めて高いこともあり、統合前時点ですでに内国歳

入庁は保険料徴収額の約 94 ％を徴収していたという状況にあった。 

 

図 1 一元化前後の徴収区分 

 

       一元化前（～1999 年）     一元化後（1999 年～） 

 

 

第 1 種保険料 

(勤労者) 

第 4 種保険料 

(自営業者・所得比例分) 

第 2 種保険料 

(自営業者・定額) 

第 3 種保険料 

(任意加入) 

内国歳入庁 

保険料庁 

内国歳入庁

第 1 種保険料 

(勤労者) 

第 4 種保険料 

(自営業者・所得比例分) 

第 2 種保険料 

(自営業者・定額) 

第 3 種保険料 

(任意加入) 

直接税 直接税 
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（2）一元化の背景 

 こうした経緯の中で、保険の基本原理の一つである拠出保険料と給付金との直接相関関係

が希薄となり、国民の意識、特に源泉徴収による納付事務をしている事業主からは国民保険

料は賃金税（payroll tax）であるとする、保険料と税との一体視が強まり、これらの統合

を求める声が強く出てくるようになった。1995 年に内国歳入庁と社会保障省が外部（バー

ス大学）に委託した調査報告では、税及び国民保険料に係る納付協力コストは総徴収額の

1.3％、GDP の 0.2％にあたる 13 億 2,000 万ポンドであった。この納付協力コストはまた従

業員規模が小さいほど高いという逆進性を持ち、同報告では従業員 1 ～ 4 人企業が従業員一

人あたり年間 288 ポンドであるのに対し、5,000 人以上企業では同 5 ポンドにすぎないとい

う結果になっている。このため、特に中小・零細企業の利害を代表するイギリス商工会議所

は税と国民保険料の統合による事務負担軽減を訴えていたのである。 

 これに対し、イギリス政府は税と国民保険料を統合することには、①これまで半世紀にわ

たり保険原理という前提で運営してきたものを税に置き換えることは拠出を続けた国民に対

する背信行為であり大きな混乱を招くことになること②国民保険料を所得税で置き換えた場

合給与所得比率の小さい年金生活者などに大きな影響がでること、などから消極的であった。 

 そのため、事業主の要望及び政府の対応は、税と国民保険料の徴収の可能な限りの統合を

図ることにより納付事務負担の最小化を図ることに向かった。事業主をはじめとした納付コ

ストの軽減のためには、事業主等が保険料納付のため内国歳入庁と保険料庁の二つの機関を

相手としている状態を一つの機関に統合するとした方が効率的であると考えられた。 

 こうした事実経過から、1999 年の徴収事務権限の内国歳入庁への一元化が行われたとも

のと考えられる。14「統合」法の議会審議において、政府側は統合の目的を「雇用者及び被

用者に対する総合的なサービスの提供及びその向上を確保する」ことと述べている。 

 また、会計監査院の報告では、保険料庁が徴収する自営業者に係る第 2 種保険料の未納額

は、95 年度 2 億 1,700 万ポンド、96 年度 3 億 1,400 万ポンド、97 年度 5 億 1,300 万ポンド15と

急増している。なお、内国歳入庁が徴収する第 1 種保険料の未納額は、96 年度 1 億 5,300 万

ポンド、97 年度 1 億 7,600 万ポンド、98 年度 1 億 8,800 万ポンドであったことから、徴収額

全体の規模からみても第 2 種保険料の未納割合が高いことが理解される。このため当時の保

険料庁の徴収能力に対しては強い懸念を持たれていたと考えられる。 

 さらに、国民保険料庁の業務運営に対する国民の不満の蓄積があったことも指摘される。

保険料庁は、社会保障省（当時）内に細分化されていた国民保険料の徴収・記録業務を独立

したユニットとして業務を行う行政庁として 1991 年 4 月設立された。しかし、その後同庁

が、国民からの問い合わせへの対応に問題（照会に対する回答が長時間に及ぶ、照会にすべ

                                                 
14 1990 年代はじめから保守党政権の規制緩和イニシアティブの一環として、企業の納税及び国民保険料納付コ

ストの負担軽減を図るため内国歳入庁と国民保険料庁の統合の検討が行われていた経緯がある。当時はその

統合は否決されたものの、両機関の相互協力関係はその後強化されていた。 
15 97年度の第 2 種保険料未納額は、同年度同保険料納付実額の約 85％に匹敵する高さである。 
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て回答できないことなど）を有していることが指摘されるようになった。さらに行政（特に

内国歳入庁など）の不適切な業務対応（通知の遅れや誤り、職員の態度、守秘義務違反な

ど）についての国民の苦情を中立的立場で処理する行政から独立した機関である「苦情処理

裁定所」は 1995 年から国民保険料庁の業務についても苦情申立ての対象にしたが、同庁に

対する報告の最初の年となった 1996 年報告では、国民からの苦情の取扱いについて極めて

不適切と指摘しており、同所が苦情について調査した事案のうち苦情申立者有利の判定率

80％と対象機関中最悪であった（統合前の判定率は 70～80 ％と明確な改善はみられなかっ

た）。こうした問題も二つの徴収機関の統合の背景になったと考えられる。 

 

2 一元化のために行った措置 

（1）統合のための法措置 

 1 で述べたように、1999 年の統合は、国民保険料庁の内国歳入庁への組織統合であり、こ

れにより内国歳入庁は国民保険料に関する諸権限を与えられることとなった。内国歳入庁へ

の権限移譲を規定した社会保障保険料（機能移転）法（Social Security Contributions 

（Transfer of Functions, etc.）Act 1999）に基づく。同法は、国民保険（料）制度に関す

る基本法である、1992 年の社会保障保険料及び給付法（Social Security Contributions 

and Benefits Act）及び社会保障管理法（Social Security Administration Act）における

保険料庁の権限を内国歳入庁に移管する内容となっている。 

 また、権限移管の規定だけではなく、組織統合に伴う必要な措置も規定されており、その

主なものは次のとおりである。 

 

ア 滞納保険料に対する措置  

  統合を機に、徴収権限が移る自営業者に係る定額保険料（第 2 種）については、税及び既

に内国歳入庁が徴収を行っている第 1 種保険料及び第 4 種保険料等と同じように滞納に対す

る措置（所得税の滞納分についてとられている下位裁判所（郡裁判所及び治安刑事裁判所な

ど）での簡易訴訟手続き等を当該保険料にも可能とすることなどを規定する必要があるため、

次の 2 点を認める所要の改正が行われている。 

①2,000 ポンド未満の滞納保険料については、治安判事裁判所での簡易訴訟手続きを認める

（なお、高額の未納保険料については高等法院での訴訟手続き）。 

②弁護士ではない職員に対し郡裁判所での訴訟手続きを行う権限が認める。 

それまでの保険料庁の滞納保険料に対する唯一の手段は社会保障省の弁護士による郡裁判所

（スコットランドの場合は州裁判所）での訴訟手続きであった。社会保障省所属の弁護士が

全国各地に出張し手続きを行う必要があったため、実態としては非常に非効率であり財源の

浪費と見られていた。  

 また、2001 年度より自営業開始の報告義務（ 3 か月以内）を怠った者に対する罰金（100
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ポンド）が課せられることとなった。なお、未納･滞納対策と一概に言えないが、2000 年度

に第 2 種保険料額が 99 年度の 6.55 ポンドから 2.00 ポンドに引き下げる一方で、税の申告納

税で納付されるため捕捉がし易い第 4 種保険料は 6 ％から 7 ％に増率され併せてその算定範

囲も拡大するという見直しも行われている。16 

 

イ 事業所への調査権限 

 これも統合に伴い、保険料に対する事業所等への立入調査権限等が付与される改正が行わ

れている。現行では、保険料庁職員の事業所等への調査は、給付金請求者の資格確認のため

給付庁の求めに応じて行われていたところであり、同じ社会保障省内の組織であるため、こ

の連携についての特別の権限措置をする必要はなかったが、保険料庁が内国歳入庁に移管さ

れるに伴い、保険料に対する内国歳入庁の調査権限が明記される改正が行われている。 

 

ウ 保険料納付に係る情報提供 

 雇用保障省は、保険料徴収からの権限は外れたものの、給付及び受給資格の確認を行う任

務を遂行することになるため、円滑な運営のために互いにそれぞれが所掌する情報を相互提

供（保険料の徴収記録はコンピュータ・システムで管理されておりこれを共有する必要があ

る）できるよう情報提供に関する規定が所要の改正のうえ設けられている。 

 

（2）雇用者の負担軽減のための国民保険料との所得税の調整 

 1999 年の保険料徴収に係る組織統合は、国民保険という単一の制度の中での統合であり、

具体的には任意拠出の保険料である第 3 種保険料と自営業者の所得比例分に係る第 4 種保険

料の徴収事務が保険料庁から内国歳入庁になったことである。これは保険の統合というより

は、事業主の納付負担軽減を目指した所得税徴収当局との統合の側面が強い。このため、徴

税当局との統合にあたって雇用者へのサービス向上の観点から、所得税と国民保険料との一

定の調整が行われている。その内容は以下のとおりである。     

 事業主が別々に納付する税と国民保険料の納付負担の軽減措置として、政府は複雑な国民

保険料の徴収率表の簡素化や納付義務下限所得を所得税控除額水準に合わせるなどの見直し

を行っている。 

 

ア 保険料率表の簡素化等 

 徴収率については、1998/1999 年の国民保険料の保険料率（一般被用者）は以下のとおり

であった。 

 

                                                 
16 少なくともこれにより自営業者に係る保険料の徴収総額を減らすことなく、第 2 種保険料の未納額を減らす

という効果はあると考えることができる。 
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○第 1 種保険料 週所得 保険料率 

0～64ポンド 2％被用者負担分 

65～485ポンド 10％

64～110ポンド 3％

111～155ポンド 5％

156～210ポンド 7％

事業主負担分 

211ポンド～ 10％

 

 以上のとおり、被用者の給与所得に対する国民保険料は、被用者負担分と事業主負担分の

計算において大きな違いがあり、事業主は給与に合わせ、個々に保険料を計算し納付する必

要があり煩雑であった。そのため、1999 年の組織統合の際に国民保険料率区分の「簡素

化」が図られるとともに、事業主負担分については所得税の徴収開始水準に合わせることで

事務負担の軽減が図られている。以下はその見直し後（1999/2000 年）の保険料率である。 

 

第 1 種保険料 週所得 保険料率 

0～66ポンド －被用者負担分 

66.01～500ポンド 10％

0～66ポンド －

66.01～83ポンド 0％

雇用者負担分 

83.01ポンド～ 12.2％

 

 被用者負担分については、下限賃金（Lower Earnings Level: LEL)の 66 ポンド（週給の

場合）を超える給与について一律 10％の保険料率に簡素化された。一方、事業主負担分に

ついては UEL を超えた分から納付開始所得である 83 ポンド（同）までは保険料 0％とし 83

ポンド（同）を超える給与から実際上の納付義務が生じるように当時の所得税控除限度額

（83 ポンド）に合せる見直しが図られている。なお、国民保険料と所得税の徴収開始額の調

整はその後も行われ、2001/2002 年からは、国民保険料の被用者及び事業主双方の納付開始

所得が所得税控除限度額に合わせられた。 

 

イ 現物給付に係る所得税との調整  

また、所得税との調整では、1999 年から経費や現物給付に係る所得税について税務署に

一括納付する事業主が納付義務を負う第 1 種  B  保険料が設けられ、さらに 2000 年には従業

員又は役員用の車及びその燃料に限られていた第  1  種  A  保険料の納付対象となる現物給付

が、衣服･制服、食料･電化製品･家具などの通常の課税対象となる現物給付に拡大される措

置が設けられるなど、所得税との調和策が一層進められた。ただし、現物給付については現
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在も課税と保険料納付の対象に違いがあるため、ある給付について国民保険料は免除される

が所得税は課税されるものがあるなど制度がまだ複雑であるとする経営者団体の意見は強い。 

 

（3）人員配置転換など 

 1999 年の組織統合に際しては、人員削減が行われることはなかった。統合により内国歳

入庁の職員となった旧保険料庁の職員数は約 8,400 人であり、そのうち約 5,000 人が引き続

き国民保険料の記録・管理業務を行うためイギリス北部のニューカッスル及びその周辺地域

に配置された。残りの 3,400 人は各地域の窓口事務所に配属され、雇用者や自営業者、個人

等の対応をすることとなった。 

 上述の所得税と保険料との調整が図られたことから、調査や検査業務の職員については一

部統合が図られている。その後、各部門の活性化のため配置転換も行われるようになり、分

野間での職員の異動も行われるようになっている。配置転換にあたっては、職員の知識・能

力、技術を新たな職務とのマッチングに特に配慮したようである。 

 組織の活性化のため、職員の税業務と国民保険料業務間の配置転換が行われたが、両分野

間の業務文化の違いを理解することが重要であったため研修では業務研修とともに職務の違

いから生じる”文化”の違いをそれぞれが理解するプログラムに盛り込まれた。内国歳入庁

による統合後の職員研修は同庁の労働組合17 からも高い評価を受けている。 

 

（4）システム開発 

  旧保険料庁では、増加する保険料徴収記録の処理にそれまでのコンピュータシステム

（NIRS）が対応できなってきたため、新型のシステム NIRS2 を 1998 年に導入した。NIRS2 は

統合後内国歳入庁に引き継がれたが、これはあくまで国民保険料徴収記録システムであり、

所得税のシステムとの統合は行われていない。現在稼動する NIRS2 は 7,000 万以上の国民保

険料口座を管理しており、年間を通じて提出される 5,000 万件以上の個人記録を含む納付デ

ータを処理している。なお、歳入関税庁では、2008 年に国民保険料、所得税及び付加価値

税を包括した新たなシステムを構築し、単一の納付者記録を作る予定とのことである。 

 

3 一元化による徴収効率化の状況 

（1）徴収コスト 

 歳入関税庁が公表している徴収コスト（単位：ペンス、徴収額 1ポンドあたり）の統合後

の推移は表 3 のとおりである。2004/2005 年度の国民保険料徴収額は 802 億ポンドであるこ

とから単純推計すると徴収コストは約 3 億 5,300 万ポンドとなる。国民保険料に係る徴収コ

ストは概ね統合以降低減している。国民保険料の徴収コストの低減は、組織統合による事務

                                                 
17 公務員労働組合（PCS）の歳入関税庁担当者からのヒアリングによる。 
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処理の漸進的な効率化もあると考えられるが、歳入関税庁はむしろ事業主の申告書提出及び

内部処理に係る電子化を反映したものであるとしている。実際、歳入関税庁の電子化に対す

る取り組みは積極的であり、10 年前に 1,500 万件あった書類による納付件数は現在 300 万件

と大幅に減少している。これは従業員 250 人以上事業所が電子納付を義務化（Mandatory 

Electric Payment）されたこと、250 人未満の中小企業についても電子化を進めており奨励

金を出していることがペーパーレス化につながっているとみられる。なお、250 人未満事業

所の電子納付義務化は当初 2007年までとされたがその後 2010 年に延期されている。 

 

表3 徴収コスト（1ポンド徴収あたり：ペンス） 

    

   

   

 

   

 

 

 

 

    出所：HMRC Annual report        ※1 ポンド＝100ペンス 

   

  一方、いわゆる納税コンプライアンスと呼ばれる納税協力コストについては、経営者団体

がその負担の大きさを強く指摘している。イギリス商工会議所（British Chambers of 

Commerce: BCC)の報告書によれば、税及び国民保険料に係る事業主の事務負担コストは、

1995 年度の 13 億 2,000 万ポンドから 2003 年度には 20 億ポンド18 に上昇していると主張して

いる。徴収の一元化に対する評価は厳しく、税と国民保険料の納付ルールが同じではないの

で統合は納税者の事務負担軽減はもたらしていないとの意見である。  

 

（2）組織・人材の活性化など 

 統合により行われた配置転換の結果、新たな業務分野に異動した旧保険料庁の職員が対顧

客サービスの向上など職務能力を高めていったと歳入関税庁は認識している。さらに、統合

による効率化（上述の調査や検査業務の融合など）により全部門で人員が削減されていると

歳入関税庁は述べている。ニューカッスルの国民保険料事務局は統合直後の約 5,000 人から

                                                 
18 GDP に対するコンプライアンスコストが一定割合であると仮定し、1995 年度から 2003 年度までの GDP名目成

長率（推計 53％増）をもとに算定されたもの。 

The British Chambers of Commerce(BCC)“A new tax horizon” P15 より。   
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現在の 4,600 人に縮小している。なお、ニューカッスルの職員は別として、現在、税と国民

保険料の両方を扱う職員が多いため、それぞれの職員の詳細な数を出すことは困難であると

のことである。 

 

（3）苦情処理に対する評価 

 1 の（2）の一元化の背景で述べた「苦情処理裁定所」の裁定の状況については、統合後

においては 40％後半台（2000～03）、20％後半台（2004～06）と改善傾向に推移しており、

最近は全体の裁定率（35％＝2004、45％＝2005）をも下回る結果となっている。歳入関税庁

では、統合後苦情処理のための取り組みを行い、まず苦情を受けた職員に対して、苦情に対

処しどのようなものであれ誤りがあった場合は謝罪をするよう促すことを指示した。また、

過去の苦情事例を教訓としその経験を他の顧客との対応に生かすなど苦情処理を改善するた

めのプログラムを地域レベル窓口で実施することにより、旧保険料庁の職員の接客体質を変

えるような試みを実施している。 

 

4 一元化後の問題点、課題の発生状況など 

（受給資格確認のための連携上の問題点） 

  歳入関税庁は、保険料徴収と給付機関が分立していることの問題は発生していないことを

強調している。雇用年金省との間には法令をもとにすべての関係領域における業務サービス

協定が結ばれており、また両機関にまたがる国民からの問合せの処理についても厳格な手続

きが定められていることから問題ないとしている。一方、給付当局である雇用年金省はやは

り事案によっての連携上の問題を指摘している。雇用年金省における受給資格確認業務を行

う職員はすべて歳入関税庁の国民保険料の納付記録システム（NIRS2）にアクセスできるよ

うになっているため、通常ベースでは給付資格の確認のため納付記録の照会のための事務や

電話連絡などの作業をする必要はないとしている。同システムでは、基礎年金支給開始年齢

の 4 か月前にそれまでの納付記録を自動的に検索し当該者に年金請求証を送付するようにな

っている。問題となるケースは納付記録が十分ではなかったり、間違って記録されている場

合に問題に受給申請者からの問合せに対し雇用年金省はその確認義務のある HMRC あて調査

照会をすることになるが、その確認にやはり時々長時間を要しているようである。（なお、

雇用年金省は国民保険料事務所（NICO）との連絡調整を行う部署を同じニューカッスルに置

いている。） 
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第2章 アメリカ合衆国における社会保険・労働保険の徴収事務一元制度の実態と課題 

 

第 1 節 アメリカ合衆国における社会保険・労働保険の保険税制度 

 

1 アメリカ合衆国における社会保障制度の概要 

 アメリカ合衆国（以下、アメリカ）における狭義の社会保障とは、老齢・遺族・障害年金

保険（OASDI：Old-Age Survivors and Disability Insurance）を指す。広義には、老齢・

遺族・障害年金保険のほかに、メディケア（Health Insurance for Aged and Disabled）、

一時的障害保険（Temporary Disability Insurance）、失業保険、労働災害補償保険、黒肺

病給付（the Black Lung Benefits Program）、退役軍人給付（Veterans Benefits）、所得支

援プログラム(Income Support Program)、民間年金プラン(Private Pension Plan)を指す1。 

 また、アメリカには包括的な公的扶助はないものの、貧困家庭への一時的扶助

（Temporary Assistance to Needy Families）、補足的保障所得（Supplemental Security 

Income (SSI)）、要扶養児童家族扶助(Aid to Families with Dependent Children =AFDC)、

食料スタンプ（Food Stamp）等の社会保障制度がある。ただし、これらは一般財源によって

運営されているものであるので、保険方式による制度をテーマとする本稿の対象ではない。

ちなみに周知のとおり、年金の分野では私的年金制度、企業年金制度が発達している。 

 

 社会保険である年金、健康保険と一時的障害保険等は連邦政府によって担われている。労

働保険のうち失業保険については、連邦政府によって担われる部分と州政府によって担われ

る部分がある。失業保険給付や職業紹介業務に関しては州政府が行っている。労災保険につ

いては、連邦政府による連邦政府職員の制度、炭鉱労働者を対象とする制度、港湾労働者を

対象とする制度などとともに、各州において州政府が監督する制度がある。州別労災補償制

度は州政府自身が運営する州もあれば、州の公的機関が運営する州、民間保険会社が一部運

営の役割を担う州もあれば、民間保険会社のみが運営主体となっている州もある。 

 

（1）社会保険制度の概要 

 

ア 年金 

 アメリカの公的年金制度は、老齢・遺族・障害保険（OASDI）と称し、適用対象者となる

被用者や自営業者が保険料に相当する社会保険税（Social Security Tax）を一定期間以上

納めることによって受給要件を満たし、その受給要件に基づいて支給開始年齢に達したとき

から死亡するまで年金給付を支給する社会保険制度である2。 

                                                 
1
 

U. S. Social Security Administration, 2007 
2 藤田伍一ら（2000）p86 
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 アメリカの公的年金制度には、一般的制度である老齢・障害・遺族年金の他に、連邦公務

員や鉄道職員と、多くの州・地方公務員に適用される個別の年金制度に大別される。 

 

イ 健康保険 

 アメリカは全国民をカバーする公的医療保障制度がないという点で主要先進諸国の中で唯

一例外の国である。65 歳以上の高齢者と一定の障害者を対象とする連邦政府による公的保障、

すなわちメディケア（Medicare：高齢者医療保険制度）および、低所得者を対象とし州政府

が実施する公的保障、すなわちメディケイド（Medicaid：医療扶助制度）があるのみである3。 

 メディケアは①病院保険（Hospital Insurance：HI＝パート A）②補足的医療保険

（Supplementary Medical Insurance：SMI＝パート B）③その他、メディケア（パート C）④

処方箋プラン（パート D）からなる。 

 病院保険には入院患者サービス、ナーシングホーム・サービス、結核、精神病院サービス、

在宅医療サービスなどがある。補足的医療保険は、パートＡ適用を受ける者で任意に保険料

を支払うことによって内科医、外科医によるオプショナル治療、在宅治療を受けられるサー

ビスである。パート Cは、パート Aによる病院保険の入院患者サービスの上限日数を越えて

しまった場合の追加的な保険である。処方箋薬プランは、2006 年 1 月に施行された任意加入

の保険である。病院保険、医療保険、複合メディケアプランのいずれかに加入していれば処

方薬プランに加入する権利を持ち、加入者は月額の保険料を支払うことで、医師の処方する

薬剤に対して給付を受けられる4。 

 病院保険は社会保障税（Social Security Tax）が主たる財源である。補足的医療保険以

下は任意加入の保険である5。 

 メディケイドはすべての州で実施しているが、州政府が自主的に実施し、連邦政府が補助

金を給付する。約 54％が連邦政府の支出、約 46％が州政府の支出である6。 

 

（2）労働保険制度の概要 

 

ア 連邦失業保険 

 連邦政府による失業保険制度と各州政府による失業保険制度がある。 

 連邦政府による失業保険は以下のとおりである7。これらは一般財源8 による運営である。 

 

                                                 
3 藤田伍一ら（2000）p185 
4 橋都（2006） 
5 藤田伍一ら（2000）p189 
6 藤田伍一ら（2000）p197 
7 出所：連邦労働省ホームページ（http://www.dol.gov/dol/topic/unemployment-insurance/index.htm） 
8 ここで言う「一般財源による」とは所得税や法人税として徴収され国庫に収められて一般財源化されたもの

を原資として運営されるプログラムのことである。 
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(ｱ) 傷害失業支援（Disaster Unemployment Assistance＝DUA） 

 就業機会が大統領の認める災害によって失われてしまった者に対する金銭面での

支援 

(ｲ) 元連邦政府職員のための失業保険 

（Unemployment Compensation for Ex-Servicemembers） 

 元軍関連職員の中で有資格者に対する給付プログラム 

(ｳ) 失業率が高い時期に、通常失業保険給付が終了してしまった労働者に対して行われ

る延長給付 

(ｴ) 再調整手当（Trade Readjustment Allowances＝TRA）： 

 失業給付期間を満了してしまい、しかも外国製品の輸入の影響を受けたために職

を失った労働者を対象とする所得支援手当 

(ｵ) 自営業者支援 

 早期再就職機会を促進するための自営業者支援 

(ｶ) 拡大失業保険給付 

 失業保険給付を満了してしまった労働者に対して、州別の失業保険を財源として

拡大給付されているが、この財源うち 50％が連邦失業保険税による歳入が当てら

れている。連邦失業保険税は主に州別労働省における失業保険給付行政の運営費に

当てられる。 

 

イ 州別失業保険制度 

アメリカにおける一般的な失業保険給付は州政府によって行われている。各州の失業保

険制度の枠組みについては表 1 に示した。 

 

(ｱ) 州別の特別プログラムの一例 

 上記のような一般的な失業保険給付のほかに、ニュージャージー州では以下のよ

うな給付が用意されている9。 

障害保険（Disability Insurance）、労働力開発・追加的労働力基金（Workforce 

Development/Supplemental Workforce Funds）、健康保険助成基金（Health Care 

Subsidy Fund）。 

 

 

 

 

                                                 
9 出所：連邦労働省ホームページ（http://lwd.dol.state.nj.us/labor/forms_pdfs/ea/UC45%202007.pdf） 
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表 1 米国州別失業保険の類型 
表 失 類

最低額 最高額 最低率 最高率 新規
アラバマ州 15-26 45 235 8,000 同連邦 0.44 6.04 2.7
アラスカ州 16-26 44-68 248-320 31,300 全て 1.0 5.4 1.5
アリゾナ州 12-26 60 240 7,000 同連邦 0.02 5.4 2.0
アーカンソー州 9-26 73 409 10,000 ※ 0.1 10.0 2.9
カリフォルニア州 14-26 40 450 7,000 ※ 1.3 5.4 3.4
コロラド州 13-26 25 413-455 10,000 同連邦 0.0 5.4 1.7
コネチカット州 26 15-30 501-576 15,000 同連邦 0.5 5.4 3.1
デラウェア州 24-26 20 330 10,500 同連邦 0.3 8.2 2.1
ワシントンＤＣ 19-26 580 359 9,000 全て 1.3 6.6 2.7
フロリダ州 9-26 32 275 7,000 同連邦 0.12 6.6 2.7
ジョージア州 6-26 44 320 8,500 同連邦 0.03 5.4 2.7
ハワイ州 26 5 523 13,000 全て 0.0 5.4 1.7
アイダホ州 10-26 58 364 32,200 同連邦 0.262 5.4 1.0
イリノイ州 26 51-70 369-511 12,000 同連邦 0.2 5.4 2.8
インディアナ州 8-26 50 390 7,000 同連邦 1.1 6.6 2.7
アイオワ州 9-26 51-62 347-426 22,800 同連邦 0.0 5.6 1.0
カンザス州 10-26 101 407 8,000 同連邦 0.0 8 4.00又は6.00
ケンタッキー州 15-26 39 415 8,000 同連邦 0.5 7.4 2.7
ルイジアナ州 21-26 10 258 7,000 同連邦 0.1 9.5
メイン州 14-26 57-85 331-496 12,000 同連邦 0.42 6.2 1.53
メリーランド州 26 25-65 380 8,500 全て 0.3 5.4 2.4
マサチューセッツ州 10-30 32-48 600-900 14,000 ※ 1.26 7.5 2.83
ミシガン州 14-26 113-143 362 9,000 ※ 0.06 12.27 2.7
ミネソタ州 10-26 38 ※ 25,000 全て 0.4 10.3 2.32
ミシシッピ州 13-26 30 210 7,000 同連邦 0.4 9.3 2.7
ミズーリ州 8-26 45 320 12,000 同連邦 0.0 5.4 2.7
モンタナ州 8-28 114 386 23,800 ※ 0.13 6 平均値
ネブラスカ州 14-26 30 298 9,000 同連邦 0.0 6.3 1.29
ネバダ州 12-26 16 362 24,600 ※ 0.25 5.4 2.95
ニューハンプシャー州 26 32 427 8,000 同連邦 0.1 5.4 2.7
ニュージャージー州 1-26 85-97 560 27,700 ※ 0.1825 6.5 2.6825
ニューメキシコ州 -26 66-99 355-455 19,900 同連邦 0.03 5.4 2.0
ニューヨーク州 26 40 405 8,500 ※ 0.5 5.4 3.4
ノースカロライナ州 13-26 39 457 18,600 同連邦 0.0 8.5 1.2
ノースダコタ州 12-26 43 385 22,100 同連邦 0.2 5.7 1.17
オハイオ州 20-26 103 365-493 9,000 同連邦 0.5 9.86 2.7
オクラホマ州 18-26 16 392 13,600 同連邦 0.1 9.2 1.5
オレゴン州 3-26 108 463 30,200 ※ 0.9 5.5 2.4
ペンシルバニア州 16又は26 35-43 539-547 8,000 全て 0.3 9.2 3.5
ロードアイランド州 8-26 68-118 513-641 14,000 全て 1.69 9.79 2.43
サウスカロライナ州 15-26 20 326 7,000 同連邦 0.54 5.4 2.64
サウスダコタ州 15-26 28 285 9,000 同連邦 0.0 8.5 1.2
テネシー州 13-26 30 275 7,000 同連邦 0.3 10 2.7
テキサス州 10-26 57 378 9,000 同連邦 0.22 6.22 2.7
ユタ州 10-26 26 427 25,400 全て 0.1 9.1 1.1
バーモント州 26 61 409 8,000 同連邦 0.8 6.5 1.0
バージニア州 12-26 54 363 8,000 同連邦 0.1 6.2 2.5
ワシントン州 1-26 122 515 31,400 全て 0.38 6.02 平均値＋15
ウェストバージニア州 26 24 408 8,000 同連邦 1.5 7.5 2.7
ウィスコンシン州 12-26 53 355 10,500 同連邦 0.0 8.9 3.4
ワイオミング州 11-26 28 387 20,100 全て 0.27 9.03 平均値

給付期間
（週）

課税対象所
得（ドル）

保険税率（％）週給付額（ドル）
適用

 
出所：連邦労働省ホームページ, EMPLOYMENT AND TRAINING ADMINISTRATION, Office of Workforce Security

（SIGNIFICANT PROVISIONS OF STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE LAWS JANUARY 2008） 

http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/stwclaw.htm 

※詳細については、上記のホームページアドレスを参照。 
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ウ 労災補償保険 

(ｱ) 連邦労災補償保険 

 労災補償保険制度は、連邦政府によるものには、大きくわけて 4 つのプログラム

がある。すなわち、 

▽ 連邦政府職員補償（the Federal Employees' Compensation Program） 

▽ 港湾・造船労働者補償（the Longshore and Harbor Workers' Compensation 

Program）、 

▽ 黒肺病補償給付（the Black Lung Benefits Program）＝炭鉱労働者補償 

▽ エネルギー従業員労働災害補償（ The Energy Employees Occupational 

Illness Compensation Program）である10。 

(ｲ) 州別労災補償保険 

 その他の一般的な労働者は州別の労災補償保険制度の適用を受ける。ほとんどの

州で労災補償保険は強制加入となっている。運営主体（保険者）は州政府による場

合、州の基金や外庁が行う場合、民間の保険会社による場合、民間保険会社と事業

主またはそのグループによる組み合わせの場合があり、各州によってさまざまであ

る11。 

    なお、各州での労災補償保険制度の枠組みについては表 2 を参照。 

 

2 本稿の対象領域 

 本稿は政府が主たる役割を果たす社会保険、労働保険を対象とする。その中でも一般財源

による運営ではなく、事業主や労働者の拠出によって成り立っている制度を対象とする。関

連する民間によって担われている保険制度については参考程度の記述にとどめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 出所：連邦労働省ホームページ（http://www.dol.gov/dol/topic/workcomp/index.htm） 
11 出所：連邦労働省ホームページ（http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/stwclaw.htm） 
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表 2 米国州別労災補償保険の類型（2006 年 1 月現在） 
表

単一企業 企業集団
アラバマ州 強制 無 無 可 可 可 5人
アラスカ州 強制 有 無 可 可 不可 無
アリゾナ州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 無
アーカンソー州 強制 有 無 可 可 可 3人
カリフォルニア州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
コロラド州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 1人
コネチカット州 強制 有 無 可 可 可 無
デラウェア州 強制 無 無 可 可 不可 無
ワシントンＤＣ 強制 無 無 可 可 不可 無
フロリダ州 強制 有 無 可 可 可 4人
ジョージア州 強制 有 無 可 可 可 3人
ハワイ州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
アイダホ州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 不可 無
イリノイ州 強制 無 無 可 可 可 無
インディアナ州 強制 無 無 可 可 不可 無
アイオワ州 強制 有 無 可 可 可 無
カンザス州 強制 無 無 可 可 可 無
ケンタッキー州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 無
ルイジアナ州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 無
メイン州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 無
メリーランド州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 無
マサチューセッツ州 強制 無 無 可 可 可 無
ミシガン州 強制 有 無 可 可 可 3人
ミネソタ州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
ミシシッピ州 強制 無 無 可 可 可 5人
ミズーリ州 強制 無 無 可 可 可 5人
モンタナ州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 無
ネブラスカ州 強制 無 無 可 可 不可 無
ネバダ州 強制 無 無 可 可 可 無
ニューハンプシャー州 強制 無 無 可 可 可 無
ニュージャージー州 選択 無 無 可 可 不可 無
ニューメキシコ州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 3人
ニューヨーク州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
ノースカロライナ州 強制 無 無 可 可 可 3人
ノースダコタ州 強制 無 基金による独占 不可 不可 不可 無
オハイオ州 強制 有 基金による独占 不可 可 不可 無
オクラホマ州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
オレゴン州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
ペンシルバニア州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
ロードアイランド州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 無
サウスカロライナ州 強制 有 無 可 可 可 4人
サウスダコタ州 強制 有 無 可 可 可 無
テネシー州 強制 有 無 可 可 可 5人
テキサス州 選択 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
ユタ州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
バーモント州 選択 有 無 可 可 不可 無
バージニア州 強制 有 無 可 可 可 3人
ワシントン州 選択 無 基金による独占 不可 不可 可 無
ウェストバージニア州 強制 無 基金による独占 不可 不可 不可 無
ウィスコンシン州 選択 無 無 可 可 不可 3人
ワイオミング州 強制 無 基金による独占 不可 不可 不可 無

従業員数によ
る適用除外

自家保険
州運営の基金

民間保険
の可不可

適用免除
の有無

強制／
　 選択

 

出所：連邦労働省ホームページ（State Workers’ Compensation Laws, Table 1） 

http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/stwclaw.htm 

(Table 2. Numerical Exemptions) 

http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/tables-pdf/table2.pdf 
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3 保険制度に係る根拠法令 

（1）年金保険 

 老齢・障害・遺族保険は 1935 年社会保障法（Social Security Act）タイトルⅡに規定さ

れている。 

 

（2）健康保険 

 アメリカの医療保険メディケアは 1965 年社会保障法タイトル XVIII として成立し、1966

年 7月から実施されている12。 

 

（3）連邦失業保険制度 

 連邦失業保険は、1935 年社会保障法タイトルⅢに規定されている。州別失業保険制度は

各州の失業保険法に基づく。一例を挙げればニュージャージー州では、New Jersey 

Unemployment Compensation Law13 に基づく。 

 

（4）労災補償保険制度 

 一般的な労災補償保険は、各州法で定められている。一例を挙げれば、ニュージャージー

州では Workers’ Compensation Law14 に基づく。 

 連邦政府の特別プログラムについて、連邦政府職員補償プログラムは The Federal 

Employees' Compensation Act を根拠法とし、港湾・造船労働者補償プログラムは The 

Longshore and Harbor Workers' Compensation Act、黒肺病補償給付プログラムは Black 

Lung Benefits Act、エネルギー従業員労働災害補償プログラムは Energy Employees 

Occupational Illness Compensation Actが根拠法である。 

  

4 運営機関・体制 

（1）老齢年金運営機関 

 年金給付を運営、すなわち適用対象者（被保険者）の登録、社会保障税納付の記録および

転職に伴う通算措置や年金給付額の算定、老齢年金、遺族年金、障害年金の申請手続き等の

管理・運営を行うのは、社会保障庁（Social Security Administration）である。 

 社会保障庁の本部はメリーランド州ボルチモアにあり、この本部で OASDI に係る行政機構

と社会保障税納付記録と年金給付計算に係る計算センター（The Office of Central 

Records Operations）がある15。職員数は約 62,000 人、15 の中央事務所、10 の地域事務所、

6 つのプロセスセンター（ processing centers）、約  1,300 の社会保障事務所（ field 

                                                 
12 藤田伍一ら（2000）p187 
13 出所：ニュージャージー州労働省ホームページ（http://nj.gov/labor/uimod/pdfs/UI.pdf） 
14 出所：連邦労働省ホームページ（http://lwd.dol.state.nj.us/labor/forms_pdfs/wc/pdf/wc_law.pdf） 
15 藤田伍一ら（2000）p95 
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offices）を設置している16。 

 老齢年金の積立金の管理を一般財源から分離して行なっているのが老齢年金・遺族年金保

険信託基金（Old-Age and SurvivoRSInsurance Trust Fund）17 である。 

 また、老齢・障害・遺族年金の運営コストは納付額 7,449 億ドルのうち 0.9％（2006 年）

である18。 

 

（2）健康保険の運営機関 

 メディケアについては保健社会福祉省（Department of Health and Human Service が運

営している（実際の運営は関係組織であるメディケア・メディケイド・サービス・センター、

Centers for Medicare & Medicaid Services19 による。） 

 保健社会福祉省の年間予算は 6,975 億ドル（2007 年度）、職員数は 66,890 人である。メデ

ィケア・メディケイド・サービス・センターの年間予算は、5,698 億ドル、職員数は 4,538

人である20。 

 

（3）失業保険制度の運営機関 

 連邦失業保険制度を運営するのは連邦労働省雇用訓練局（ Employment & Training 

Administration）である。 

 州別失業保険制度を運営するのは各州の労働省または独立した部局や委員会である。一例

を挙げれば、ニュージャージー州では、労働・労働力開発省（Department of Labor and 

Workforce Development）の失業保険部（Division of Unemployment Insurance）が担当し、

メリーランド州では、労働・ライセンス・規制省（Department of Labor, Licensing and 

Regulation）の失業保険部（Division of Unemployment Insurance）が担当している。 

 

（4）労災補償保険の運営機関 

 連邦労災補償制度の運営機関は以下の通りである。連邦政府職員補償プログラムは雇用基

準局（ Employment Standards Administration)の労災補償プログラム室（ Office of 

Workers' Compensation Programs) 、 連 邦 職 員 労 災 補 償 部 （ Division of Federal 

Employees' Compensation）である。港湾・造船労働者補償プログラムは同局同室の港湾・

造船労働者労災補償部（Division of Longshore and Harbor Workers' Compensation）であ

る。鉱山労働者労災補償部（Division of Coal Mine Workers' Compensation）である。黒

肺病補償給付プログラムは同局同室の鉱山労働者労災補償部（Division of Coal Mine 

                                                 
16 出所：社会保障庁ホームページ（http://www.ssa.gov/otherssasites/） 
17 藤田伍一ら（2000）p88 
18 U. S. Social Security Administration, 2007, p3 
19 出所：同省ホームページ（http://www.cms.hhs.gov/） 
20 出所：同省ホームページ（http://www.hhs.gov/about/whatwedo.html/） 
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Workers' Compensation）である。エネルギー従業員労働災害補償プログラムは同局同室の

エネルギー従業員職業病補償部（Division of Energy Employees Occupational Illness 

Compensation）である。 

 

 一般的な労働者に関する労災補償保険制度については既述のとおり、運営主体が様々であ

る。ノースダコタ州やワイオミング州などでは州政府が労災保険制度の運営までを行ってい

る。だがこれらは少数例であり、多くの州では、各州の労働省及び労災補償委員会が監督行

政を担当しているだけで、運営自体（保険者）はさまざまである。 

 一例を挙げれば、メリーランドにおいて労災補償委員会 21（Workers’ Compensation 

Commission）が監督し、運営主体は IWIF（The Injured Workers' Insurance Fund）22とい

う公的機関を前身とする組織や、民間保険会社、特に大企業は自家保険とさまざまである。

労災補償委員会は会長 1 人、委員 10 人、理事（Executive Director）1 人、職員数 145 人か

らなる。組織運営の財源は企業の労災補償保険料の一部による。会長と委員は州知事によっ

て任命される23。IWIF はメリーランドにおいて労災補償保険を運営する最大手でシェアは

32％を占める。職員数 384 人。年間保険料収入は  3  億 2,124 万ドル強、投資収入 6,682 万ド

ル、保険請求による支出が  2  億 7,866 万ドル強である24。ちなみに労災補償委員会の年次報

告に示されている 2007 年のメリーランドにおける保険請求ベースの保険者別の占有率の構

成は以下のとおりである。IWIF が 22.5％、民間保険は 48.2％、自家保険利用者 27.6％（政

府関係機関 18.3％、病院 2.9％、その他自家保険経営者 5.0％、企業グループによる自家保

険 1.4％）、その他非保険者 1.7％25。また、保険未加入の経営者に雇用される労働者が労働

災害に見舞われた場合、労働者を救済するためにあるのが Uninsured Employers' Fund26で

ある。 

 ニュージャージー州に関しては、運営主体は民間あるいは自家保険であり、労働省労災補

償部（Division of Workers' Compensation）が監督する。 

 

5 適用対象と任意拠出 

（1）社会保険 

ア 公的年金（老齢・障害・遺族年金） 

 老齢・障害・遺族年金の納付適用対象者は、アメリカに居住し有償活動に従事する企業経

                                                 
21 出所：同委員会ホームページ（http://www.wcc.state.md.us/Index.html） 
22 出所：IWIF ホームページ（http://www.iwif.com/html/comp/06_01.shtml） 
23 Maryland Workers’Compensation Commission Annual Report Fiscal Year 2007： 

（http://www.wcc.state.md.us/Gen_Info/Publications.html#brochures） 
24 IWIF Annual Reports 2006： 

（http://www.iwif.com/pdf/06%20reports/2006%20IWIF%20Annual%20Report%20Complete%20Version.pdf） 
25 直前脚注と同出典（p13） 
26 出所：同基金ホームページ（http://www.qis.net/~uef/） 
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営者、被用者、年収 400 ドル以上の自営業者である27。 

 

イ 健康保険 

 メディケアの給付適用対象は年金受給資格のある 65 歳以上の高齢者、65 歳未満の障害年

金受給者、終末期腎不全者である。 

 

（2）労働保険 

ア 失業保険制度 

 一般的に以下の場合、事業主は連邦・州別失業税を支払わなければならない。すなわち①

暦年で 4 半期ごとに総計 1,500 ドル以上の賃金を従業員に支払っている事業主、②暦年で 20

週以上の期間、 1 週間に 1 日、少なくとも 1 人以上の従業員を雇っている経営者。これは連

続していようとなかろうと適用を受ける。ただし、州によっては異なる適用を設けていると

ころもある28。 

 

(ｱ) 家庭内労働者（Domestic Employers）の適用 

家庭内労働者の事業主は四半期に 1,000 ドル以上の現金給与を支払っている場合に連邦・

州別失業保険税を支払わなければならない。家庭内労働者とはベビーシッターや介護労働者、

清掃人、運転手、などを指す29。 

 

(ｲ) 農業関連従業員の事業主 

 次の事業主に該当すれば連邦失業税を支払わなければならない。①四半期に 20000 ドル以

上の現金賃金を支払っている。②20 週ごとの少なくとも 1 日、10 人以上の従業員を雇って

農業労働に従事させている。20 週というのは連続した期間である必要はない。10 名の従業

員というのは同一である必要はないし、全ての従業員が同時に就労している必要もない。例

外もあるが、原則として農業関連の事業主は州別失業税を支払う義務がある30。 

 

 

                                                 
27 社会保障庁のホームページ参照： 

http://ssa-custhelp.ssa.gov/cgi-bin/ssa.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=172&p_created 

=955651537&p_sid=ikX5T4i&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2

dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9NCw0JnBfcHJvZHM9JnBfY2F0cz03LDcwJnBfcHY9JnBfY3Y9Mi43MCZwX3NlYXJjaF90eXB

lPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0x&p_li=&p_topview=1 

ちなみに、橋都（2006）によると臨時的農業労働者や 1984 年以前に雇用された一部の連邦公務員等は除外

される。 
28 連邦労働省雇用訓練局「Unemployment Insurance Tax Topic」参照： 

http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/uitaxtopic.asp 
29 出所：連邦労働省ホームページ（http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/uitaxtopic.asp） 
30 出所：連邦労働省ホームページ（http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/uitaxtopic.asp） 
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(ｳ) 州別失業保険 

 各州の失業保険制度の適用範囲については表 1 を参照。 

 受給資格、給付額、支給期間等については各州法が規定している。一般的に、給付額は直

近の 52 週の個人所得の一定割合にもとづいて算定されて、州の定める限度額まで支払われ

る。多くの州の最長支給期間は 26週である。 

 

(ｴ) 州別制度：ニュージャージー州における失業保険適用範囲 

 事業を開始し 1 人以上を雇用し、支払い給与が暦年で 1,000 ドルを超えた場合に適用とな

る（New Jersey Unemployment Compensation Law, the law N.J.S.A. 43:21-(19)(h)(1).に

規定）31。 

 

イ 労働災害補償制度  

 米国の一般的な労働者を対象とする労災補保険償制度は州法に委ねられ、各州の労災補償

法で強制適用が明記されている。ただし、ごく一部の州を除く32。適用除外など各州の制度

の主な特徴に関しては表 2 を参照33。例えば、アラスカ州では非営利企業の職員は適用が免

除されている。フロリダ州では企業の事務職社員は適用免除を選択することは可能である。

ただし建設業に関しては社員 2 人以下の企業でその社員が 10％以上の会社所有権を証明で

きれば適用免除される。 

 適用範囲は大部分の州で  1 人以上の被用者を使用する全ての使用者とされているが、一部

の州では  3 人から  5 人という最低基準を設けており、それを下回る使用者は適用を受けない

（表 2 参照）。 

 

                                                 
31 出所：連邦労働省ホームページ（http://lwd.dol.state.nj.us/labor/employer/ea/empreg/ealiability.html） 

ニュージャージー州ホームページ（http://nj.gov/labor/uimod/pdfs/UI.pdf） 
32 中窪（1995）p259、連邦労働省労災部ホームページ：State Workers' Compensation Laws, Table 1. Type 

of Law and Insurance Requirements for Private Employment 

（http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/stwclaw.htm）  

Table 2. Numerical Exemptions 

（http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/tables-pdf/table2.pdf） 
33 出所：連邦労働省のホームページ、下記のアドレスを参照（2007年 11 月 29日アクセス） 

（http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/tables-pdf/table1.pdf） 
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第 2 節 社会保険・労働保険の保険税徴収事務の制度 

 保険の種類別に納付者、徴収機関、税率をまとめたものがず表 3 である。 

 

表 3：社会保険・労働保険別の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アメリカにおける社会保険・労働保険徴収の概要を示したのが図 1 である。連邦及び州別

の徴収と納付記録の流れを、保険種別に示してある。詳細については第 2 節 1 以下で記述す

る。 

 

図 1：社会保険・労働保険の徴収の枠組み 
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1 財源と税率 

（1）年金の財源 

 

 老齢・障害・遺族年金に関する社会保障税率は所得の 6.2％（労使折半）、自営業者は

12.4％である。 

 老齢・障害・遺族年金の年間予算は 7,449 億ドル（2006 年）で、そのうち、社会保障税

（The Federal Insurance Contributions Act (FICA) tax）の税収が 84％、給付総額を上回

る歳入分を信託基金に積み立てて運用した収入が 14％、年金給付に対する課税が 2 ％から

成っている34。 

 ここで予めことわっておくが、アメリカにおいて社会保険と後述する失業保険の納付は

「保険料」とは呼ばず、それぞれ「社会保障税」「失業保険税」と「税」として徴収される。

ただ、年金や失業保険は納付実績に応じて給付が決定されるように実質的には保険方式をと

っている。藤田ら（2000）によれば、税方式であることが米国の社会保障制度の特徴の一つ

である。税方式を制度としてとらなければならなかった理由もある。その背景は 3－2 で述

べる。 

 

（2）健康保険の財源 

 社会保障税を主たる財源とする35。メディケアの病院保険（HI＝パート A）の財源は賦課

方式であり、被用者および自営業者によって納付される社会保障税によって賄われている。

税率は労使が所得の 1.45％ずつを折半する。自営業者の場合は所得の 2.9％である36。ちな

みに、パート Bの財源は受給者の月々の保険料と連邦政府の負担からなる37。 

 

(3) 社会保障税の課税対象所得 

 2008 年の社会保障税率は労使折半で 7.65％ずつ負担する。自営業者は 15.30％ である。

内訳として社会保障＝年金関連では課税上限所得（10 万 2,000 ドル、2008 年）に対して

6.2％、メディケア関連として、上限なくすべての所得に対して 1.45％である。ただし、税

額上限は 6,324 ドル（2008 年）である。ちなみに、年金関連の課税対象所得は年々上昇して

おり 2006 年 9 万 4,200 ドル、2007 年 9 万 7,500 ドルであった38。 

 社会保障税は他の税とともに一括して徴収し、いったん国庫に納入した後、老齢・遺族保

                                                 
34 U. S. Social Security Administration, 2007 
35 藤田(2000） 
36 U. S. Social Security Administration, 2007 
37 藤田(2000） 
38 出所：社会保障庁ホームページ 

（http://ssa-custhelp.ssa.gov/cgi-bin/ssa.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=215&p_created 

=956064531&p_sid=72fjkXWi&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPSZwX3NvcnRfYnk9JnBfZ

3JpZHNvcnQ9JnBfcm93X2NudD0yNSwyNSZwX3Byb2RzPSZwX2NhdHM9NyZwX3B2PSZwX2N2PTEuNyZwX3NlYXJjaF90eXBlPW

Fuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0x&p_li=&p_topview=1） 
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険信託基金に 10.6％、障害保険信託基金に 1.8％、メディケア信託基金に 2.9％と、自動的

に振分け預託される39。 

 

（4）失業保険の財源 

 

財源は事業主が支払う連邦及び州の失業保険税である。税の負担はほとんどの州で事業

主側のみである。現在、アラスカ、ニュージャージー、ペンシルバニアの 3  州を除いて被用

者負担はない。課税基準は被用者に支払われる賃金で、連邦失業税は年間賃金の 7,000 ドル

を課税基準の上限としている。連邦失業保険税率は 1988 年から 2007 年まで 6.2 ％、2008 年

以降は毎暦年、6.0 ％40となる。ただ、2007 年現在税率は 6.2 ％であったが、州に税を支払

う事業主は 5.4 ％分の相殺控除を受けるため、ネットの税率は 0.8 ％である。すなわち税額

上限は 56 ドルである。連邦失業税は州の失業保険や雇用サービスプログラムの運営にあて

られる41。その他には拡大失業給付の費用の一部や、州の借入にも一部用いられる。 

 

ア 州別失業保険 

 各州の失業保険制度の税率については表 1 を参照。連邦労働省が推計した州別失業税の経

営者負担全国平均は 2.56 ％（2007 年）である42。被用者負担のある州について、ニュージ

ャージー州では、2007 年 7 月から 2008 年 6 月の税率は 0.3825 ％である43。 

 

（5）労災補償保険の保険料 

 労災保険の保険料は州別、産業別、企業ごとの過去の労災事故経験によって設定されてい

る。藤田（2007）によれば、平均的なコストは給与支払額の 1.71％（2003 年）とされてい

る。 

 

                                                 
39 関（2007） 
40 IRS Code TITLE 26--INTERNAL REVENUE CODE, Subtitle C--Employment Taxes, CHAPTER 23--FEDERAL 

UNEMPLOYMENT TAX ACT  Sec. 3301 

（http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=browse_usc&docid=Cite:+26USC3301） 
41 橋都（2006）及び U. S. Social Security Administration, 2006 
42 連邦労働省のホームページ参照：http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/finance.asp 
43 出所：ニュージャージー州労働省ホームページ 

（http://lwd.dol.state.nj.us/labor/employer/ea/rates/ea2008.html） 
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2 保険料徴収制度の概要 

 

 ISSA や ILO などの先行研究によれば、アメリカは社会保険料徴収が中央に一元化されてい

ると類型化されている44。その対象の中心は年金と医療であるため、労働保険まで視野に入

れて類型化した場合、アメリカが一元徴収制度とは言えない。 

 すなわち、失業保険と労災保険の徴収は分かれており、さらに失業保険は連邦税と州税に

分かれて別々に徴収されている。連邦失業税の徴収機関も州ごとに様々である。後述するメ

リーランド州とニュージャージー州の二つも前者は労働省が失業保険税を徴収し、ニュージ

ャージー州では州の歳入当局が徴収する。 

 

（1）保険税徴収機関の概要 

 社会保障税と連邦失業保険税は内国歳入庁（IRS）が徴収している。内国歳入庁は財務省

の一つの部局である。 

 内国歳入庁は内国歳入法典（Internal Revenue Code）セクション 7801 に基づき財務省の

職員としての責務を実行している。職員は内国歳入関連法規を監督、施行する権限をもつ。

内国歳入庁長官は内国歳入法典セクション 7803 に基づき内国歳入放棄を実行、適用するた

めの監理・監督権が付与されている45。 

 

ア 組織体制 

 4 つの主要な部局、賃金・投資部局（Wage and Investment）、大企業・中堅企業部局

（Large and Mid-Size Business）、小企業・自営業部局（Small Business/Self-Employed）、

非課税・政府部局（Tax-Exempt and Government Entities）とその他の諸々の部局（Office 

of Chief Counsel、Taxpayer Advocate Service、Office of Professional Responsibility 

(OPR)、Criminal Investigation、Appeals、Communications and Liaison、Whistleblower 

Office）からなる。 

 大企業・中堅企業部局は、産業別に、重工業、情報通信、小売・食品等など担当の部署が

分担されている46。 

 

イ 徴収額 

 内国歳入庁の 2006 年度総徴収額は 2 兆 5,186 億 8,023 万ドルであり、そのうち、源泉徴収

所得税・社会保障税の徴収額は、 1 兆 6,065 億 5,178 万ドル（63.7％）、連邦失業保険税の徴

収は、75 億 3311 万 9,000 ドル（0.3％）である47。 

                                                 
44 日本総研（2006）、松田（2005）、安田（2007）などにも同様の記述が見られる。 
45 出所：内国歳入庁のホームページ（http://www.irs.gov/irs/article/0,,id=98141,00.html） 
46 出所：内国歳入庁のホームページ（http://www.irs.gov/pub/irs-utl/lmsborg.pdf） 
47 出所：内国歳入庁のホームページ（http://www.irs.gov/taxstats/article/0,,id=168593,00.html） 
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3 保険料徴収に係る根拠法令 

 

（1）年金 

 被用者に関しては、内国歳入法典（IRS Code）セクション 3101 以下に規定されている。

事業主に関しては同法典セクション 3111 以下に規定されている48。 

 

（2）健康保険 

 内国歳入法典（IRS Code）セクション 3121 に規定されている。 

 

（3）失業保険 

 連邦失業保険税に関しては内国歳入法典（IRS Code）セクション 3301 以下に規定されて

いる49。州別失業保険に関しては各州法に基づく 

 

（4）滞納 

 内国歳入法典セクション 6651 に滞納税を規定している50。 

  

4 保険料納付の手続き・方法・時期 

  

 事業主は社会保険関連では、フォーム 941 を内国歳入庁に四半期ごと（中小企業は年に 1

回）に提出する。フォーム 941 は、事業主用の連邦税確定申告のための書式である。失業保

険関連では、フォーム 940（事業主用の年間連邦失業税の確定申告用の書式）を提出する。

またＷ2 シートを内国歳入庁に提出する。フォームＷ2 は、賃金・税申告（Wage and Tax 

Statement）で、内国歳入庁へ提出のほか、複写は社会保障庁へ提出分、州、市、地方政府

へ提出分、被用者が連邦税還付を行なうための複写、従業員記録のための複写、従業員が州、

市、地方政府に対して行なった還付書類に添付するための複写、事業主保管用の複写が添え

られている。 

 事業主は社会保障庁に対してフォーム W2 と W3 を提出することになる。W3 シートは事業

と源泉徴収額に関する情報を記載するフォームである。 

 被用者は年に 1 回フォーム 1040（個人の所得税確定申告用の書式）とフォーム W2 を内国

歳入庁に提出する。失業保険関連では、フォームＷ4（個人が源泉徴収するために事業主に

                                                 
48 出所：コーネル大学ロースクールホームページ 

（http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode26/usc_sup_01_26_10_C_20_21.html） 
49 出所：コーネル大学ロースクールホームページ 

（http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode26/usc_sup_01_26_10_C_20_23.html） 
50 出所：コーネル大学ロースクールホームページ 

（http://www.law.cornell.edu/uscode/26/usc_sec_26_00006651----000-.html） 
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提出する書式）を内国歳入庁に提出する51。 

 社会保障税は所得税とともに原則として毎月納付する。連邦失業保険税は四半期ごとの納

付である。四半期ごとに納付とは、課税対象期間、申告期限、納付期限については、以下の

通りである。 

 

表 4：社会保障税および失業保険税の納付期限 

期間 申告 納付 

1 月 1 日～3 月 31 日 4 月 30 日 4 月 30 日

4 月 1 日～6 月 30 日 7月 30 日 7月 30 日

7月 1 日～9 月 30 日 10 月 30 日 10 月 30 日

11 月 1 日～12 月 31 日 1 月 30 日 1 月 30 日

 

第 3 節 税徴収業務における問題点、課題等 

  

1 社会保険税徴収事務の一元化された背景 

 本節では、年金制度のみが中央一元化された理由、失業保険制度はごく限定的に中央一元

化され州別失業保険制度が併設されている理由、及び労災補償保険制度が州別に多様な制度

となっている理由について説明する。 

  

（1）年金制度が保険方式ではなく租税方式である理由 

 藤田ら（2000）によれば、年金保険は保険料方式ではなく、租税方式をとっていることが

アメリカの公的年金制度の特徴の一つである。これは連邦政府と州政府の役割分担が影響し

ている。アメリカ連邦憲法第 1 条（第 8 節）によって、連邦政府の役割は国防や通貨発行、

外交や外国貿易、州際通商の規制等に限定されており、福祉問題をはじめとする国内的な市

民生活の問題は州政府の所管する事項であるとされる。社会保障法が創設された 1930 年代

当時のルーズベルト大統領はアメリカ社会に社会保険の枠組みをもつことを強く要請したも

のの、上記のような理由から、連邦政府が保険者になるような制度の創設は違憲であると判

断される可能性が高かった。年金制度や失業保険制度に関しても、保険料を徴収する保険料

方式では違憲判決を受ける可能性が高く、制度創設ができないことが懸念された。しかしな

がら、社会保険であるとすれば、連邦政府が保険料を徴収しなければならず、違憲判決を回

避するために外形的には保険料方式をとらず租税方式にしたとされる。 

  

                                                 
51 松田（2005）および安田（2007）a、（2007）bを参照。 
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（2）年金保険に関する税の徴収制度が一元制度である理由 

 年金制度は長期の納付記録管理が必要であり、州を越えた労働者の移動を想定した場合、

州ごとに異なった制度を構築することは技術的に困難であったとされる。そのため、ルーズ

ベルト政権において社会保障法の立案にあたった経済保障委員会は、連邦全体で一つの年金

制度をつくることに固執したのである（藤田 2000）。 

 

（3）失業保険が連邦と州別に分かれている理由 

 失業保険制度は、連邦による社会保障制度構築時に、州別の失業保険制度が既に存在して

いたことが州別制度を温存するかたちで連邦制度を創設することになったとされる52。州別

失業保険制度がいくつかの州で整備されつつあり、連邦レベルでの制度と州レベル制度の両

者の調整が困難であったことが挙げられている53。 

 また、記述のとおり失業保険の拠出が事業主負担のみの州と労使拠出の州が混在している。

このことは、当時、整備されつつあった州別失業保険制度のねらいが大きくわけて 2 つあっ

たことを反映している。第 2 節 1 (4) で記述したとおり、州別失業保険税を拠出するのは多

くの州で事業主側のみであるが、3 つの州では労使から拠出する制度をなっている。1930 年

代に構築されつつあった失業保険制度には、次の 2 つのタイプが存在した。①事業主のみか

ら拠出するウィスコンシン・プラン。この制度の主眼にあったのは失業防止である。②労使

共同で拠出するオハイオ・プラン。この制度の主眼にあったのは失業救済である。結局、連

邦制度は企業別の雇用安定化を図ることを主眼におき事業主負担による制度を創設し、既存

の州別の制度は尊重されたため、オハイオ州、ニュージャージー州、アラスカ州では労使双

方からの拠出という制度が残っている。 

  

（4）労災保険が州別に多様な制度になっている理由 

 藤田（1972）及び藤田（1973）によれば、労災補償保険は 1910 年代に各州で成立し、

1930 年代以前にアメリカで現実に作動した唯一の社会保障制度であった。労働大臣官房統

計情報部（1962）によれば、1920 年までに 8 州を除く多くの州で制度が成立していた。この

ようにアメリカにおいて労災補償制度はその他の社会保障制度に比べて州別制度の成熟度が

高く、連邦政府としても州別制度を尊重する必要があったと考えられる。 

  

2 徴収一元制度の問題点、課題の発生状況、見直しの動きなど 

  

 米国の社会保障制度は、プログラム内容の変遷はあるものの、徴収の仕組みという点に関

して言えば、1930 年代の創設当初からほぼ同じ制度的枠組みで運営されてきたために、運

                                                 
52 中川(1994） 
53 藤田(1972)及び藤田（1973） 
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営当事者は制度に対する課題や問題意識を基本的にはもっていない。 

 ただ、メリーランド州では、他の多くの州とは異なり労働省が失業保険税を徴収し運営す

る、サービスを一貫して行っているということもあり、徴収と給付は同一組織で行うべきで

あるという問題意識は幾分強いように感じられた。これは現地での聞き取り調査の結果から

わかった所感である。 

 現地調査でのヒアリング結果から、失業保険や労災保険は州別に税率（保険料）や給付内

容が異なり、複雑である。このことに対する不満は経営者側に少なからずあるようだ。特に

州を越えて事業を営む経営者にとってはその管理が負担になっているようである。だた、連

邦政府と州政府の役割分担のため、連邦制度に統一することも現実的ではない。 

  

第 4 節 本調査でわかったこと―まとめ― 

 

 アメリカは一般的に社会保障制度に関する保険料が一括徴収されている国に類型化されて

いる。本調査でわかったことは、一元的徴収されているという見解は、社会保険制度に限定

した場合には正しいものの、労働保険を含めた視点では、一元的に徴収されているわけでは

ないということである。しかも、州別に保険制度の枠組みは異なり、制度的にも一元的では

なく、様々である。 

  

1 メリーランド州での労働保険・社会保険徴収の枠組み 

 メリーランド州では州別失業保険税の徴収も給付も労働省（Department of Labor, 

Licensing and Regulation）が行っている。すなわち、労働保険税は一元徴収されていない。

図 1 で示した左側の州別の労働保険税（保険料）の納付の枠組みを示したのが図 2 である。 

 

図 2：メリーランド州の労働保険納付の枠組み 
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2 ニュージャージー州での労働保険・社会保険徴収の枠組み 

 ニュージャージー州では州別失業保険税は州の歳入当局（New Jersey Division of 

Revenue）によって徴収されている。これは連邦失業税が内国歳入庁による徴収作業とは別

に行われている。すなわち、米国では労働保険税のうち連邦失業保険税は、連邦社会保障税

やその他の諸税とともに一元的に徴収されているものの、州別失業保険税は一元的に徴収さ

れているわけではない。また、ニュージャージー州は失業保険税を労使双方から徴収してい

る数少ない州でもある。 

 図 1 で示した左側の州別の労働保険税（保険料）の納付の枠組みを示したのが図 3 である。 

 

図 3：ニュージャージー州の労働保険納付の枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）徴収手数料 

 徴収業務が一元化されている場合、制度を運営する組織は徴収業務を委託している形にな

るため、そのための手数料のようなものを支払っているのではないかと想定できる。今回、

現地調査でもその点を質問した。だが、労働省の担当者は「徴収された連邦失業保険税のう

ち、数パーセントを吸い取られている」という表現に止まった。 
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第 3 章 ドイツにおける労働保険及び社会保険の徴収事務一元化をめぐる実態と課題 

 

第 1 節 社会保険及び労働保険制度の現状 

 

1 ドイツの社会保障制度の概要 

 ドイツは、ビスマルクの疾病保険法により世界で初めて社会保険を制度化した国である。

日本の年金保険、医療保険や介護保険は、ドイツの諸制度を参考に制度化された。現在のド

イツの社会保障制度は、医療保険、介護保険、年金保険、失業保険、労働災害保険の 5 つの

社会保険と社会扶助、児童手当で構成される。社会保険制度は、労働者の従前の所得を保障

し、福祉の増進に寄与することを目的としている。ドイツの制度は所得に応じた保険料負担

と負担に比例した給付を特徴とする欧州大陸型で、これとは対照的な制度は均一の負担と給

付を特徴とする英国・北欧型の社会保障制度である。 

 

2 社会保険及び労働保険の概要 

（1）公的年金保険 

 ア 根拠法令 

 社会法典第Ⅵ編 

 

 イ 保険制度 

 公的年金保険には、ブルーカラー及びホワイトカラーを対象とする「ドイツ年金保険」と

「ドイツ鉱員・鉄道員・海員年金保険」の 2 つの制度がある。  

 

 ウ 保険者 

 連邦レベルではドイツ年金保険連盟、ドイツ鉱員・鉄道員・海員年金保険の 2 つ、地方レ

ベルでは 16 の地域年金保険機関がある。 

 

 エ 被保険者 

（ｱ）強制被保険者 

  一般就業者、職業訓練生、障害者作業所で働く障害者などの「被用者」は公的年金保険

への加入義務がある。教師、助産婦、芸術家、ジャーナリスト、手工業者など、特定のグ

ループに属する自営業者も公的年金保険への加入義務がある。また、兵役従事者、疾病給

付、傷病手当、失業給付などの賃金代替給付受給者、在宅要介護者のために介護を週 14時

間以上行っている者、児童養育期間中の者なども強制被保険者に含まれる。 
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（ｲ）加入免除 

  官吏や裁判官、職業軍人などは、公的年金保険とは別の制度で老齢所得保障がなされて

おり、公的年金への加入義務がない。被用者であっても「僅少労働者1」（いわゆるミニ・

ジョブ労働者）は公的年金保険の加入義務がない。 

 

（ｳ）加入義務の免除 

  医者や弁護士など、職能別の老齢保障制度がある職業に就いている保険加入義務のある

労働者及び自営業者は、申請することで公的年金保険の加入義務が免除される。また、手

工業者も最低 18 年間の義務保険料を納入した場合、申請によって加入義務が免除される。 

 

 オ 保険料 

 ドイツの公的年金保険は賦課方式で運営されており、その財源は保険料収入及び連邦補助

金から成る。2008 年の保険料率は、ドイツ年金保険 19.9 ％、ドイツ鉱員・鉄道員・海員年

金保険 26.4 ％となっている。 

 保険料は、保険料算定基礎（通常は労働報酬額）に保険料率を乗じて算出される。2008

年の保険料算定報酬限度額は、ドイツ年金保険の場合、旧西ドイツ地域月額 5,300 ユーロ、

旧東ドイツ地域月額 4,500 ユーロである。ドイツ鉱員・鉄道員・海員年金保険の場合、旧西

ドイツ地域月額 6,550 ユーロ、旧東ドイツ地域 5,550 ユーロとなっている。保険料は原則と

して労使折半で負担する。ただし、労働報酬が月額 400 ユーロを超えない僅少労働について

は、原則的に保険加入が免除されているため、保険料の負担義務は生じない。しかし、使用

者には、労働報酬の 15 ％に相当する保険料を負担する義務がある。短期間僅少労働者に関

しては、労使ともに保険料負担義務は生じない。 

 月収 400.01 ユーロ以上 800 ユーロ以下の労働（いわゆるミディ・ジョブ）に対する労働

者の保険料は、実際の報酬額よりも低い保険料算定労働報酬額に基づいて算出される。 

 

 カ 被保険者数 

 被保険者数は、ドイツ年金保険 5,197 万人（2006 年末）、ドイツ鉱員・鉄道員・海員年金

保険 295 万人（2005 年）である。 

 

（2）医療保険 

 ア 根拠法令 

 社会法典第Ⅴ編 

                                                 
1 僅少労働には、短期間労働と低賃金労働の 2 つの意味がある。短期間労働は、1 年間で 2 カ月以内あるいは仕

事の性質上または契約上、労働日数が合計して 50 日を超えない場合の就労をいう。低賃金労働は、月額 400

ユーロ以内の報酬で働くことをいう。 
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 イ 保険制度 

 公的医療保険には、ブルーカラー及びホワイトカラーを対象とする「一般医療保険」、自

営農業者等を対象とする「農業者医療保険」の 2 つの制度がある。  

 

 ウ 保険者 

 公的医療保険の保険者は「疾病金庫」である。疾病金庫は、連邦政府や州政府、自治体か

ら独立した「自治を備えた公法上の権利能力のある社団」として、社会法典第Ⅴ編に位置づ

けられている。 

 

 エ 被保険者 

（ｱ）強制被保険者 

  保険加入義務限度額（2008 年は全ドイツ共通で年額 48,150 ユーロ）を超えない収入を得

ている被用者、失業者、自営農林業者及びその家族従事者、芸術家及び著述家、青少年扶

助施設で職業訓練中の者、障害者福祉施設で働く障害者、リハビリテーション給付の受給

者、大学生及び職業教育の実習生、年金受給者、早期退職手当受給者で手当金が従前賃金

の 65 ％以上の者は、医療保険への加入義務がある。農業者医療保険は、自営農林業者、一

緒に働いている家族及び老齢引退者を強制加入者としている。 

 

（ｲ）加入免除 

  官吏、裁判官、軍人、聖職者、公務員の規定による補助給付または医療扶助給付の請求

権を有する者は、公的医療保険の加入義務が適用されない。 

 

（ｳ）加入義務の免除 

  加入義務が適用されるほとんどすべての被用者は、申請により加入義務を免除されるこ

とができる。 

 

 オ 保険料 

 一般医療保険の保険料率は各疾病金庫によって異なり、2007 年 4 月現在の平均保険料率は

13.91 ％である。2008 年の保険料算定報酬限度額は、全ドイツ共通で年額 4 万 3,200 ユーロ

となっている。月収 400 ユーロ以下の僅少労働者は保険料が免除される（使用者は 13 ％の

保険料を負担）。失業者の保険料は、連邦雇用エージェンシーが負担する。 

 

 カ 被保険者数 

 医療保険の加入者と扶養家族（家族被保険者）は、2006 年 12 月現在、7,049 万人で総人

口の約 86 ％を占めている。一般医療保険の被保険者数は 5,078 万人（旧西ドイツ 4,130 万人、
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旧東ドイツ 930 万人）、農業者医療保険の被保険者数は 32 万人である。 

 

（3）介護保険 

 ア 根拠法令 

 社会法典第Ⅺ編 

 

 イ 保険者 

 公的介護保険の保険者は介護金庫である。医療保険者である疾病金庫が介護金庫を兼ね、

疾病金庫の職員が介護金庫の業務も行う。ただし、介護金庫は独立した公法人であり、財政

的にも疾病金庫とは明確に区分されている。 

 

 ウ 被保険者 

（ｱ）強制被保険者 

 公的医療保険の加入者はすべて公的介護保険に加入する義務があり、これは公的医療保険

の任意加入者にも適用される。ただし、公的医療保険の任意加入者になった場合、その条件

が生じてから 3 カ月間に限り民間介護保険に加入申請することが認められている。 

 

（ｲ）加入免除 

 官吏、裁判官、軍人、警察官、消防職員等は、通常、公的医療保険に加入せず、公務員法

による補助給付または医療扶助を受けている。彼らの多くは、より高いレベルの医療を受け

るために民間医療保険に加入している。これらの官吏等は、民間医療保険に加入している者

はもとより、加入していない者も含めて全員が民間介護保険に加入する義務がある。 

 

 エ 保険料 

 公的介護保険の保険料率は 2008 年  7  月 1 日より現行の 1.7 ％（労使折半）から 1.95 ％に、

子供のいない 64 歳以下の者の保険料率は現行の 1.95 ％（被用者 1.1 ％、使用者 0.85 ％）か

ら 2.20％（被用者 1.225％、使用者 0.975％）にそれぞれ引き上げられる。 2008 年の保険料

算定報酬限度額は、医療保険と同様、全ドイツ共通で年額 48,150 ユーロとなっている。 

 

 オ 被保険者数 

 2006 年 12 月現在の被保険者数は 5,082 万人（旧西ドイツ地域 4151 万人、旧東ドイツ地域

931 万人）である。家族を含めた加入者数は 7,052 万人となっている。 

 

（4）失業保険 

 ア 根拠法令 
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 社会法典第Ⅲ編 

 

 イ 運営主体 

 連邦雇用エージェンシー 

 

 ウ 被保険者 

（ｱ）被用者 

  労働報酬を得て就労している者または職業訓練中の者。 

 

（ｲ）その他の加入義務者 

  職業訓練作業所において雇用促進措置に参加している若年障害者、兵役義務に基づき 3

日以上兵役に従事している者または社会奉仕に従事している者は、失業保険への加入義務

がある。傷病手当、被災者手当、経過手当などの社会給付を受給している者で、これらの

給付を受給する直前に失業保険の加入義務者であったか、雇用創出措置によって就労して

いたか、雇用促進法に基づく継続的な賃金補償給付を受給していた場合も加入義務がある。 

 

（ｳ）加入免除 

  官吏、裁判官、職業軍人などは加入義務がない。さらに僅少労働者も失業保険への加入

義務がない。また、満 65 歳以上の者も加入義務が免除される。 

 

 エ 保険料 

 失業保険の財源は、被保険者及び使用者等が支払う保険料、賦課金、連邦の支出、その他

の収入からなる。保険料率は、2008 年 1 月より、4.2％から 3.3％（労使折半）に引き下げ

られた。 

 

 オ 被保険者数 

 2007年 3 月現在の被保険者数は 2,660万人である。 

 

（5）労災保険 

 ア 根拠法令 

 社会法典第Ⅶ編 

 

 イ 保険者 

 保険者は国ではなく、業種別（産業別）及び地域別に組織された同業者組合（労災保険組

合）によって自治的に運営されている。商工業労災保険組合、公的部門の労災保険組合（連
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邦、州、市町村）及び農業労災保険組合の 3 つに区分される。 

 

 ウ 被保険者 

（ｱ）強制被保険者 

  労働関係、勤務関係、見習い関係に基づいて就業する労働者、職員、訓練生などの被用

者のほか、家内労働者、社会福祉事業従事者、災害援助事業従事者、児童、生徒、大学生、

失業者等の届出義務を負う者、要介護者の介護を行う者などが強制被保険者となる。 

 

（ｲ）任意保険者 

  使用者、自営業者等は任意で労災保険に加入できる。 

 

（ｳ）加入免除 

  連邦恩給法等の適用を受ける公務員、宗教団体等の構成員であって、内部規則によって

同等の補償を受けられる者等は加入義務がない。 

 

 エ 保険料 

 保険料は全額使用者が負担する。保険料率は、企業等の労災件数及び危険度に応じて決定

される。2006 年の平均保険料率は 1.32 ％である。 

 

 オ 被保険者数 

 2006 年平均の被保険者数は、5,916 万人（学生、生徒、幼稚園児 1740 万人を除く）。 
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第 2 節 保険料徴収制度の状況 

 

1 保険料徴収制度の概要 

 医療、介護、年金、失業の 4 つの社会保険はすべて個人が被保険者となり、保険料は労使

が折半で負担する。年金保険は年金金庫、医療・介護保険は疾病金庫（介護金庫も兼ねる）

が保険者となり、加入者の管理、保険料納付の記録、給付額の算定、給付などの業務を行っ

ている。失業保険の保険者は連邦雇用エージェンシーである。 

 1942 年 4 月 24 日付の「第二賃金控除規則」において医療保険、年金保険及び失業保険の

保険料を一括で疾病金庫（徴収機関）に納付しなければならない旨が規定された。1989 年 1

月 1 日以降、これらの保険料は社会法典第Ⅳ編第 28d～28ｋ条において「総合社会保険料」と

規定され、1995 年 1 月 1 日の介護保険の導入に伴い、公的介護保険の保険料にも拡大された。 

 疾病金庫は医療・介護・年金・失業保険の保険料を一括徴収している。使用者が保険料額

を計算し、被用者の給与から源泉徴収して疾病金庫に振り込む。疾病金庫は、年金・失業保

険に配分する額を計算し、年金保険分はドイツ年金保険連盟へ、失業保険分は連邦雇用エー

ジェンシーへ送金する。 

 労災保険の保険者は労災保険組合（同業者組合）であり、使用者が被保険者となり保険料

を全額負担する。労災保険の保険料は使用者が労災保険組合に直接払い込む。 

 年金保険と連邦雇用エージェンシーは保険料徴収事務にかかる手数料を疾病金庫に対して

支払う。 

 疾病金庫は、このほか社会保険に関する登録申請業務も一括で引き受けている。社会保険

料の徴収業務は、この登録申請業務とともに、被保険者に最も近い連絡窓口に集約化されて

いる。 

 月収 400 ユーロ以下の僅少労働（ミニ・ジョブ）に対しては被用者の税・社会保険料が免

除され、使用者が税･社会保険料を一括で徴収機関のドイツ鉱員・鉄道員・海員年金保険組

合に支払っている。 

 

2 保険徴収機関の概要 

（1）疾病金庫 

 ア 組織と機能 

 疾病金庫は社会法典第Ⅴ編第 4条において、連邦政府や州政府、自治体から独立した「自

治を備えた公法上の権利能力のある社団」と法的に位置づけられ、公的医療保険を実務面で

運営している。 

 疾病金庫は、労使同数の代表者で構成される管理委員会を設置している。また、管理委員

会が任命した数人の専従職員によって構成される理事会が日常的な金庫の運営を行っている。

管理委員会は、理事の任用や業務の監査、合併などの重要事項の決定を行う。 
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 疾病金庫は当該金庫の被保険者に対する保険給付の種類や範囲を自ら決定する権限を有し、

金庫運営の原資となる保険料についても、その料率や支払期日などを独自に決定することが

できる。 

 医療保険の全国統一的な法的枠組みは、連邦保健省の提案に基づき、連邦議会の承認を得

て決定される。連邦政府が制度の基本原則等についての規制権限を持つ一方、州政府は制度

の運用面に関して大きな権限を有しており、州の疾病金庫連合会を管理している。 

 

 イ 金庫選択権の拡大と疾病金庫の統合 

 疾病金庫はその種類によって、地区疾病金庫（AOK）、企業疾病金庫（BKK）、同業者疾病金

庫（IKK）、農業疾病金庫（BLK）、連邦鉱員組合、海員疾病金庫、労働者代替金庫（AEV）、職

員代替金庫（VdAK/AEV）に分類される。2008 年 1 月からは海員疾病金庫が連邦鉱員組合に統

合された。それぞれの金庫が州連合会や連邦連合会を設置している。1990 年代初頭には約

1200 の疾病金庫が存在した。 

 1993 年に成立した「医療保険構造法（GSG）」は、被保険者が保険者である疾病金庫を選

択できる仕組み（「金庫選択権の拡大」）を導入した。この改革によって新規の加入者を受け

入れる決定を行った疾病金庫は「開放型疾病金庫」、従来どおり外部の被保険者を受け入れ

ない疾病金庫は「閉鎖型疾病金庫」と呼ばれている。金庫選択権の拡大により、各疾病金庫

は加入者の確保と金庫規模の維持のため様々なレベルで競争することとなった。こうした改

革によって疾病金庫の合併が相次ぎ、07 年 4 月現在の金庫数は 241 まで減少した（表 1 ）。 

 

表 1 疾病金庫の数（2007 年 4 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 保険料の徴収 

 

（2）ドイツ鉱員・鉄道員・海員年金保険組合 

 ア 組織 

 鉄道員・鉱員・海員年金保険組合（KBS）は、もともと鉱員の年金保険及び疾病・介護保
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険を取り扱う連邦鉱山従業者組合であった。2005 年の年金改革で鉄道保険庁及び海員金庫

と合併し、鉄道員、海員及び一般年金保険新規加入者の 5 ％の年金保険も管轄することとな

った。 

 KBS の職員数は全国で 1,690 人であり、エッセン（700 人）、コトブス（800 人）、ゲルゼン

キルヘン（190 人）の 3 カ所に拠点がある。 

 

 イ 機能 

 2003 年 4 月 1 日のミニ・ジョブ制度の導入に伴い、連邦鉱山従業者組合がミニ・ジョブに

かかる税・社会保険料を一括で徴収する機関（ミニ・ジョブ・センター）に指定された。ミ

ニ・ジョブは月収 400 ユーロ以下の就労（僅少労働）であり、現在、約 670 万人がこれに従

事している（表 2 ）。 

 ミニ・ジョブ・センターが設置された理由は、使用者の税・社会保険料納付にかかる手間

をできるだけ減らすためである。当時ドイツには疾病金庫が 350 カ所、財務局の税関が 700

カ所あり、使用者が正しい税・社会保険料の納付先を選定する作業が非常に大変であった。

また、一般家庭の家事労働などに対する保険料徴収はそれまでノウハウがなく、非合法労働

が多かった。そのため、社会保険料の減額や手続きの簡素化により、雇い主に僅少労働の届

出を行うインセンティブを与えることを目的としていた。 

 

表 2 ミニジョブ被用者数（人、2007 年 9 月 30 日現在） 

 

 

 

 

 

（3）労災保険組合 

 ア 組織 

 労災保険の保険者には、一般企業が加盟する商工業労災保険組合と連邦、州、市町村の業

務を行う公的部門の労災保険組合及び農業労災保険組合がある。いずれも業種（産業）別及

び地域別（とくに農業労災保険の場合）に組織された労災保険組合（同業者組合）によって

運営されている。商工業労災保険組合は、かつて 35 あった産業部門ごとの組合数が 2006 年

には 26 まで減少した（表 3）。今後さらに統合を進め、将来的に 9 つにする予定である。

2007 年 7 月に商工業部門と公的部門の労災保険組合の中央連合会が合併して、ドイツ法定労

災保険組合連合会（DGUV）が誕生した。 
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表 3：商工業労災保険組合の被保険者数（2006 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 機能 

 労災保険組合の任務は、第 1 に労働災害及び労働関連疾病の予防である。このため、労災

保険組合は災害防止規則の制定や予防のための各種措置の実施を義務づけられている。第 2

に、労働災害の発生後、被災者、その家族及び遺族に対して補償を行うことである。補償の

方法は、①被災者の稼得能力の回復、労働及び職業の促進（職業援助、リハビリテーショ

ン）ならびに災害結果の軽減②被災者、その家族及び遺族に対する現金給付、などである。 

 

第 3 節 保険料徴収事務の実際 

 

1 現行保険料徴収制度の概要 

（1）疾病金庫（医療・介護・年金・失業保険） 

 ア 総合社会保険料の支払い、転送 

 医療、介護、年金、失業の 4 つの社会保険に係る保険料は社会法典第Ⅳ編において「総合

社会保険料」と規定されている。債務者は使用者であり、誰が最終的に保険料を負担するか

にかかわりなく、使用者に保険料の支払い義務がある。使用者は、総合社会保険料のうち被
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用者が負担すべき部分についての請求権を有する。この請求権は賃金支払いからのみ控除す

ることができる。使用者は被用者の給与から保険料を源泉徴収し、使用者負担分と併せて徴

収機関（疾病金庫）に納付する。疾病金庫は、管轄権を有する年金・失業保険分の保険料及

び利子、延滞料を各保険運営者に営業日ごとに転送しなければならない。 

 

 イ 任意加入者の保険料徴収 

 疾病金庫は、強制被保険者か任意被保険者かにかかわらず、すべての被用者のための徴収

機関として機能している。公的医療保険に加入していない者の年金保険及び失業保険の保険

料は、以前に被保険者関係が存在していた疾病金庫に納付されなければならない。以前のい

かなる時点でも公的疾病金庫に加入していなかった場合は、使用者が届出、保険料納付を行

う疾病金庫を選定する。 

 

 ウ 納付期限 

 保険料の納付期限は、月末から 3 日目の銀行営業日である。 

 

 エ 使用者の届出義務とデータの転送 

 使用者は疾病金庫に対し、疾病・介護・年金・失業保険への加入義務がある被用者につい

て、就業の開始・終了、賃金支払いの中断・終了、1 回限りの賃金支払い、職業訓練の開

始・終了などの場合に届出を行わなければならない。 

 疾病金庫は、届出に必要事項が正しく記載されていることを確認した後、届出データをド

イツ年金保険連盟に転送する。ドイツ年金保険連盟は、そのデータを連邦雇用エージェンシ

ーに転送する。また、年度の終わりに、必要な被用者のデータを年金保険及び連邦雇用エー

ジェンシーに報告する。 

 

 オ 使用者の記録義務、保険料証明の提出 

 使用者は、すべての被用者について、暦年ごとに賃金台帳を作成し、最後の調査に続く暦

年の満了まで保管しなければならない。使用者は疾病金庫に保険料控除及び保険料証明を適

宜提出しなければならない。 

 

 カ 疾病金庫の報酬 

 疾病金庫は、保険料請求権の行使、保険料の徴収、管理、転送、精算、照合、報告手続き

などによって生じたすべての費用を補償する報酬をドイツ年金保険、連邦雇用エージェンシ

ーから受け取る（表 4 ）。 
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表 4：保険料徴収コスト補償額（単位：ユーロ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 キ 使用者の調査 

 年金保険者は、使用者が総合社会保険料に関連して課せられている義務を規定どおり履行

しているか、特に保険料の支払い及び報告が適正に行われているかどうかを調査する。かつ

ては疾病金庫がこの調査を担当していた。しかし、疾病金庫の選択権拡大に伴い、事業主が

疾病金庫を変えることを恐れ、疾病金庫が調査に手心を加える事態が予想されたため、1996

年から年金保険にこの役割を移管した。 

 

（2）ドイツ鉱員・鉄道員・海員年金保険組合（KBS） 

 ア ミニ・ジョブ・センターの設置 

 2003 年 4 月 1 日に施行された「労働市場の近代化のための法律（ハルツ第Ⅱ法）」に基づ

き、すべての僅少労働（月収 400ユーロ以下の就労、いわゆるミニ・ジョブ）にかかる税・

社会保険料の徴収事務をドイツ鉱員・鉄道員・海員年金保険組合（KBS）に設置されたミ

ニ・ジョブ・センターが担当することとされた。それまでは、ミニ・ジョブ被用者の加入す

る疾病金庫が保険料の徴収を行っていた。2、3 日だけ働く被用者もおり、使用者にとって

は、被用者が加入する疾病金庫を把握するのが非常に困難であった。 

 ミニ・ジョブ・センターによる保険料徴収の一元化は、①使用者による疾病金庫の確認が

必要なくなる②すべてのミニ・ジョブにかかわる税・社会保険料の届出、納付を 1 カ所でで

きる③家庭におけるミニ・ジョブのための簡易な家計小切手の手続きがある④疾病金庫がば

らばらに徴収するよりもはるかにコストが安い、などの利点がある。 

 KBS がミニ・ジョブの保険料徴収機関に選定された理由には、非常に短期間で業務を移管

する必要があったこと、KBS は従前から鉱山従業者組合の医療保険、介護保険、年金保険の

保険運営者であり、医療保険及び年金保険に関する専門知識を有する職員がいたことなどが

挙げられる。 
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 イ 保険料の届出手続き及びデータの転送 

 使用者は社会保険にかかわる被用者の個人データ（保険番号、氏名など）、その他の届出

データ（雇用期間、使用者の企業番号、報酬など）をミニ・ジョブ・センターに電子データ

で送付する。ミニ・ジョブ・センターは、ドイツ年金保険連盟へデータを転送する。ドイツ

年金保険連盟は、連邦雇用エージェンシーへデータを転送する。 

 

 ウ 保険料の徴収 

 使用者は 30％の税・社会保険料（年金 15％、医療 13％、税 2％）を一括で鉄道員・鉱

員・海員年金保険組合（KBS）に支払う。一般家庭におけるミニ・ジョブ（家事、育児、清

掃、庭師など）についても雇い主が 12％の税・社会保険料（年金 5％、医療 5％、税 2％）

を KBSに対して支払う。使用者はまた、疾病の際の賃金継続支払い、母性手当（産前産後の

就業禁止期間中の賃金相当額）のための負担金を支払わなければならない。短期間の僅少労

動の場合、使用者は医療・年金保険の保険料を支払う必要がなく、賃金継続支払い及び母性

手当のための負担金を支払うだけでよい。 

 KBS は一般家庭のミニ･ジョブ従事者（ベビーシッター、清掃、庭師など）の労災保険料

も徴収している（社会法典第Ⅹ編）。 

 ミニ・ジョブ被用者が年金保険への加入免除を放棄し、強制被保険者となることを希望す

る場合は、年金保険の満額保険料（2008 年は 19.9％）と使用者の一括年金保険料との差額

（2008 年は 4.9％）を被用者が支払う。使用者は被用者の自己負担分を賃金から控除して、

ミニ・ジョブ・センターに納付する。 

 ミニ・ジョブにかかる失業保険の保険料は免除されている。 

 

 エ 未回収の債権の執行 

 ミニ・ジョブ・センターの運営主体のドイツ鉱員・鉄道員・海員年金保険組合（KBS）は

公法上の団体であるため、基本的に裁判所の要求なしに、債権を独自に決定する権限を有す

る。KBSは債権の執行手続きを税関に委託して実施する。 

 

 オ ミニ・ジョブ・センターの報酬 

 ミニ・ジョブ・センターは、保険料請求権の行使、保険料の徴収、管理、転送、精算、照

合、報告手続きなどによって生じるすべての費用を補償する報酬をドイツ年金保険、法定疾

病金庫中央連合会から受け取る。 

 

 カ 運営費用 

 ミニ・ジョブ・センターは 1 年間に 56 億ユーロの税・社会保険料を徴収しており、事務
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費用は約 1 億ユーロである（表 5 ）。この財源は保険運営者（年金、医療、連邦、労災）が

支払う手数料で賄われている。保険運営者から 1 年間で 1 人につき 11 ユーロ徴収している計

算になる。 

 

表 5 ミニ・ジョブ・センターの運営費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）労災保険組合 

 ア 保険財政方式 

 労災保険の財政は、準備金の積立に必要な額を含めて、経過した年度の支出を補う賦課方

式を採用している。労災保険組合は、災害防止、補償給付、療養施設にかかる経費を賄う運

営資金と運営資金で賄えない保険料の不足・支出増に対応する準備金を調達する。 

 

 イ 保険料の額 

 保険料の額は、①必要な財政資金②事業における被保険者の賃金③その事業における災害

の危険度を基準として、各労災保険組合で決定される。被保険者の労働報酬の最高額までが

保険料算定の基礎となる。労災保険組合は、事業所の労働災害の件数、程度及びその費用等

を考慮して、保険料の割増または減額措置を講じる義務がある（メリット制）。 

 

 ウ 災害の危険度 

 労災保険組合は、災害の危険度によって保険料を格付するため、危険率表を定め、危険等

級に応じた保険料の段階区分を設ける。危険等級は同種の事業所を同じリスクを共有するま

とまりとしてグループ分けし、これらグループの報酬に対する労災補償給付の割合からグル

ープごとの危険度を算出する。グループの平均を危険度 1 として危険等級を設定する。各事

業所の賃金総額と危険等級によって保険料が決まる。 

 労災保険組合は少なくとも 5 年ごとに発生した労働災害を考慮して、危険等級を見直さな

ければならない。 
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 エ 保険料の徴収手続き 

 事業主は暦年経過後 6週間以内に保険料賦課額の計算のための報告（前年の被保険者の賃

金及び労働時間）を労災保険組合に提出する。労災保険組合は、この賃金証明及び危険等級

の格付けに基づき、個々の事業主に割り当てる保険料を算定し、事業主に通知する。事業主

は保険料決定が通知された月の翌月 15 日までに労災保険組合に保険料を支払わなければな

らない。 

 保険料の支払いが納付期限に遅れた場合、延滞となった月の初めから延滞割増金として保

険料が 1 ％ずつ引き上げられる。 

 

 オ 保険料の強制執行 

 労災保険組合は、基本的に保険料の強制徴収を自ら行う。労災保険組合のなかには、未納

の税金の執行を行う税関に保険料の強制執行を委託しているところもある。 

 

2 2007年医療改革2 

 「公的医療保険における競争強化に関する法律」（公的医療保険競争強化法）が 2007 年 2 

月に成立し、同年 4 月から施行された。同法の内容は多岐に渡るが、保険料徴収事務に関係

する点は以下のとおり。 

 

（1）保険加入義務 

 医療保険の無保険者を解消するため、一般的保険加入義務を導入し、介護保険も同様の取

扱いとした。 

 ア かつて公的医療保険に加入していたものの現に医療保険に加入していない者は、公的

医療保険に再加入しなければならない（2007 年 4 月～）。 

 

 イ かつて私的医療保険に加入していたものの現に医療保険に加入していない者は、私的

医療保険に再加入しなければならない（2007 年 7 月～）。 

 

 ウ すべての者が公的医療保険又は私的医療保険に加入しなければならない（2009 年 1 月

～）。 

 

（2）任意加入者の取扱いの見直し 

 公的医療保険の任意加入者（自営業者等）の取り扱いを見直し、保険料納付義務の対象と

なる総収入の下限を月額 1,837.50ユーロから 1,225.0ユーロに引き下げる。 

                                                 
2 この項は、田中謙一氏の論文「ドイツの 2007 年医療改革(1)～(4)」『週刊社会保障 No.2436～2439

〔2007.6.18～2007.7.9〕』の記述を引用している。 
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（3）公的医療保険の組織の合理化 

 ア 疾病金庫の種類に応じた疾病金庫中央連合会に対する各疾病金庫の強制加入を廃止す

るとともに、疾病金庫の種類横断的な合併を可能にする。具体的には、地区疾病金庫と

代替金庫との合併、企業疾病金庫と同業者疾病金庫との合併等。 

 

 イ 連邦レベルで疾病金庫の利害を代表する 7 つの疾病金庫中央連合会を、2008 年 7 月か

ら 1 つの連邦疾病金庫中央連合会に統合する。疾病金庫の種類に応じた疾病金庫中央連合

会の存廃は、各中央連合会の自由な決定に委ねられる。 

 

（4）医療基金の創設 

 ア 疾病金庫の財政運営に係る透明性の向上を図るため、連邦保険庁によって運営される

医療基金を創設する（2009 年 1 月～） 

 

 イ 保険料率は連邦政府によって制定される法令で全国統一的に規定される。保険料の算

定基準は、連邦議会によって制定される法律で規定される。 

 

 ウ 医療基金が疾病金庫に対して基礎定額交付金及び年齢･性別・リスク調整加算金を交

付する。 

 

 エ 州相互間の再配分は年間 1億ユーロを上回ってはならない。 

 

 オ 黒字の疾病金庫は、被保険者に対して経済的恩典又は保険料の還付を実施できる。赤

字の疾病金庫は、被保険者から定率又は定額の付加保険料を徴収しなければならない。 

 

 カ 付加保険料は原則保険料納付義務の対象となる総収入の 1 ％を上回ってはならない。

例外的に月額 8 ユーロを限度として、被保険者の収入の多寡を問わないものとする。 

 

 キ 付加保険料を徴収する疾病金庫は、被保険者に対し、疾病金庫を変更することが可能

である旨を告知しなければならない。この場合、解約期間中の被保険者の付加保険料は

免除される。 

 

（5）保険料徴収方法の見直し 

 ア 2010 年 12 月までは、現行の保険料徴収の仕組みを維持する。 
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 イ 疾病金庫は保険料を医療基金に回付しなければならない。 

 

 ウ 疾病金庫が共同の保険料徴収機関を設立することを可能にする。 

 

 エ 2011 年 1 月以降は、事業主が保険料の納付、届出等を 1 カ所の疾病金庫に一元化する

ことを可能にする。当該疾病金庫は他の社会保険の保険料をそれぞれの保険者に回付し

なければならない。 

 

 オ 連邦疾病金庫中央連合会は全国統一的な保険徴収事務を確保しなければならない。 

 

 

第 4 節 保険料徴収制度の評価・課題 

 

 2007年 12 月にドイツにおいて次の関係機関へのヒアリング調査を実施した。 

・ 連邦地区疾病金庫連合会（AOK）ボン本部 

・ ベルリン州地区疾病金庫（ベルリン AOK） 

・ 連邦企業疾病金庫連合会（BKK）（書面による回答に基づく） 

・ ドイツ鉱員・鉄道員・海員年金保険組合（KBS） 

・ 連邦労働社会省 

・ 雇用エージェンシー（AA）ベルリン・ミッテ地区 

・ ドイツ法定労災保険組合連合会（DGUV） 

・ ドイツ労働総同盟（DGB） 

・ ドイツ使用者団体連盟（BDA） 

 

 ヒアリング調査の結果によると、疾病金庫が医療・介護・年金・失業保険の保険料（総合

社会保険料）の徴収機関となっている現行制度に関しては、疾病金庫はもとより、労働社会

省、連邦雇用エージェンシー、ドイツ労働総同盟、ドイツ使用者団体の担当者は一様に評価

している。しかし、ドイツには約 240 もの疾病金庫が存在し、被保険者の疾病金庫選択権が

広範に認められている。このため 1 事業所の被用者が加入する疾病金庫が多数ある場合、使

用者の保険料支払い事務が非常に煩雑となり、かなりの費用負担が生じている。 

 2007 年の医療制度改革では、2011 年から使用者が 1 カ所の窓口で保険料の納付・届出を

行えるよう措置を講ずることとされた。しかし、現在、約 240 の疾病金庫が担当している徴

収事務をどのような方法で一元化するのかについては、具体的に決まっておらず、今後の検

討に委ねられている。2011 年に一元化が実現して以降も保険料のほかに使用者に拠出義務

が課されている疾病時の賃金継続支払いや母性手当のための負担金は、引き続き被用者が加



－ 85 － 

入する疾病金庫に支払わなければならない。また、被用者が社会保険に関しどのような法的

加入義務を有しているのかも被用者が加入するそれぞれの疾病金庫に確認しないと確実でな

い。これらの点を使用者団体は非常に問題視している。 

 月収 400 ユーロの僅少労動（ミニ・ジョブ）にかかる税・社会保険料の徴収事務は、鉱

員・鉄道員・海員年金保険組合によってインターネットを活用して非常に効率的に実施され

ている。 1 人 1 人の保険料を計算する必要がなく、一括納付できる簡易なシステムが評価さ

れている。 

 労災保険は、リスク度に基づく保険料算定など、他の社会保険とは全く異なるしくみで運

営されており、労災保険組合のみならず、いずれの関係者もこの徴収事務を総合社会保険料

の徴収と一元化することは考えていないようである。労災保険の保険料徴収は年 1 回であり、

非常に効率的に行われていると評価されている。 

 税と社会保険も種類の違うものであり、算定基準や計算方法が異なるため、徴収事務を一

元化することは全く想定されていない。 

 関係機関へのヒアリング調査結果に基づく保険料徴収制度の評価及び課題は次のとおり。 

 

1 連邦地区疾病金庫連合会（AOK）ボン本部 

・ 保険料徴収機関としての疾病金庫の経済性や経済効果は非常に高い。これは疾病金庫が

独自に執行官吏を雇い、滞納にすばやく対応できることによる。 

・ AOK が実施したアンケート調査に基づく滞納率の推計は 0.02％である。旧東ドイツのほ

うが旧西ドイツよりも滞納率が高い。 

・ 事務費用に関する公式な統計はない。 

・ かつて年金保険や失業保険から徴収手数料が高すぎるとの指摘を受け、業務をストッ

プ・ウォッチで検査したことがあった。現在は疾病金庫の扱う業務の範囲が拡大され、

疾病金庫にとって手数料が安すぎる状況にある。 

・ 2011 年から使用者にはまとめて 1 カ所に総合社会保険料を支払うオプションが保障され

る。しかし、 1 カ所に集められた保険料は再び各疾病金庫に分配されるので、疾病金庫

の役割は実質的にほとんど変わらない。政治家は電子処理の実際をあまり理解していな

い。 

・ 種類ごとの疾病金庫連合会がなくなってしまうのは、AOK にとって非常に悲しいことで

ある。連邦疾病金庫中央連合会は既に存在しており、事務局や理事会がある。作業を始

めるのは 2008 年 7 月からで、現在、人を集めている段階だ。種類ごとの連合会がすぐに

なくなるわけではなく、あと 2、3 年は我々の経験が重要になってくると思う。 

・ 全国統一的な徴収事務の確保については問題ない。連邦疾病金庫中央連合会には、勧告

を超えて義務化する権限が与えられており、AOK よりも活動が容易になるかもしれない。 
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2 ベルリン州地区疾病金庫（ベルリン AOK） 

・ 疾病金庫が保険料徴収事務を担当しているのは歴史的経緯に基づく。1881 年に皇帝勅令

で疾病金庫が設立され、被用者を疾病の際に守ることとされた。老齢年金はその 9 年後

の 1890 年に設立された。疾病金庫への保険料の一括支払いは、後に賃金控除令で定めら

れ、そのシステムが社会法典に編入されて法的に位置づけられた。 

・ なぜ疾病金庫が徴収事務を担当しているのかについて合理的な説明はない。先にできた

ものが保険料徴収を担当しており、年金保険が疾病金庫よりも先できていたら、年金保

険が担当していたかもしれない。立法者側としては、その後問題がなかったので、ずっ

と継続させている。 

・ 疾病金庫の経済効率については、統計がない。ベルリン AOK は 100 年の歴史を有してお

り、年金・失業保険の保険者からも特に問題を指摘されたことがないため、かなりうま

くやっているのではないかと思う。 

・ 約 240 疾病金庫の年間申請取扱い件数は 6,000 万件、徴収担当者は 2 万 5,000 人である。 

・ 保険料を引き下げるためには、事務コストをできるだけ削減し、経済性を向上させるし

か方法がない。 

・ 2011 年 1 月 1 日から使用者は、1 つの窓口に総合社会保険料を支払うことができるように

なる。現在は、10～30 くらいの疾病金庫に送金している。しかし、2 万 5,000 人で行っ

ている業務を 1 つの窓口（医療基金）に集約するのは難しく、疾病金庫に任せたほうが

よいということになった。しかし、実際にどのように一本化していくのかまだはっきり

していない。 

・ 総合社会保険料を 1 日以内に他の保険者に回付する作業は、コンピュータで自動的に行

っているので簡単だ。疾病金庫は他の保険者から非難されないよう、すぐに回付するこ

とに神経を使っている。 

・ 労災保険は自分で徴収から支給までを担当し完結している。労災保険は使用者のみが拠

出しており、他の保険とは異なる。賃金継続支払い、母性手当のための負担金も使用者

のみが負担しているが、徴収事務は疾病金庫が行っている。 

・ 違法労働は残念ながらドイツでも非常に多い。日本と同様、ドイツにも保険逃れする事

業主が数多くいる。違法労働では、①申告しない②帳簿と実際が違う③控除したものを

ポケットに入れる、などの違反が多い。特に工事現場での違反が多く、税関と警察がチ

ームを組んで取締っている。労働者が病気になったときに無届、無保険が発覚すること

が多い。労使が結託している場合もある。滞納が発覚した場合は、使用者が労働者分も

含め 100％負担しなければならない。 
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3 連邦企業疾病金庫連合会（BKK）3  

・ 保険料徴収のために必要な使用者とのコミュニケーションは、疾病金庫の現場の有能な

職員を通じて適時確保される。疾病金庫は使用者が助力を求めることができる訓練を受

けた職員を用意している。競争関係にある疾病金庫は、旧来の営業時間内のほか、企業

の実務の需要に応じたサービス及び相談助言を行っている。また、使用者は、疾病金庫

が開催するセミナー等を通じて定期的に法令又は手続きの変更に関する情報提供を受け

る。 

・ 疾病金庫は第一の保険運営者として給付請求権を充足しなければならないため、保険料

の完全かつ期限通りの納付に対する切実な利害が存在する。このため、保険料が最初に

給付義務を負う疾病金庫によって徴収されることは首尾一貫している。これによって適

切な流動資金が適時に確保される。 

・ 正確な保険料の徴収は、保険料率の変更が最も頻繁に発生する機関によって保険料が徴

収される場合に限って可能となる。医療保険の保険料はその水準が他の保険部門のよう

に法律によらずに自治を通じて決定される。保険料率の変更に関する必要な情報が使用

者に短期間で提供されることにより、保険料を正確な水準で算定し、訂正を回避するこ

とができる。 

・ 疾病金庫は、数十年来、すべての社会保険部門の保険料徴収を効率的、専門的かつ経済

的に引き受けている。 

・ 2007 年医療改革に基づく新たな保険料徴収制度については、現在、疾病金庫連合会が再

編過程にあり、これと並行して連邦中央連合会が設立されるため、現時点では、具体的

な言明が不可能である。 

 

4 ドイツ鉱員・鉄道員・海員年金保険組合（KBS） 

 ミニ・ジョブ・センターが 2003 年に設置された理由は、保険料納付にかかわる様々な仕

事を一元化、中央化し、コストを抑えるためであった。当時ドイツには、疾病金庫が 350 カ

所、税関が 700 カ所あり、使用者が正しい税・社会保険料の納付先を選ぶ作業が大変であっ

た。特に一般家庭に雇われている庭師などが問題であった。 

・ ミニ・ジョブ・センターに保険料徴収業務を一元化したことにより、コストが疾病金庫

の 3 分の 1 に削減された。KBS は事務経費を非常に安く抑えており、保険運営者から 1 年

間で 1 人につき 11ユーロしか徴収していない。 

・ 一般家庭のミニ･ジョブに関する手続きを簡素化し、簡潔な用紙に記入して年 2 回（ 1 月

15 日、7 月 15 日）提出すればよいようにした（社会法典第Ⅳ編第 28 条 a）。 

・ 税を社会保険料と一緒に徴収するのは例外的な措置である。税と保険料を別々に徴収す

                                                 
3 連邦企業疾病金庫連合会（BKK）のヒアリング調査は実施できなかったが、質問票に対する書面の回答に基づ

き記述する。 
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るのは、ドイツの国の成り立ちにも関わる。税金は州ごとに徴収される。ミニ･ジョブ・

センターで徴収した税金も住所に基づき州ごとに分けられる。 

・ 一般所得税の徴収まで中央集権化されたら、今まで各組織が持っていた権限を諦めなけ

ればならず、各組織の権限を侵すことになる。 

・ 疾病金庫が徴収事務を行っているのは、一番被保険者に近いところにあるからだ。 

 

5 連邦労働社会省 

・ 疾病金庫の効率性、経済性については、民間の保険より事務効率が高い（事務経費は全

支出の 2 ～ 4 ％）。 

・ 徴収機関と給付サービス機関の分離は全く問題ない。 

・ 税と社会保険とは歴史的背景、目的が異なる。税は国のために支払うものであるが、社

会保険は自分のために支払い請求権を得るもの。年金は自分の所有権を蓄積するもので

ある。 

・ 税金には、州税、連邦税などの種類があり、支払っているグループも、被用者、自営業

者、企業など様々である。必ずしも社会保険の被保険者と一致しない。 

・ 税と社会保険の徴収事務の一元化の要求は、特に使用者のほうから、これまでもあった。

しかし、問題のほうが大きく今のところそうなっていない。 

・ 唯一の例外は僅少労働者の税・社会保険料を一括徴収しているミニ・ジョブ・センター

である。使用者が定額（ 2 ％）の税金を支払っている。普通の所得税は確定申告による

払い戻しが可能だが、僅少労働に対する税はそれができない。 

・ 疾病金庫は約 240 もあり、使用者はかなりの数の金庫に保険料を振り込まなければなら

ない。2007 年から 2009 年の間に徴収一元化を行い、 1 カ所の窓口に振り込みができるよ

うにする。そのための中央機関が既に設置されている。 

・ 将来的にシステムが機能するかどうかはよく分からない。私見では現在のシステムでも

うまく機能していると思う。 

・ 使用者には全ての被用者の社会保険の届出を行う義務がある。届出しない場合は、行政

的な違反や犯罪行為となり、賦課金が課される。滞納、延滞に対しては、督促金が課さ

れ、使用者にとって高くつく。 

・ 疾病金庫が保険料徴収を担当している理由は、給付サービスを行う頻度が一番多いから

ではないか。年金保険の給付は退職後であり、失業保険も昔は失業率が低かったため顧

客に相対する機会が少なかった。 

・ ドイツ帝国保険法（RVO）においては、医療保険が一番前に規定され、特別のポジショ

ンに位置づけられていた。その他の保険の規定は医療保険の規定を引用していた。こう

した歴史的背景も関係していると思う。 

・ 疾病金庫が一括で保険料を徴収するシステムは、すべてが簡潔であり他の保険者にとっ
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ても楽なことである。疾病金庫が保険料の監視義務を怠った場合、損害賠償金を支払わ

なければならない。年金保険者は、疾病金庫が無駄のないやり方で保険料徴収事務を行

っているか検査する。 

・ 使用者は疾病金庫が約 240 カ所もあって、いろいろなところに保険料を支払わなければ

ならないことに苦情を言っている。大企業も 1 カ所に保険料を支払えばすむようになれ

ば非常に便利である。被保険者が AOK から BKK に移動する際、使用者が誤って AOK に保険

料を支払ってしまった場合、払い戻しや遅滞賦課金などの面倒な問題が生じていた。一

元化によってこの点が改善されることが非常に大きなメリットだ。 

 

6 雇用エージェンシー（AA）ベルリン・ミッテ地区 

・ 07年 3 月の失業保険の適用者数は、全国 2,660万人、ベルリン 104万人であった。 

・ 適用者数と実際の納付者との差は闇労働による未納などであり、我々はその差を縮小さ

せるために様々な努力を行っている。 

・ 2006 年 2 月 1 日の法律により、①自営業者②EU 以外の外国で就労する者③家族の介護を

行う者―などの任意加入者も社会保険に加入できるようになった。2006 年 2 月 1 日～

2007 年 12 月 13 日までベルリン市内の任意加入申請者は 3,800 人であり、このうち 2,600

人が加入を認可された。ほとんどが自営業者であり、2 ％が EU 域外就労者や家庭介護を

行う者であった。ドイツ全体の任意保険者数は約 4 万人である。 

・ 徴収された保険料はニュルンベルグの連邦雇用エージェンシーに集められ、予算計画に

基づき、各地の雇用エージェンシーに配分される。不足が生じた場合は政府が補填する。

現在は好景気のため、剰余金を将来の支出のための引当金として積み立てている。財政

が逼迫すると裁量給付を削減する形で節約を行う。 

・ 任意保険者の失業保険料は本人の口座からの引き落しや振込みで納付される。任意加入

者は本人の意思で加入しており、保険料の滞納はない。 

・ 届出や保険料の納付記録は疾病金庫でデータ入力され、コンピュータ経由で送られてく

る。ニュルンベルグの連邦雇用エージェンシーではすべてのデータを見ることができ、

失業保険の濫用防止などに役立てている。 

・ 失業保険の申請手続きや支払いに関するデータは 5 年間保存する規則となっており、会

計監査庁の検査を受ける。 

・ 保険料徴収機関と給付サービス機関が別々なことによる不都合は特にない。疾病金庫に

対して総合社会保険料を支払う現行システムは合理的であり、医療基金による保険料徴

収の一元化も雇用エージェンシーには特に影響はない。 

 

7 ドイツ法定労災保険組合連合会（DGUV） 

 労災保険は企業が責任を持つ弁済保険であり、事故にあった人の補償を目的としている。
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他の保険は保険料率が賃金の何％かによって保険料がいくらかを自分で計算できる点が労災

保険と大きく異なっている。 

・ 労災保険の保険料は保険者しか計算できない。前年度の支出を賄うよう翌年度に保険料

を課す賦課方式となっている。業種ごとの基礎保険料だけでなく、事業所ごとの危険度

によって保険料率が決まる。 

・ 労災保険組合が業種別になっているのは良いことだ。労災事故の予防という面で、非常

によく機能しており、職業別が望ましい。 

・ 労災保険組合の数が減ってきたのは政治的意図があったからである。労災保険組合は職

業別の予防機能を重視し、国は 1 つにせよと言ってきた。そこで妥協案として将来的に、

商業労災保険組合を 9 つに統合することとした。我々はこれがぎりぎりの線であると考

えている。しかし、どの業種とどの業種を一緒にするかではまだもめており、最終的に

確定していない。例えば交通産業に鉄道、トラック、空港職員、パイロット、タクシー、

海員などを全部一緒にしようとしたが、鉄道労働者は公共事務サービス部門との統合を

希望しこれに反対している。 

・ 統合の理由は、①コスト削減②業種と業種の境界で発生した労災事故への対応③産業構

造の変化、などである。鉱山の保険組合は 60 万人から 30 万人に減少し、建設の組合も

半減する一方、事務やヘルスケアの分野が増大している。縮小しているセクターでは、

過去の膨大な債務が問題となった。 

・ 遺族年金などの負債が総額 50 億ユーロあり、このうち 35 億ユーロを各組合が負担し、

残りの 15 億ユーロを構造変革に伴う費用の増加分として、全体で負担を賄うこととした。 

 

8 ドイツ労働総同盟（DGB） 

・ ドイツの社会保険料徴収は一元化されてはいるが、疾病金庫が 240 もあり、支払い先が

多すぎることが使用者の負担となっている。これを 2011 年から本格的に一元化し、疾病

金庫のあり方を抜本的に変えていこうとしている。 

・ 地域化、地区化による一元化が AOK によって行われてきたが、立法側はその動きが遅す

ぎると考え、今回一気にこれを進めようとしている。 

・ DGB は短所と長所を見極めながら対応している。徴収機関の統合により担当者が失業や

労働条件の低下にさらされるのは問題である。 

・ DGB は合理化の流れを支持しており、コスト削減を徹底すべきであると考える。年金保

険の費用対効果は民間よりもずっとよい。こうした流れをこれからも支持し、徴収した

保険料をできるだけ節約する形で動かしていきたい。 

・ 総合社会保険料の徴収とセットの事業所検査は、現在、公的年金保険と労災保険の 2 本

立てとなっている。これを 2010 年 1 月から年金保険が一元的に検査を行う体制にする

（中小企業負担軽減法）。2 回も検査を受けるのは中小企業にとって大きな負担となって



－ 91 － 

おり、その軽減が目的だ。使用者側も積極的に支持している。 

・ 現在、「法定労災保険の近代化に関する法案」が準備されている。自治組織のあり方を

見直し、商業労災保険組合と公的部門の労災保険組合を統合するものである。政府の当

初案は労災保険組合を公法人化し、国の関与を強めるものであった。DGB は立法段階で

国の関与を少なくし、自治の方向に修正することに成功した。社会保険運営者にとって、

自己裁量権がなくなるのは望ましくない。この方向には使用者側も賛成している。国の

関与があると組織が不安定になるので、できるだけ国の裁量がないところで活動したほ

うがよい。 

・ 労災保険組合は、商業労災保険組合が 24 から 9 に、公的部門の労災保険組合が 1 つに統

合される。公的部門は 16 州に各 1 つある。これらすべての徴収事務の一元化は、現在の

ところ考えていない。労災保険はリスク・クラスが多く複雑でセクターごとの特殊性が

ある。また、予防政策上の様々な措置を企業と連携して行っており、それを 1 つにまと

めるのはかなり難しい仕事だ。 

・ 労災保険は他の社会保険とは全く異なり、企業の責任義務を代行する保険である。給付

についても、最高水準の医療を受けさせており、疾病金庫の給付水準よりも手厚い。 

・ 徴収機関と給付サービス機関が異なることによる問題点は特に思い当たらない。 

・ ドイツ鉱員･鉄道員･海員年金保険組合（KBS）は最も良い形でミニ・ジョブの保険料徴

収を行っている。インターネットでの申請手続きは事務効率が非常に良い。一般家庭の

ミニ・ジョブについても手続きが簡素である。ただし、ミニ・ジョブそれ自体は社会保

障が最低であり、DGB は容認していない。ミニ・ジョブ労働者は年金給付がほとんど受

けられず、医療保険の加入義務もない。多くは配偶者の医療保険でカバーされている。 

・ ドイツの医療保険は資金繰りに問題がある。収入の財源が確保されていないのに、支出

が GDP と同じ伸び率で増加していく。収入が落ちた理由には、失業者の増加、僅少労働

の増加、人口動態の変化などが挙げられる。財源を増やすには、保険加入義務限度額の

引き上げなどにより、加入義務者を拡大する方法があるが、これまでそれをしてこなか

った。財源は 95％しか確保されておらず、5％の目処がたっていない。2009 年に設定さ

れる一律保険料でカバーできない疾病金庫は、追加保険料を被保険者から徴収すること

とされているが、これは非常に問題である。 

・ 連邦保健省は、疾病金庫間の競争が効率化を促進し、保険者がプレミアムを支払うよう

になり、追加保険料を徴収する事態にはならないと説明しているが、プロパガンダにす

ぎない。追加保険料の支払いは、保険運営者の運営努力に関わりなく、そのリスク構造

（年齢・性別など）に負うところが大きい。それにもかかわらず被保険者のみが追加保

険料を負担しなければならないのは問題である。 

・ DGB は、保険料の算定基準に賃金以外の要素を入れ、民間保険も取り込んでリスク構造

調整を行う仕組みなど、もっと進んだ改革を望んでいた。社会民主党（SPD）のシュミ
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ット連邦保健相はもともとそのような改革を考えていたが、連立政権でキリスト教民

主・社会同盟（CDU・CSU）に妥協を強いられ、できなかった。 

・ 使用者団体も医療改革を批判し、国が医療保険の保険料率を決めることに反対している。

今までよりも国の影響力が大きくなるのは望ましくない。これでは徴収事務の改善につ

ながらないだろう。2009 年から連邦保険庁が管轄する医療基金から疾病金庫に資金を流

すようになるのは、ステップが変わるだけで、簡素化にはつながらない。 

・ 2011 年以降の保険料徴収窓口の一本化は、地域に医療基金の出先機関を新たに設けるの

か、または地域の疾病金庫が統合して 1 つの徴収機関にまとまるのか、まだ決まってい

ない。DGBは後者を支持している。 

・ ドイツ年金保険組合が 2008 年 7 月 1 日から大々的に仕事を始める。これが地域の一元化

など、医療基金の組織形態を決めるのに重要な役割を果たすと考えられる。 

・ 疾病金庫の統合について、政府は中期的に約 50 の金庫に統合するのが望ましいとしてい

る。DGB は、合併の方向は良いが、複数主義でなければならないと考えている。医療の

現物支給については疾病金庫間の競争が不可欠であり、それがあって初めて医療の質が

高まる。AOKの数は 70 年代の 1,000 金庫から 200 金庫くらいまで減少したが、加入者と

疾病金庫との距離が離れてしまうのは問題である。 

・ 税と社会保険は全く種類の違うものであり、保険料徴収事務を一元化する可能性は全く

ない。社会保険は後で戻ってくるものであるのに対し、税金はできれば払いたくないも

のである。社会保険は自治組織による運営が浸透しており、被保険者も運営に参画する

意向を強く持っている。 

 

9 ドイツ使用者団体連盟（BDA） 

 保険料の徴収は使用者の責任であるが、非常に手間とコストがかかる。被用者は疾病金庫

を自由に選ぶことができるため、保険料の振込先が数多くある。それだけでなく使用者は賃

金から所得税を控除し納付する作業も義務付けられている。 

・ 医療改革により 2011 年からは保険料の納付が 1 つの窓口に統一される。しかし、我々は

まだ満足していない。使用者にとっては、保険料支払い以外のその他の事務手続きが全

く一元化されておらず、不満である。 

・ 被用者にどのような保険への法的加入義務があるかは、被用者が過去に加入していた疾

病金庫にきかないと分からない。被用者の保険加入義務の法的根拠を確認しないと安全

でない。 

・ 中小企業で疾病した社員に対する賃金継続支払い（U1）や母性手当（U2）にかかる使用

者負担分は、今後も被用者が加入する 1 つ 1 つの疾病金庫に支払わなければならず、煩

雑さは解消されない。 

・ BDA は賃金継続支払いの一括撤廃もしくは中小企業の一部に限定するよう主張している。
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全体を義務加入させる必要はなく、必要なところは民間保険を活用すればよい。母性手

当はもともと使用者が負担すべきものではなく、税金で賄えばよいと考える。 

・ 保険料を多数の振込先に送金するためには、ソフトウエア開発や税理士の助力が必要で

あるが、中小企業にとってはこのコストが重い負担となっている。 

・ 保険料徴収の法的根拠は社会法典第Ⅳ編に短い文章で規定されているが、実践上の細か

いプロセスについては書かれていない。各社会保険運営者が手続きの詳細を決めて使用

者に押し付け、使用者の意見が反映されないシステムとなっている。 

・ キリスト教民主同盟（CDU）には、これらの不都合な点を改善してほしいと要望してい

る。しかし、年金積立金や疾病金庫の財源の問題が懸案となっているなか、これらの修

正とともに保険料のさらなる引き上げを持ち出される危険性がある。それならば、現状

のままでも保険料が値上げされないほうがよいと考えている。 

・ 所得税や社会保険料の支払いは、税務署や保険者のためのものであるが、大変費用がか

かるわりに対価が全くない。所得税や保険料納付にかかる費用は社会保険者や国が負担

すべきである。 

・ 疾病金庫と労災保険の徴収事務一元化の可能性はないわけではない。しかし、労災保険

の徴収事務は現在も最も効率的に行われている。保険料納付は年 1 回であり、さほど手

間がかからない。2011 年に医療基金による徴収事務一元化が実現した後、労災保険との

さらなる一元化がほんとうに負担軽減につながるのか確認する必要がある。 

・ 労災保険の同業者組合の統合には大賛成である。多数の組合が並立していては生き残れ

ない。昔は 34 あった組合が今は 23 に減少し、これからも窓口がどんどん減っていくこ

とは使用者にとってコスト削減の大きな要因となる。ただし、労災保険はリスクを担保

しながら運営しているため、これをたった 1 つに統合してしまうことには反対である。 

・ ミニ･ジョブの保険料徴収窓口は一本化されており、1 人 1 人の保険料を計算する必要が

なく、一括納付できる今のシステムは非常に効率的である。 

・ 2011 年の全国統一的な保険料徴収機関の設置について、法律は使用者が保険料証明及び

届出を一元的に疾病金庫に提出する可能性を享受すると規定している。使用者にとって 

1 つであればよく、全国でたった 1 つである必要はない。BDAは効率的であればどのよう

な形態でもよいと考えている。法律はその方法について、①疾病金庫②中央連合会③ワ

ーキンググループ、などのオプションを規定しているのみで、具体的内容はこれから政

令で定められる。いろいろな意見があるが、要は支払い先が 1 カ所に統一されればよい。 

・ BDA としては、2011 年までに、徴収機関の統合だけでなく、法的加入義務の確認、U1、

U2 の問題を含めた抜本的な一本化（ビッグ・バン）を実施してほしい。 

・ 税と社会保険料の徴収事務は、算定基準や計算方法が全く異なる。窓口を 1 つにしても

大きな改善につながるのか疑問である。 

・ 2007 年の医療改革で使用者とって成功したことが 1 つある。2009 年 1 月から医療保険の
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保険料率を一本化し、これでやっていけない疾病金庫は被用者から追加保険料を徴収す

ることとされた。この追加保険料の納付は、連邦保健省の当初案では使用者が行うこと

とされていたが、我々の働きかけにより、疾病金庫が被用者から直接取り立て、使用者

は全く関与しない方法に修正された。現在、被用者は医療保険の保険料が高いか安いか

に敏感ではない。この修正が被用者の意識の啓発につながるものと考える。 
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第 4 章 フランスにおける社会保険・労働保険の徴収事務一元化の実態と課題 

 

第 1 節 社会保障制度の概要 

 

 フランスの社会保障制度は、それぞれの社会的リスクをカバーする複雑なモザイク状の制

度として社会保険と社会扶助を柱に運営されている。 

 社会保障法典に基づく法定制度として運営される社会保険は、①疾病保険、②労災保険、

②老齢年金、③家族手当がある。フランスの社会保険は、全国的な社会保障制度の整備が進

む以前から機能していた職域ごとの互助会組合が、保険制度に組み込まれる形で形成されて

きたところに特徴がある。 

 現在の制度も職域保険を前提に同一の職種･業種で就労する者を被保険者とする制度とな

っており、その運営は職域ごとに分立している。その中で商工業の被用者を対象とする「一

般制度」が全体の約 8 ～ 9 割をカバーしている。ほかに、国家公務員や国家関連企業の職員

（国鉄、交通営団など）を対象とした「特別制度」、農業従事者の「農業制度」、商店主・職

人・自由業などの独立自営業者の「自営業者制度」で構成される。各制度内にそれぞれの給

付機関（金庫）があり、その数は全国金庫の数で約 30、州及び県の金庫を入れると数百に

上る。 

 なお、失業保険は社会保障法典上の社会保険には含まれておらず、労使の中央協約に基づ

く私的仕組みとして運営される制度を国が承認するという形をとっている。 

 社会保険は、国が直接運営する方式ではなく、公施設法人である中央の保険機関（金庫）

との合意に基づく協約締結により進めるという方式を近年とっている。「公施設法人」は、

社会保険のような公役務の任務を担うことができる公法上の法人であり、国の監督を受けつ

つも一定の範囲で行政機能を代行することができる。被保険者等に対する給付サービス業務

等の実際を行うのは、私法上の公益法人である地域・地方金庫により運営されている。中央

金庫は地域・地方金庫と協約を締結し、統括・監督することにより社会保険業務を運営して

いる。 

 中央の各金庫（社会保険料の中央徴収機構である ACOSS を含む。）と国との社会保険の運

営に関する協約の内容は、給付管理及びサービス、保険料等の徴収に関する目標、利用者サ

ービスの改善に関する目標などを盛りこんだものであり、複数年（通常 3 年）の契約となる。 

 「一般制度」に係る社会保険の給付は、リスク分野ごとに組織された給付機関（金庫）に

よって行われる一方で、社会保険料の徴収は ACOSS/URSSAFに一元化されるという、「徴収と

給付の分離」が行われている。他方、「特別制度」、「自営業者制度」及び「農業制度」につ

いては原則各保険機関が給付、徴収の双方を行っている。 
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表 1 社会保険（法定）の運営制度の概要 

被用者 非被用者  

一般制度 特別制度 独立自営業者制度 農業者制度 

保険料の徴収 ACCOSS/URSSAF 原則各給付機関が徴収 

疾  病 

労  災 
CNAMTS 

年  金 CNAVTS 

制 度内の各

金庫に よ る

運営。 

RSI（商店主、職人、

自由業等を対象。た

だし、自由業の年金

は独自の制度。) 

給
付

部
門

 

家族手当 CNAF 

農業共済 

(MSA) 

 

第 2 節 社会保険料等の徴収制度 

 

1「一般制度」における社会保険料の徴収制度 

 

（1）徴収機関 

 ア URSSAF 

 民間被用者を対象とする一般制度の社会保険料徴収機関は、全国 101 カ所（2007 年 12 月

現在）に置かれた社会保障及び家族手当保険料徴収連合（URSSAF：Union de Recouvrement 

des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales）が行っている。

URSSAFは公共サービスを担う私法上の法人である。 

 URSSAF には 20 名で構成される理事会が設置されている。その内訳は、中央労働団体によ

って任命される被保険者の代表 8 名、中央使用者団体によって任命される使用者の代表 5 名、

中央独立自営業者団体によって任命される独立自営業者の代表 3名、国が任命する徴収に関

する専門家 4名となっている。 

 URSSAF は、徴収した保険料を各地域の保険金庫が遅滞なく給付ができるように迅速に分

配することが求められている。なお、URSSAF は保険料に限らず、社会保障財源に充てるこ

とを目的とした租税（CSG1 や CRDS2 など）の徴収も行っている3。 

 こうした徴収事務は、URSSAF のほかに、海外県においては 4 つの社会保障一般金庫

（CGSS： Caisse Générale de Sécurité Sociale）が、また船員については海上家族手当金

庫（CMAF： Caisse Maritime d'Allocations Familiales）がそれぞれ担っている。 

                                                 
1 CSG = Contribution Sociale Généralisée（一般社会保障拠出金） 
2 CRDS = Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale（社会保障赤字償還拠出金） 
3
 

URSSAF については保険料徴収の他にも、①社会保険料の減免措置の運営を通じた雇用政策促進への協力、 

②企業の保険料納付をめぐる諸問題の予防と解決、③不法労働の取締り（保険料の徴収漏れを防ぐとともに、

雇用者の権利の尊重と企業間の公正な競争を保証する）、④保険料納付事務手続きの簡素化の促進、⑤政策決

定者への情報提供―の任務を負う。 
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図 1 社会保険料(一般制度)及び失業保険料等の徴収の流れ 

 

 

 イ ACOSS  

 全国の URSSAF のネットワークを統括する機関として社会保障機構中央機関（ACOSS : 

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale）がある。ACOSS は国の監督下に置

かれる行政機関としての機能を有する公法人であり 1967 年に創設された。ACOSS は各給付に

係る全国金庫と同様に、その運営・目標に関して国と複数年次の協約を締結し、その枠内で 

URSSAF のネットワークを主導する。具体的には、一般制度全体の財源・財政の集権的かつ

共同の管理を保証するとともに、各保険分野の財政管理を行う4。また、ACOSS は社会保障制

度の収入・支出に関する予測を行い、社会保障財政法の策定において重要な役割を果たして

いる。社会保険の収支に関し、給付増のため支出が収入を上回る場合には、ACOSS は預金供

託金庫（CDC）に社会保障財政法に規定された上限額（現在 185 億ユーロ）の範囲で借入れ

をすることができる。 

 ACOSS には、運営理事会と監視委員会の二つの重要な機関が置かれている。運営理事会は

ACOSS の任務の実施に関するあらゆる決定を行う（予算の決定、年次会計の監査など）とと

もに、保険料徴収と不法労働取締りに関する諸政策を決定する。同理事会は 30 人の理事に

よって構成され、その内訳は中央労働団体によって任命される被保険者の代表 13 名、中央

                                                 
4 地域特性（年齢構成の違いなど）により地方の個々の金庫の収支は大きく違うため、金庫ごとに収支バラン

スする必要はない。企業等から納付された保険料は ACOSS のコンピュータシステムにより保険ごとの仕分け

が行われる。また、各保険金庫は毎日のように給付を行っているため、ACOSS は全国の金庫の資金状況を把

握しながら、給付の原資が枯渇しないよう、迅速に資金を振り込んでいる。 
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使用者団体によって任命される使用者の代表 10 名、中央独立自営業者団体によって任命さ

れる独立自営業者の代表 3 名、国によって任命される保険料徴収分野の専門家 4 名である。

そのほか、議決権をもたないメンバーとして、ACOSS 職員の代表 3 名が加わる。なお、理事

長職は国が任命することとなっており、通常国家公務員が任命される。一方、監督理事会は

国と ACOSS との間で締結される複数年次協約の実現過程をサーベイランスすることを主な目

的とする。これには、運営理事会の議長と ACOSS の代表者のほか、国会議員、地方自治体の

代表、年金受給者・高齢者の代表、専門家などが加わる。 

 

 ウ 人員・予算 

 2007 年 12 月現在、ACOSS の職員数は 500 人、URSSAF の職員数は 14,440 人となっている。

URSSAF では、業務の共通化や専門化等に伴う統廃合が進んでいる。従来 1 県に複数の

URSSAF が存在したが、現在は原則 1 県 1URSSAF 体制となっている。URSSAF 職員の職種は、徴

収業務のほか、調整、研究調査、統計、会計、法務、情報処理などの業務がある。不法就労

対策が重要な業務の柱の一つであり、不法就労を取り締まる検査官が全体の 1 割を占めてい

る。 

 保険料徴収事務に従事する職員の研修・養成機関が 2 つある。ひとつは国立徴収事務養成

研究所（INFR : Institut National de Formation du Recouvrement）で、徴収事務の初期

教育及び継続訓練に当たっている。もうひとつは国立高等社会保障学校（EN3S : Ecole 

Nationale Supérieure de Sécurité Sociale）で、社会保障機関の幹部候補生を育成すると

ともに、現在の幹部の研修も行っている。 

 保険料徴収事務にかかる費用は、2005 年の場合は約 10 億 800 万ユーロで、徴収された保

険料等総額の 0.34％に相当する。費用の大半を占めるのは人件費で、全体の約 74％に当た

る 8 億 600 万ユーロに上る。 

 

 エ 保険料徴収額 

 ACOSS/URSSAF は、約 610 万口の保険料納付口座を管理している（2005 年現在）。そのうち、

企業・行政・地方自治体等の法人口座が約 380 万である。 

 2005 年の社会保障保険料徴収の総額は 3,061 億ユーロに上り、これから社会保障債務償還

金庫（CADES : Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale）による償還分 66 億ユーロ

を差し引いた実質的な徴収額は 2995億ユーロとなる。 

 保険料徴収の内訳を見ると、勤労所得に対する社会保険料・賦課金（CSG 等）によるもの

が 2193 億ユーロと全体の 72％を占めている。この他には、賃金に代わる諸手当に対する社

会保険料・賦課金が 82 億ユーロ（全体の 3 ％）、不動産や配当収入などに対する CSG が 72 億

ユーロ（同 2 ％）、その他の租税が 58 億ユーロ（同 2 ％）などとなっている。また、雇用促

進政策の一環として実施されている社会保険料減免措置に伴う国庫からの補填分は 169 億ユ
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ーロと、保険料徴収全体の 6 ％を占めている5。 

  

 オ 徴収率 

 社会保険料の徴収率は年々高まっており、2001 年の徴収率 98.9 ％から 2005 年の 99.2 ％と

高水準で推移している。とりわけ従業員 10 人以上の企業については、保険料の徴収漏れは

99.6％に達する。一方、独立自営業者については徴収率 95.3％と若干下回っているが、近

年徐々に改善傾向にある。 

 

 カ 根拠法令 

 フランスにおける社会保険料徴収に関しては、社会保障法（Code de la Sécurité  

Sociale）にその定めがある。 

 

  社会保障法 

○ 社会保障および家族手当保険料徴収連合（URSSAF）の任務に

ついて 

L.213-1条 

○ 社会保障機構中央機関（ACOSS）の任務について L.225-1条 

○ 社会保障機構中央機関と社会保障諸金庫との協力について L.225-4条 

○ 社会保障機構中央機関（ACOSS）の予算について L.225-6条 

○ 社会保障制度（一般制度の疾病保険6）の財政について L.241-1条 

○ 社会保険料の納付義務（被保険者）について L.241-7 条 

○ 社会保険料の納付義務（使用者）について L.241-8条 

○ 社会保険料の算出基準について L.242-1条 

○ 社会保険料の決定について L.242-12条 

○ 社会保険料の徴収について L.243-1条 

○ 社会保険の適用について L.311-2条、311-3条 

 

 

（2）保険料の種類及び料率 

 ア 適用 

 年齢、年金受給の有無、国籍を問わず、被用者はすべて一般制度の適用を受ける。また、

家内労働者やホテル、レストラン従業員、セールスマン、販売代理人、外交員のほか、被用

                                                 
5 2005 年に国は総額 190億ユーロの補填義務が発生しているが、一部未納のままである。 
6 老齢保険、労災保険、家族手当の財政に関する基本規定は、それぞれ社会保障法 L.241-3 条、L.241-5 条、

L.241-6条に述べられている。 
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者ではない会社代表、協同組合の組合長・理事長など Css.311-3条の規定に網羅された者は

一般制度の適用を受ける。 

 

 イ 保険料の種類 

 社会保険料の内訳は、医療保険料、老齢年金保険料、労災保険料及び家族手当保険料とな

る。これらの保険料率はデクレ（政令）により定められる（Css.L242-12）。労災保険料につ

いては政府が業種、企業規模別に基本保険料を設定し、過去の労災発生状況から保険料率を

増減させるメリットシステムが適用されており、地方疾病金庫（CRAM）が個々の企業の労災

保険料率を決定している7（Css.L242-5）。 

 保険料は、賃金全体について課される保険料と、賃金のうち一定の額（社会保障賦課上

限8）を超えない分について課される保険料とがある。社会保険料には使用者が負担する分

と雇用者が負担する分とがある。 

 さらに、各保険料のほかに、賃金労働にともなう報酬は一般社会保障拠出金（CSG9）と社

会保障赤字償還拠出金（CRDS）という二種の社会保障税の課税対象となる。両拠出金は就労

による収入あるいはそれに代わる収入（remplacement）全体の 97％について課され、

URSSAF が徴収している10。 

 URSSAF によって徴収される 2007 年の社会保障一般制度の社会保険料（労災保険料を除

く）及び社会保障供出金等の料率・税率は以下のとおりである。 

  

［賃金全体について課される保険料率］（％） 

 使用者負担 被用者負担 計 

医療保険 13.10 0.75 13.85

家族手当 5.40 ― 5.40

年金 1.60 0.10 1.70

計 20.10 0.85 20.95

 

 

                                                 
7  CRAMが決定した労災保険料率は当該企業と URSSAFに同時に通報される。 
8 社会保障賦課上限は、社会保障法の定めに従って、毎年、賃金水準の変動に応じて設定される。 

2007 年 1 月 1 日以降の社会保障賦課上限は以下の表に示す通りである。給与支払の期間ごとに額が定められ

ている。 
9 CSG は、①社会保障保険料ではなく、社会保障財源のための一種の目的税である、②収入の大半について源

泉徴収され、その際、収入の性質は問われない、③税率は、収入の種類や納税者の状況によって異なる、 

④CSG による税収は社会保障の支出（家族手当、老齢保険基礎制度の非拠出型給付、疾病保険支出の一部）

の一部に充当される。 
10 被用者給与に係る CSG の徴収を税務署ではなく、URSSAF が徴収することについては、CSG の創設時その位置づ

けがあいまいであった（税か否か）ため、給与からの源泉徴収を行っていた URSSAF がこれも同様に徴収する

ことになった経緯がある。 
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［賃金のうち社会保障賦課上限を超えない分について課される保険料率］（％） 

 使用者負担 被用者負担 計 

年金 8.30 6.65 14.95

FNAL 0.10 ― 0.10

計 8.40 6.65 15.05

 

［社会保障拠出金率］（％） 

一般社会保障拠出金（CSG） 7.50 

社会保障赤字償還拠出金（CRDS） 0.50 

 

（参考）［2007年の社会保障賦課上限］（ユーロ） 

年 四半期 月 半月 週 日 時間 

32,184 8,046 2,682 1,341 619 148 20 

 

 ウ 納付義務 

 社会保険料納付に関する法定義務は、負担義務と納付義務に分かれる。被用者は賃金から

保険料額を源泉徴収されることで納付義務を履行し（Css.L.243-1）、使用者は被用者の賃金

に係る使用者保険料の負担義務を負うとともに、労使双方の保険料の納付義務を負う

（Css.L.243-6）。したがって、徴収機関 URSSAFからの保険料はもちろん、未納・延滞保険料

の請求及び処分は使用者に対し行われる。 

 

（3）保険料徴収の実際 

 ア 納付方法等 

 いかなる雇用であっても、使用者は雇用に先立ち、事業所の住所を所轄する URSSAF に対

し事前申告しなければならない。申告を受けた URSSAF は当該情報を関係するすべての社会

保険機関に伝達する。また、使用者は採用後に賃金支払い額を申告する義務があり、かつ、

申告した賃金額を支払う義務がある。 

 保険料納付は、企業規模により毎月ごとか四半期ごとの納付となる。従業員 10 人以上企

業は原則毎月納付となり、このうち 50 人未満企業は当該月の保険料を翌月 15 日までに納付

しなければならない。50 人以上企業は翌月 5 日までに納付11しなければならない。従業員 10

人未満企業の場合は、1 月～ 3 月の第 1 四半期分を 4 月 15 日まで、第 2 四半期以降の保険料に

ついては同様に各四半期末の翌月 15 日までに納付しなければならない。（なお、従業員 10

人未満企業が毎月納付することは可能である。）国内に複数の事業所等を持つ大企業は

                                                 
11 大企業（納付額が大きい）の納付スケジュールが早い理由は、保険給付のうち家族手当が毎月 5 日に、年金

が毎月 8 日に振り込まれるため、その原資に充てるため各保険金庫口座に送金できるようにするためである。 
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ACOSSの許可を受けた上で単一の URSSAFに納付先を絞ることができる12。  

 使用者 が保 険料 を  URSSAF へ納付す る際 は、 BRC（ Bordereau Récapitulatif des 

Cotisations：保険料支払いまとめ帳票）という保険料総額を記した書類を添付しなければ

ならない。このとき、BRC に記載されるのは個々の従業員の保険料額ではなく、従業員総額

となる。個々の従業員に係る保険料額は翌年 1 月末日までに提出される DADS（Déclaration 

Annuelle de Données Sociales：社会保険年間申告）に記載されるので、URSSAF は BRC と

DADSのデータの突合せ13によりチェックを行うことができる。 

 なお、使用者は当該期間に従業員に係る保険料納付義務が発生していない場合であっても、

URSSAF あてに＜納付義務なし＞と記した文書を提出しなければならない。  

 

（個人雇用主等の場合） 

 個人雇用主がメイドなどを雇入れる場合や、興行等で芸術家や技術者を一時的に雇入れる

場合も、本来は上述の手続きが必要となるが個人や興行等の主催者が行うには煩雑な作業と

なるため（－そのために正規手続きを踏まない不法就労が少なくない）、納付事務を簡素化

する雇用小切手サービス（Chèque Emploi Service）が利用されている。このサービスを利

用すると、賃金又は報酬の支払いと併せて社会保険料の納付手続きも終了するため、社会保

険料に関する諸届出の必要が生じない。 

 

 イ 未納・滞納保険料の徴収業務 

 使用者が保険料支払い期日までに納付をせず、必要な書類（BRC など）を提出しない場合

は、URSSAF は当該使用者に対し暫定的な保険料納付見積額を決定し、納付命令書が当該使

用者に通達される。（なお、正式な納付額は支払い賃金に基づき計算された実際の保険料額

が確認された後に訂正されることになる。） 

 納付の遅れや申告漏れに対してはすべて、延滞料金（負債の利子）及び罰金が課される。 

滞納保険料に対する延滞割増は、滞納 3 カ月までは 10 ％、これを超える 3 カ月ごとに 2 ％ず

つ加算される。必要書類を提出しない場合の罰金は従業員規模により異なる。長期に滞納す

る企業に対しては、URSSAF は商事裁判所（Tribunal de Commerce）に提訴し最終的に当該

企業を精算させ先取特権により保険料を強制徴収する権限を有する。しかしながら、実際は

そこまでの権限を行使することは稀であり、企業は経営悪化等を正当理由に保険料の納付延

期を申請することができるので、こうした措置が活用されることになる。 

 2004 年 7 月～2005 年 6 月にかけて約 16 万 4,000 件の納付猶予が認められている。猶予を受

けた件数のうちおよそ半分（49％）が従業員 10 人未満の企業であった。 

                                                 
12 2,000 人以上企業の場合は国内で指定された 8 つの URSSAFが専門的に徴収することとなっている。 
13 DADS は事業主から CNAVTS（全国被用者年金保険金庫）にも送付され、CNAVTS は税務当局に当該情報を伝達す

る仕組みとなっている。これにより税務署は申告納付される被用者の所得税のチェックが可能となる。 
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 ウ 事業所に対する調査 

 正当な保険料徴収のために、URSSAF の検査官は社会保険料に関して、事業所に立入り、

従業員の給与明細、経理書類、BRC・DADS 書類、労働協約書など企業の会計及び資産を含め

た社会保険料に関する可能性のあるあらゆる書類の閲覧を要求する権限を有する。さらに、

賃金支払いを受けているすべての従業員に対し尋問する権限を有しており、申告された賃金

と実際の支払い賃金に違いがないか確認をすることができる。不法就労の調査、取り締まり

は URSSAF の業務の重要な柱のひとつであり約 1 割の資源がこれに充てられている。URSSAF

によれば、企業等による不正率は件数、保険料総額ともに 2 ～ 3 ％程度発生しているとのこ

とである。2005 年に調査の対象となったのは 2 万 7,000 社に上り、 6 万 3,000 人の従業員の

状況が検められた。通常の臨検は実施の 2 週間前に当該事業所に通告され行われる。 

 不正の疑いのある企業に対しては、抜き打ち調査が行われる。不正就労が疑われる業種と

して、土木・建設業、ホテル・飲食業、運送業、ショービジネスなどが重点的に挙げられて

いる。2005 年に不正が疑われた事案を対象とする調査は 8521 件あり、その多くは労働監督

局や税務当局、あるいは警察・憲兵などと共同で実施された。この結果、2005 年には 5,900

万ユーロの追徴保険料が発生し、また URSSAF 検査官によって 1,435 件の違反調書が取られ

ている。 

 

 エ 社会保障番号の利用による保険料徴収記録の仕組み 

 社会保障番号（NIR：Numéro d'Identification au Répertoire）は一般制度の被保険者管

理のための番号として使用されている。社会保障番号は通常子が生まれたとき出生届の提出

先である市役所等で同届の受理の際に付番される。 

 起業した事業家は、起業手続センターあるいは商工会議所、同業者団体等を通じて登録さ

れ、INSEEが管理する SIREN（Système d'Identification du Répertoire des Entreprises: 

企業識別リスト登録番号）が割当てられる。URSSAF は SIREN 番号に基づき企業の保険料納

付口座を作る。被用者ごとの保険料納付情報は、企業が URSSAFに提出する DADSに NIR 番号

付され、併せて各社会保険給付機関に送達される。つまり保険料納付記録は徴収機関

（URSSAF）と同時に各給付機関のデータベースに記録される仕組みとなっており、給付機関

は被保険者からの受給申請の際に URSSAF に納付記録の確認（受給資格確認）をする必要は

ない。 

 なお、失業保険については法定保険ではないことから NIR 番号は使用されていない。 

 

2 一般制度以外の社会保険料の徴収制度－自営業者を中心に－ 

（1）RSI の創設 

 商工業自営業者（Industriel et Commercant）、手工業職人（Artisan）、自由職業者

（Profession Libérale）などの独立自営業者の法定社会保険は、同業者ごとの互助会をベー
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スに発展してきた経緯を持ち、保険制度が多数分立していたが、近年、制度の簡略化及び統

合が進み、2006 年に創設された RSI（Régime Social des Indépendants）によりほぼ一元化

される形となっている14。 

 

図 2 RSI 創設による自営業者の社会保険制度の統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 独立自営業者の社会保険は、従来医療保険は共通であったが、年金はそれぞれの職種によ

り制度が分立しており、また、家族手当は URSSAF に納付するなどのように保険料納付先が

バラバラで煩雑であった。こうした状況を解消するため、2005 年 12 月 8 日付け省令（オル

ドナンス）において、自営業者のための社会保険料を一本化することを目的に RSI が設置さ

れた15。 

 具体的には、2006 年 7 月 1 日から、農業以外の非被用者のための医療保険金庫である全国

非被用者医療保険金庫（CANAM）、商工業自営業者と手工業職人のための年金保険金庫（全国

商工業自営業者年金保険金庫（ORGANIC）、全国手工業職人年金保険金庫（CANCAVA））の統合

が行われ漸進的に移行していたが16、2008 年 1 月 1 日より自営業者は医療保険、年金保険

（自由職業者除く）、家族手当、CSGなどの RSIへの一括納付が可能となった。 

 

（2）RSI の概要 

 ア 組織、人員等  

 RSI は、中央金庫と地方行政区分レジオン（Région）をベースに設置された 30 の地方金庫

により構成される。中央金庫である RSI は法人格を持つ団体であり、徴収した保険料は公の

使途を持つ、行政の代行機関としての位置づけとなる。他の一般制度の社会保険中央金庫と

同様に RSI も国と業務運営に関する協約（2007～2011 年）を締結している。RSI 中央金庫の

                                                 
14 自由業については、現在のところ医療保険のみ RSIに統合されるにとどまる。 
15 RSI が一般制度の URSSAF の徴収業務を行うというより、実際上は納付者にとっての納付窓口が一本化された

とする理解が適切とみられる。引き続き納付後の処理等は URSSAF等と調整し行われる。 
16 2007 年 12 月までの家族手当及び CSG の納付先は URSSAFである。 
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理事長は政令(デクレ)に基づき国が任命する。RSI 中央金庫の理事会メンバーは地方金庫の

代表者により構成される。職員数 5,315 人（2007 年 10 月末現在）、そのうち 1,074 人が中央

金庫に配置されている。各地方金庫にも理事会が設置されており、被保険者の選挙により選

出される。被保険者は現在 400 万人以上に上り、その内訳は商工業自営業者 172 万 5,000 人、

手工業職人 141 万 2,000 人、自由職業者 34 万 6,000 人となっている。財政規模（2006 年）は 

194 億 9,300 万ユーロ、そのうち医療保険が 75 億 9,400 万ユーロ、商工業自営業者の年金が 

40 億 2,800 万ユーロ、手工業職人の年金が 34 億 8,800 万ユーロ、政府関係連帯拠出金等 43 

億 8,300 万ユーロとなっている。 

 

 イ 徴収率 

 各保険料の納付先が異なっていたため金庫による徴収率の違いがあるが、平均 95％とな

っている。なお、特に徴収率が高いのは手工業職人の年金金庫で約 98％である。 

 

 ウ 保険料 

 独立自営業者に係る社会保険料は、基本的にその年の課税対象所得をベースに算定される

が、所得が確定していない場合は暫定保険料に基づき納付し、所得が確定した段階で調整さ

れる。具体的には各年 4 月 1 日及び 10 月 1 日に 2 年前の確定所得を基に半期分の保険料が計

算される。また、10 月 1 日には前年の確定所得に基づき前年納付の保険料の調整も行われる。

なお、事業開始間もない自営業者の場合（事業開始後 2 年まで）の保険料計算17 は、1 年目

の所得を 6,622 ユーロ（2007 年）、2 年目の所得を 9,932 ユーロとみなし計算され、所得が確

定した段階で再計算され調整納付となる。 

 保険料率18 は、以下のとおり。 

医療保険： 社会保障賦課上限（Plafond）19 までの稼得所得に対し、0.6％。 

同上限から同上限の 5 倍までの所得に対し、5.9％。 

老齢基礎年金： 一般制度の保険料率（労使負担分）と同等の 16.65％。ただし、保険料

納付対象は、稼得所得が最低賃金時間額20 の 200倍から社会保障賦課上

限額までの範囲となる。 

 

エ 保険料の納付方法 

 2008 年 1 月より保険料納付は RSI に統合されることとなっており、納付方法も従来と異な

るが、以下に 2007年末までの納付方法と 2008 年 1 月以降の納付方法とに分けて記述する。 

                                                 
17 ここでは医療及び老齢基礎年金の保険料計算について述べている。自営業者が実際負担する保険料はそのほ

かに義務的補足年金や手工業職人向けの障害保険などがあるが省略する。 
18 同上。 
19 2007年の年間所得の社会保障賦課上限は 32,184ユーロ。 
20 2007年の最低賃金額（SMIC時間給）は 8.44ユーロであり、同額の 200倍は 1,688 ユーロとなる。 
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2007 年末までの納付：原則、半期ごと（四半期ごとも可能）の納付、ただし自動引き落と

しの場合のみ毎月納付が可能であった。なお、保険料の種類により納付日が異なる。納付方

法は小切手や（稀であるが）現金による納付のほか、約 6 割が自動引き落としを利用してい

る。 

2008 年 1 月からの納付：納付期日が統一され、自動引き落としによる毎月納付が原則とな

る。なお、例外的に四半期ごとの納付も認められる。 

 なお、RSI は自動引き落とし率を 2011 年までに 70％とする目標を掲げている。 

 

3 失業保険料の徴収制度 

（1）UNEDIC、ASSEDIC  

 失業保険は、社会保障法典で規定する社会保険に含まれていない。したがって、法定制度

ではなく、労使の代表によって定められた中央レベルの団体協約を政府が承認するという協

約制度がとられている。失業保険料は使用者と被用者の双方が拠出し、制度の運営は全国商

工業雇用協会（ UNEDIC： Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans 

l'Industrie et le Commerce）とその地方機関である商工業雇用協会（ ASSEDIC：

Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce）によって行われる。なお、

失業者の救済は失業保険のほかに、国の予算により賄われる連帯制度がある。連帯制度の対

象となるのは失業保険制度が利用できない失業者 21となる。連帯制度による失業給付も

ASSEDIC が行っている。UNEDIC、ASSEDIC ともに社団法人法に基づき設立された非営利の民

間法人である。 

 

 ア UNEDICの組織・法人の概要等  

 UNEDIC は、1958 年 12 月 31 日の労使の中央団体の協定により創設された。全国に 30 箇所

の地方機関 ASSEDICを擁する。UNEDIC/ASSEDICの職員数は約 1 万 4,000 人。UNEDIC の代表は

使用者又は被用者の代表から任期 2 年で交互に選出される。 

 UNEDIC の収支（2005 年）は、収入 263 億 7,900 万ユーロに対し支出 297 億 300 万ユーロで、

33 億 2,400 万の赤字となっている。収入のうち失業保険料が 257 億 600 万ユーロ（97.4％）、

支出のうちの失業給付が 262 億 8,800 万ユーロ（同 88.5％）となっている。支出うち管理経

費は 12 億 8,400万ユーロであり、保険料納付収入に対し 5.0％となる。 

 

 イ 徴収機関（ASSEDIC） 

 州の行政区分に対応する形で全国 30 箇所に設置されている ASSEDIC が、失業保険料徴収

機関となる。原則として徴収は ASSEDIC が行うが、パリ地域だけは異なり、同地域では

                                                 
21 失業給付期間終了後も失業状態にある者など。 
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ASSEDIC は給付のみを担当し、徴収業務は GARP（Groupement des Assedic de la Région 

Parisienne： ASSEDICパリ地方グループ）が行っている。  

 

（2）失業保険料の徴収  

 ア 適用対象  

 適用企業数は約 160 万、その 9 割以上は従業員 10 人未満の企業となっている。被保険者数

（被用者）は約 1,624 万人（2003 年 3 月）。民間部門で雇用されるすべての被用者が対象とな

る。公務部門については、特別な協約がある場合の有期の契約職員や嘱託などの非公務員が

対象となる。 

  

 イ 保険料  

 保険料の対象となる賃金は、社会保険料の算定対象と同様に税及び社会保険料控除前の賃

金となる。ただし、失業保険料の算定上限は社会保障賦課上限額の 4 倍の月額 10,728 ユー

ロ（2007年）となっている。 

 保険料率は、労使交渉によって決められ、状況に応じて変更される。2007 年現在の保険

料率は、使用者負担が 4.0％、被用者負担が 2.4％である。 

 

 ウ 徴収率 

 徴収率は 98％程度。22 

 

 エ 納付方法 

 企業に対して毎月（従業員 10 人未満企業は四半期ごとに）ASSEDIC から払い込み通知書

が送付される。それに基づき、企業は賃金総額を申告し失業保険料を算出する。払い込むべ

き保険料が発生しない場合にも、企業は＜納付なし＞と記入してその通知書を ASSEDICに送

り返さなければならない。なお、払い込み通知書が届かない場合にも、企業は失業保険料を

納付する義務がある。その場合は、自由書式により納付額を申告する。 

 失業保険料の納付は、社会保険料と同様に、従業員 10 人以上企業は毎月、10 人未満企業

は四半期ごとに企業の所在地を管轄する ASSEDIC に納付される。なお、年間の納付額が 80

ユーロに満たない場合は年一回の納付となる。失業保険料の支払いは、通常、口座自動引き

落とし又は小切手による。 

  

 オ 滞納に対する罰則 

 滞納については、社会保険料と同じ 10 ％のペナルティー、年間申告書の未提出について

                                                 
22 UNEDIC担当者からの聞き取りに基づく。 
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は、従業員 1 人あたり 1 月 7.50ユーロとなる。 

 

第 3 節 保険料徴収制度（一般制度）の推移 

 「一般制度」における社会保険料の徴収は、ACOSS/URRSAF 体制により一元的に徴収が行

われているが、1945 年の社会保険制度の発足当時からいくつかの変遷を経て現在の制度－

徴収と給付の分離－が確立されている。 

 まず、一般制度が構築された 1945-46 年当時は、全国社会保障金庫が家族手当を含め社会

保障の各給付に関する業務を担当しており、地方・地域においては実際の給付窓口業務を行

う初級社会保障金庫及び家族手当金庫が保険料の徴収を行っていた。 

  

図 3 1945-46 年：全国的な社会保障制度の創設時（～給付と徴収を一体運営～） 

 

 その後、保険料を専ら徴収する機関をつくることが効率的と考えられるようになり、1952

年 4 月 14 日付けの法律により保険料徴収機関の創設が規定され、1960 年 5 月 12 日政令にお

いてこれが義務付けられた。こうしたことを背景に図 4 のように、現在の URSSAF のような

統一的な保険料徴収機関を設置している県・地域と、従来どおり給付機関が保険料徴収を行

っている県・地域が混在する状況がみられた。 
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図 4 1950 年代半ばの徴収制度（～徴収機関の一部導入～） 

 

 

 その後、1967 年 8 月 21 日のオルドナンス（勅令）に基づく社会保障の大きな改革が行わ

れた。具体的には、全国社会保障金庫が医療保険（労災含む）、老齢年金及び家族手当の 3 

つの給付機関に分割されると同時に、財政均衡の確保を図るために URSSAF が徴収する保険

料を一元的に管理する組織として ACOSSが創設された。これにより、給付部門と徴収部門の

分業体制が確立された。 

 

図 5 1967 年以降の徴収制度（～給付と徴収の分離～） 

 

 

第 4 節 保険料徴収をめぐる最近の動き 
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に適用される一律制度の導入を当初企図したが、職域内部における既得権益の保護を理由に

いくつかの職業団体からの反対を受けて全職種をカバーする制度の構築ができなかった。そ

の結果、商工業部門の被用者のための一般制度をはじめ、公務員、自営業者、農業などの職

域別の制度がモザイク状に共存する状況となった。なお、失業保険については前述のとおり

法定社会保険に含まれていないが、これは社会保障制度の創設当時のフランスでは現在ほど

被用者比率が高くなく、また深刻な失業状況にはなかったこと、また失業状態は一時的なも

のでありいずれは元の職種・業種に再就職するものと考えられていたことから、失業保険を

導入するというインセンティブがなかったとされる23。 

 こうした中で、近年就業構造の変化等から就業者に占める被用者の割合（約 84％）が高

まっていること（一般制度のシェアがますます高まっている）や、特別制度の被用者（公務

員や公共輸送、電気・ガス等の公益事業体などの職員・従業員）のほとんどは一般制度の被

用者と同じような就業実態にあるので「同じ権利を付与すべき、そのためには同じ給付機関

とすべき」との議論があることから、政府もこの方向で改革を進めていく方針を持っている

とみられる。24 

 つまり、フランスでは、社会保険制度における「徴収」というよりも職域ごとに分立する

「制度」の統合という議論が中心となっている。もっともこの制度の「被用者部門の一元

化・統合」は特別制度の既得権益があり、実際には難しい問題となっている。 

 なお、商工業自営業者、手工業職人、自由職業者などの自営業者部門は、Ⅲの「一般制度

以外の社会保険料の徴収制度」で述べたとおり、RSI の創設による一元化が進んでいる。 

 

2 職業紹介機関と UNEDICの統合に伴う社会保険料及び失業保険料徴収一元化の動き 

 2007 年 11 月、職業紹介サービス機関 ANPE と失業保険機関 UNEDIC との統合法案が閣議決

定された。同法案の成立後は 2012 年までに両機関が統合され、これに伴い失業保険料の徴

収機能は URSSAFに移管される予定となっている。（同法案の国会提出は 2008 年 1 月） 

 フランスでは、我が国の公共職業安定所のように職業紹介サービスと失業給付サービスを

同じ機関が行う制度とはなっておらず、失業者が失業保険給付を受けるためには、まず

ANPE で求職者登録をした後に、失業給付機関である ASSEDIC に出向く必要がある。ANPE と

ASSEDIC とは別の場所にあるためできるだけ早期に再就職をしたい失業者にとっては不便な

ものとなっている。 

 こうした状況を改善するため、2006 年 5 月 5 日に ANPE と失業保険制度を運営する UNEDIC

は諸手続きおよび窓口の一本化を図る協定を結び段階的にワンストップ化を図っていくこと

としていたが、人員削減や希望しない人事異動等を懸念する労組側の反発が起きていた。こ

のため、自らの大統領選において雇用失業問題の解決を公約に掲げたサルコジ大統領は、職

                                                 
23 健康保険組合連合会「欧州の医療保険制度に関する国際比較研究」P107 
24 仏保健省の Elizabeth Lion 氏（Conseillère technique auprès du Directeur）からのヒアリングに基づく。 



－ 111 － 

業紹介サービスと失業給付サービスの融合が失業者の再就職支援に大きく資するものである

と認識し、これを進めるため ANPE と ASSEDIC/UNEDIC との統合後との統合を図るための法案

策定を現経済産業雇用大臣に指示するに至ったものである。 

 「統合」法案によれば、 ANPE と UNEDIC との統合により「フランス雇用（ France 

Emploi）」が創設され、これに伴い失業保険料の徴収業務がこれまでの ASSEDIC から URSSAF

に移管される予定となっている25。なお、UNEDIC/ASSEDIC において現在徴収業務に携わる職

員数26は、全体の約 1 万 4,000 人の一割の 1,400 人とみられるが、これら職員が統合後に

ACOSS/URSSAFに配転されるとみられる。 

 失業保険料徴収業務が URSSAF に移管されることに対し、UNEDIC 側も企業にとって納付窓

口が URSSAF にすべて一元化されることによる負担軽減とともに、保険料の不正（届出しな

いことによる保険料不払いなど）に対する強化が図られるとする意見がある。社会保険料に

関する URSSAF の調査権限及び体制に比べ、UNEDIC には保険料検査官が配置されていないな

ど調査体制が不備27であるため、こうした点が強化されるとみる。 

 

図 6 ANPE と UNEDIC が統合された後の社会保険料及び失業保険料等の徴収の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 「フランス雇用」に移管されず UNEDIC に残る業務は、受給資格設定や失業保険料率の決定などが考えられて

いるが、それら業務のための人員は現在約 100～200人程度と想定されている。 
26 参考までにそれぞれの職員数は、ANPE 約 2 万 5,000 人、ACOSS／URSSAF 約 1 万 4,900 人、UNEDIC／ASSEDIC 

約 1 万 4,000人。 
27 不正に対しては、必要な場合弁護士を活用し司法手続きをとるなどの対応をしている。保険料支払いのため

の督促状送付など URSSAF で一般的に行われている対策も 3 年ほど前から実施されるようになったように

UNEDIC の不正対策は十分ではない面がある。 

被用者 

↓ 

事業主 

社会保険料 一般社会保障拠出金 

URSSAF 

ACOSS 

CNAVTS CNAMTS CNAF 

年 金 医療（労災含む） 家族手当 
職業紹介サービス及び 

失業保険業務に係る新組織 

+ 失業保険料 



－ 112 － 

 他方、統合による懸念としては、以下のように失業保険制度の運営に関するものとなって

いる。 

 ―労使の主体性保持の問題：「フランス雇用」は政労使の三者構成の運営となるため、

UNEDIC 側の最大の懸念は、これまで労使自治により運営されている失業保険制度に対

し労使の主体性が今後いかに確保されるかである。具体的には、徴収した失業保険料

の管理が十分できなくなるのではないか、年金財源など今後明らかに赤字になること

が予想されている分野に失業保険料が流用されるのではないかなど、「フランス雇用」

の財源がどのように措置されるかについての UNEDIC の関心は高い。 

 ―処遇面：事実上公務員待遇の ANPE 職員、同じ民間部門ではあるが賃金水準が異なる

URSSAF と UNEDIC の職員をいかに処遇していくかが課題となる。特に UNEDIC 職員の賃金

水準は相対的に他の機関の賃金より高いため28、配転後も従前の水準が確保されるかに

ついて関心が高い。また、職種の転換に対する懸念も挙げられている。 

 ―データベース：社会保険料において利用されている NIR（社会保障番号）は、失業保

険には使用されていない。失業保険では独自の被保険者 ID 番号が使用されているため、

これらデータ処理の統合の問題が残ることとなる。 

 ―企業情報の管理機能：UNEDIC/ASSEDIC から失業保険料徴収機能がなくなることによ

り、それまでの徴収業務を行うことで企業から得られた新規採用をはじめとした各種

の情報が、URSSAF に移管後も職業紹介・失業給付機関である「フランス雇用」におい

ても有機的に活用されるようになるかどうかの懸念がある。 
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第 5 章 カナダにおける社会保険・労働保険の徴収事務一元化の実態と課題 

 

第 1 節 社会保険及び労働保険の保険制度 

 

1 カナダにおける社会保障制度の概要 

 カナダの社会保険制度には年金、雇用保険、労災保険制度がある。これらを日本のように

社会保険、労働保険といった便宜的な区別はしていない。 

 年金と雇用保険は連邦政府のカナダ人的資源技能開発省（Human Resources and Skills 

Development Canada：HRSDC）が所管している。給付金の支給は同省が行うが、保険料の徴

収事務は連邦政府の一機関であるカナダ歳入庁（Canada Revenue Agency：CRA）が行ってい

る。同省と歳入庁のこの役割分担は 1966 年の年金法の制定以来、続いているものである。 

 年金と雇用保険の保険料は給与所得税（payroll tax）と呼ばれ、被用者であれば所得税

とともに給与天引きにより徴収される。歳入庁が保険料と所得税を一緒に徴収する仕組みは、

徴収窓口の一本化が納付者にとっても政府にとっても効率的であるとの考え方に基づく。一

方で、給付と徴収は別々の機関が所管しているが、各々の機関が効率的に実施しており徴収

費が抑えられ運営費節減になっているためメリットがあると考えられている。 

 労災保険については各州政府が所管し、制度の内容も州ごとに異なる。各州法により各州

に設置された労災補償局があらゆる権限をもって運営している。いずれの州でも、事業主か

らの保険料徴収、労働者への補償金支給ともに労災補償局が行っている。 

 なお、カナダの社会保険には医療保険も含まれるが、医療保険は医療費を一般財源（税）

でまかなっており保険料としての徴収はないのでここでは扱わない。 

 

2 年金保険制度 

（1）概要 

 カナダの年金制度は 3 階建てになっている。 1 階と 2 階は公的年金、 3 階は私的年金であ

る。 

  1 階部分は基礎年金にあたる老齢年金保障で、2 階部分は所得に応じて徴収し給付される

カナダ年金プランである。これらの公的年金は連邦政府のカナダ人的資源技能開発省が所轄

する。なお、ケベック州だけは州が独自の制度、ケベック年金プランを管理している。ただ

し、内容はカナダ年金プランとほぼ同じなので、以下はカナダ年金プランについて記述する。 

  3 階の私的年金には企業年金と個人年金がある。企業年金の主なものとしては登録年金制

度（Registered Pension Plans: RPSs）があげられる。通常、労使双方が掛金を拠出し、完

全積立方式に基づき運営されている。個人年金としては登録退職貯蓄制度（Registered 

Retirement Savings Plans:RRSPs）と呼ばれる制度がある。 
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（2）基礎年金（老齢年金） 

 ア 概要 

 基礎年金は老齢年金保障（Old Age Security: OAS）である。一般に老齢年金（Old Age 

Pension）と呼ばれている（以下、老齢年金）。給付および運営費は、すべて一般財源(税)か

らまかなわれる。したがって保険料の徴収はない。給付金は所得として課税の対象となる。 

 基礎年金（老齢年金）給付には「老齢年金」、「補足所得保障（ GIS）」、「手当

（Allowance：AL）」、「遺族手当（Allowance for the Survivor：ALW）」―の 4 種類がある。1 

 基礎年金の主な給付金である「老齢年金」は、カナダに居住する 65 歳以上のすべての人

の最低限の所得を保障するものである。支給は 18 歳以降カナダに 10 年以上居住しているこ

とが要件となっている。就業の有無は問わない。所得比例年金への加入の有無に関係なく受

給できる。海外に住んでいても給付を受けることができる。その場合は 18 歳以降に最低 20

年間カナダに居住していたことが要件となる。「老齢年金」の満額は 2007 年 1 ～ 3 月期で月

額 491.93 カナダドル（約 5 万 826円）2 である。 

 「老齢年金」の給付水準は高くない。そのためこれを補足する制度として「補足所得保

障」、「手当」、「遺族手当」がある3。 

 これらの補足制度の給付金は所得調査を経て拠出される。単身か配偶者がいるかによって

も受給額は異なる4。「手当」および「遺族手当」の受給者が 65 歳に達すると「老齢年金」

や「補足所得保障」に切り替わる。所得によっては生活保障も受給する。 

 「補足所得保障」の給付は 65 歳以上の老齢年金（基礎年金）受給者に限られている。

「手当」は 60～64 歳で 18 歳以降にカナダに 10 年以上居住していたこと、かつ配偶者または

法的パートナー（同性・異性にかかわらず）が「老齢年金」と生活保障5 の受給資格を満た

していることが要件となっている。 

 実は「老齢年金」に「補足所得補償」や「手当」を加えてもカナダの年金受給額の合計は

最低保障所得の水準には届かない。ただ、カナダの高齢者の貧困者比率は 5 ％未満と先進国

のなかで最低のグループに入っている（高山、2002）。 

 なお、老齢年金（基礎年金）受給者のうち高所得者に対しては「クローバック(claw 

back)・システム」と呼ばれる給付金払い戻し制度がある。この制度は 1989 年、連邦政府の

赤字対策の一環として導入された。基礎年金給付を含めた所得が年 5 万ドル（約 516 万円）

                                                 
1 HRSDC提供資料 
2 出典はサービスカナダ（http://www.hrsdc.gc.ca/en/isp/oas/oasrates.shtml）。円への換算は CAN$1.00＝

\103.32 による。 
3 高山憲之、2002（『海外社会保障情報』No.139） 
4 老齢年金に補足制度を加えても最低保障所得（いわゆる貧困線所得）と比べ、カナダの基礎年金水準は低

い。ただし、高齢者の貧困者比率は 5％未満で主要国のなかでは最も低い層に属す。高山憲之、2002（『海

外社会保障情報』No.139）  
5  生活保障（低所得保障、low-income supplement）は公的扶助である。所得調査を経て決定する。65 歳で老

齢年金保障を受給していること、かつ年間所得が低いことが受給要件。この場合の所得は個人の所得。年金

受給者に配偶者または法的パートナー（同姓・異性にかかわらず）がいる場合は家族の所得。 
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を超える受給者は、翌年の所得申告の際に基礎年金給付の一部または全額を連邦政府に払い

戻さなければならない。 

 ただ、このシステムによる減額対象者は基礎年金受給者の約 5 ％（全額返金者はそのうち  

2 ％）にとどまっている。また私的年金への税制優遇措置により、高所得者ほど高い恩恵を

受ける仕組みもある。これらの点を考慮すると、全体としてカナダの「税による高齢者への

給付や恩恵はほぼ普遍的（universal）に与えられていると考えるべき」（高山、2002）6とい

われている。 

 なお所管省である人的資源技能開発省は、所得調査の際に必要な情報をカナダ歳入庁に照

会する仕組みになっている。ただ、プライバシー法（Privacy Act）により個人情報の扱い

は厳しく規制されており、こうした情報共有に関しては省庁間で法をさらに細かく制限する

「覚書」が交わされている。 

 

 イ 制度に係る根拠法令 

老齢年金法(Old Age Security Act)。1952 年制定。 

 

 ウ 運営機関・体制 

 基礎年金、所得比例年金はともに人的資源技能開発省が所轄している。制度や給付金など

に関する問い合わせや相談は各地のサービスカナダ・センター（Service Canada Centres）

を通して管理している。 

 サービスカナダ（Service Canada）は 2005 年、人的資源技能開発省の傘下に設置された

組織である。国民がひとつの窓口（ワンストップ）で簡単に複数の行政サービスを受けられ

ることを目的とし電話、インターネット、郵便、窓口相談などすべてをカバーする「キオス

ク」を目指す。現在、通話料無料で年金、雇用保険、社会保険番号、パスポート申請に関す

る照会や相談を受けている。全国 320 カ所に 2 万人のスタッフを配置し現地出張サービスや

携帯電話に対応するほかホームページを通したオンラインサービスを行っている。またサー

ビスカナダは連邦や州政府などの行政機関と連携し効率的なサービス提供を行うという使命

も与えられている。 

 設立は法によっていない。将来、人的資源技能開発省傘下の「庁」とするか、独立した連

邦機関とするかは現在のところ未定という。また、発足以降の成果や組織の評価についてカ

ナダ政府は、設立後 2 年間の試行期間を経た現段階では時期尚早としている。 

 

 エ 保険の収支状況 

 1 階部分にあたる老齢年金の支出は、2005 年度推定で 29 兆 7,000 億ドルである。保険料は

                                                 
6 高山憲之、2002（『海外社会保障情報』No.139） 
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一般財源から支出しており徴収していない。今後 20 年、30 年の間に倍増すると見込まれて

いる7。人的資源技能開発省による運営費は、2003 年度推定 2 億 9,800 万ドルで、その年支

払われた給付金の総額の 1.1 ％となっている。支給額に対する運営費のこの比率は通常は

5 ％程度といわれている。 

 

（3）所得比例年金（カナダ年金プラン） 

 ア 概要 

 年金制度の 2階部分にあたる所得比例年金のカナダ年金プランは、被保険者が退職、傷害、

死亡に直面した際に部分的な所得の代替を行うものである。所管するのは連邦政府の人的資

源技能開発省で、ほかの社会保険とは別の独立した会計勘定（基金）をもつ。基金の管理は

同省傘下のカナダ年金プラン投資協議会（CPP Investment Board：CPPIB）が行っている。

給付金は保険料と基金運用による利益からまかなわれている。 

 カナダ年金プランはカナダのすべての被用者と自営業者をカバーしている。ただしケベッ

ク州だけはケベック年金プラン（Quebec Pension Plan：QPP）を独自に運営している8。た

だ、ケベック年金プランの制度の内容はカナダ年金プランとほとんど変わらないので、ここ

ではカナダ年金プランについて記述する。 

 給付金の支給は人的資源技能開発省が行っている。給付金の支給対象は 18 歳から 70 歳ま

でで、60 歳からの繰上げ受給、70 歳までの繰り下げ受給ができる。65 歳から 70 歳までは希

望により加入が可能となっている。給付水準は、被保険者が保険料を収めた期間の平均標準

報酬月額の約 25 ％で、65 歳の平均月額は 473.09 ドル（2006 年 10 月、約 4 万 8,406円）。 

 保険料はカナダ歳入庁が徴収している。保険料は①被用者②事業主③自営業者から徴収さ

れる。2006 年の保険料率は 9.9 ％で、労使はこれを折半（4.95％ずつ）、自営業者は労使負

担の合計額を負担する。政府も一事業主として保険料を納める。保険料の対象となる所得に

は上下限が設けられている。 

 なお、基金を運用するカナダ年金プラン投資協議会は、連邦投資規定にのっとり民間の年

金基金に準じて運用している。協議会は議会、連邦および州政府の財務長官に対して運用状

況について説明責任を負うが、カナダ政府からは一定の距離をおいた関係を保つ。メンバー

は連邦および州と協議した上で任命される。 

 

 イ 制度に係る根拠法令 

 カナダ年金プラン法（Canada Pension Plan, Act）。1966 年制定。主な内容は次のとおり。 

 

                                                 
7 HRSDCへのヒアリングによる。 
8 カナダ年金プラン法では、州政府がカナダ年金プランに相当する独自のプログラムを創設した場合、連邦政

府が運営するプランの管理から脱退することができるとされている。Social Security Programs Throughout 

the World: The Americas, 2005 (released March 2005), Canada.  
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○第Ⅰ部（PartⅠ） 

 歳入庁が保険料の徴収を行う。社会保険番号により保険料収納状況、所得情報を記録する。 

○第Ⅱ部（PartⅡ） 

 人的資源技能開発省が給付に関する管理責任を負う。 

○第Ⅲ部（PartⅢ） 

 財務省が 3 年ごとに財政を見直し、カナダ年金プラン投資協議会が財政面を見直す。 

 財政機関に対する指導監督府（会計長）（Chief Actuary: Office of the Superintendent 

of Financial Institutions）は制度の持続性を監視し、制度改正などによって発生する費

用や効果を計算する。また 3 年ごとに会計監査報告を作成する。 

 

 ウ 運営機関・体制 

 年金制度 1 階部分の老齢年金と同様、カナダ年金プランの所轄省は人的資源技能開発省で

ある。ただし、連邦政府は実質の管理を行うものの、制度そのものに関する責任は各州政府

とで共有するものとされている（ケベックは自州で管理）9。そのため法改正はカナダの人口

の 3 分の 2 を代表する、3 分の 2 の州政府の同意がなくては成立しない。 

 給付関連サービスの体制として、全国 12 の地域事務センター（Regional Processing 

Centre）を設置しており、首都のあるオンタリオ州に 3 カ所、その他の州に 1 カ所ずつある。

全国 8 カ所のコールセンターでは、あるセンターの電話回線がふさがると自動的に別のセン

ターにつながるようになっており時差を利用して全国からの問い合わせに対応している。窓

口業務は全国 320 カ所に設けられてはいるが 2007 年より完全予約制で応対している。前述

した 2005 年創設のサービスカナダも窓口のひとつである。 

 

 エ 保険の収支状況 

 カナダ年金プランは所得比例による保険料の収入および投資による運用益で運営されてい

る。おおざっぱにいうと基金の収入のうち 7 割が保険料、3 割が運用益である。 

 2006 年 3 月末現在、カナダ年金プランの会計は資産 1,028 億ドル、負債 17 億ドルで、実

質資産は 1,011 億ドル。財政は「安定状態」にあるという。 

 保険料収入は 301 億ドル（2006 年実質）である。ここから保険料の徴収費 1 億ドルが支払

われている。保険料 1 ドル徴収するためにかかる費用は 0.33 セント、つまり徴収費率

0.33％と算出できる10。 

 

 

 

                                                 
9 HRSDC提供資料 
10 Canada Pension Plan, Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2006,HRSDC 
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カナダ年金プラン概要11 

○保険料納付者数 1,600 万人（2004 年 12 月）

○給付金の受給者数 400 万 6,000 人（2006 年 3 月）

収支(2006 年) 

○資産 1027 億 9,800 万ドル（実質）

○負債 16 億 7,700 万ドル（実質）

収入 

○保険料収入 301 億 1,700 万ドル 

○投資による運用益 130 億 3,200 万ドル（実質）

支出 

○給付金 249 億 7,700 万ドル（実質）

○運営費 4 億 6,200 万ドル（実質）

徴収費 

○徴収費 1 億      100 万ドル 

保険料 1 ドルあたり 0.33 セント(1 億ドル÷301 億ドル)

  

 オ 保険料の徴収について 

（ｱ）保険料適用者（拠出義務）の範囲 

 所得比例年金であるカナダ年金プランは、カナダで働く年収 3,500 ドル以上の被用者と自

営業者に保険料が適用される。非正規労働者も適用対象となっている。年収 3,500 ドル以下

の者と季節農業従事者などの一時的就労者は適用除外である。 

 保険料計算の対象となる所得には上限（年間最高年金所得、YMPE）があり、それ以上稼い

でも納付する保険料は増えない。2007 年の上限所得は 4 万 3,700 ドル（2007 年）である。年

間最高年金所得は製造業の平均賃金にリンクしており毎年 1 月に改定される。保険料計算対

象（賦課ベース）となる収入の下限にあたる年間基礎控除額（YBE）は 1998 年から 3,500 ド

ルに凍結されている。 

 

（ｲ）保険料適用者数 

 保険料納付者数は 1,600 万人（2004 年 12 月現在）となっている。 

（ｳ）保険料率 

 保険料率は 9.9％（2006 年）で、労使はこれを折半（4.95％ずつ）、自営業者は労使負担

の合計額を負担する。人的資源技能開発省によるとカナダ年金プランの財政は現在「安定状

態」にあり、現在の料率のままであれば 2012 年までの間、資産の 25％は剰余金として運用

できるとしている12。 

 

 

                                                 
11 HRSDC提供資料 
12 HRSDC 提供資料 
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カナダ年金プラン保険料、保険対象所得上限の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     注：保険料率は 1997年に「T1」申請による税金還元（969ドルが上限）がある場合は 3.0％に設定

された。 

     出典：カナダ歳入庁（CRA）ホームページ 
 

 

カナダ年金プラン 基本控除額（2006、2007 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：カナダ歳入庁（CRA）ホームページ 

 

（ｴ）保険料計算対象の所得の範囲 

 保険料計算対象となる所得（賦課ベース）は、所得から年間基礎控除（YBE）の 3,500 ド

ルを差し引いた額となっている。 

 

カナダ年金プラン保険料徴収費(2006 年) 

保険料総額 徴収費 収納額に対する徴収費率 

30億 8,500万ドル 1,400万ドル 0.4％ 
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（ｵ）徴収機関との情報共有について 

 人的資源技能開発省は、老齢年金とカナダ年金プランの給付額の算出や傷害年金の継続適

用に関する審査に必要な情報を歳入庁に照会し、収入の記録や保険料納付状況の記録などを

提供してもらう。また歳入庁のもつ所得情報を活用して、老齢年金（基礎年金）やそれを補

う各種手当の資格を決定する。なお、国外に居住するカナダ人へのカナダ年金プランの支給

にかかる妥当な税率は歳入庁が決定する。通常の税率は 25％で、低収入者には率を下げて

考慮する。13 

 

3 雇用保険制度 

（1）概要 

 カナダの雇用保険制度は連邦政府のカナダ人的資源技能開発省（HRSDC）が所管している。

労働関係法についていえば、雇用保険以外は各州の所管にゆだねられているので、その意味

では例外的な存在となっている。 

 雇用保険制度は 1941 年の失業保険法制定にはじまり 1971 年の改正を経て 1996 年 6 月、全

国職業訓練法と統合して雇用保険法となった。従来の給付設計を大幅に修正し雇用促進型の

積極的労働市場政策に連動させる立法として、現在に至っている。 

 雇用保険も年金と同様、給付は所管省が行い保険料徴収はカナダ歳入庁（Canada Revenue 

Agency：CRA）が行っている。1941 年の法制定当初は現在の人的資源技能開発省にあたる雇

用移民省（Department of Employment and Immigration）が徴収も給付も管理していたが、

1971 年の法改正の際に徴収事務の権限を歳入庁へ移管し現在に至っている。 

 

（2）制度に係る根拠法令 

 雇用保険法（Employment Insurance Act）は 2 部構成となっている。 

○第 1 部(Part I) 

 失業期間中の所得給付（Income Benefit）制度 

○第 2部(Part II) 

 積極的再雇用給付（Active Re-Employment Benefit）制度 

雇用支援措置(Employment Support Measures)制度  

 

（3）運営機関・体制 

 雇用保険は人的資源技能開発省が所管するが、運営は同省傘下のカナダ雇用保険委員会

（Canada Employment Insurance Commission）に委任されている。保険料徴収は歳入庁が行

い、徴収の根拠となる保険資格についても責任を負う。 

                                                 
13 HRSDC 提供資料 
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 雇用保険委員会は 2005 年 6 月、カナダ人的資源技能開発省法（24 条）により設置された。

政労使の三者で構成され、労使の委員（各 1 名）の任期は最長 5 年となっている。主な任務

は①雇用保険の運営②雇用に関するサービス③労働市場における人材の活用と開発―の 3 本

柱（人的資源技能開発省法 24 条）となっている。また雇用保険法により保険料率の設定

（雇用保険法 66 条）を行うほか、年 1 回の『モニター調査および評価報告（ Annual 

Monitoring and Assessment Report）』のとりまとめ（同 3 条）を行う。同報告では法令改

正などの効果や影響に関する調査結果と委員会の見解を公表している。 

 

（4）保険の収支状況 

 雇用保険会計のバランスシートをみると、雇用保険財政は 2005 年度末現在、514 億 4,443

万 1,000 ドル（約 5 兆 3,152 億 3,861 万円14）の黒字となっている。前年度より 4.3％、21 億 

3,885万 9,000 ドル増えている15。 

 雇用保険会計の収入は 183 億 1,892 万 7,000 ドル（2005 年度）で、うち保険料収入は 169

億 1,665 万 9,000 ドル、収入全体の 9 割強を占めている。 

 支出は 160 億 5,032 万 8,000 ドルである。内訳は①給付金等 144 億 1,841 万 6,000 ドル（支

出全体の 89.8％）②管理費 15 億 7,624 万 4,000 ドル（同 9.8 ％）③負債損失 5,566 万 8,000

ドル（同 3.4％）―となっている。なお②管理費には歳入庁に支払う徴収費用が含まれて

いる。前年度と比べると、支出全体では前年度より 20.8 ％、3 億 3,428 万 6,000 ドル減って

いるが、管理費だけをみると前年度より 2.2％、3万 4,585 ドル増えている。 

 

雇用保険の財政（2005 年度） 

収入 

 うち保険料 

183億 1,892万 7,000 ドル

169億 1,665万 9,000 ドル （収入全体の 9割強)

支出 

 うち①給付金等 

②管理費 

③負債損失 

160億 5,032万 8,000 ドル

144億 1,841万 6,000 ドル

15億 7,624万 4,000 ドル

5,566万 8,000 ドル

(支出全体の 89.8％)

(同 9.8％) 

(同 3.4％)

 

 連邦政府は保険料率を 1994 年(3.07％)から 13 年連続で引き下げている。カナダ商工会議

所によると、労使からは料率が依然として高すぎるとの批判がある。また使用者側にはそも

そも雇用保険は一般税収からまかなうべきとの意見がある。失業中の所得保障という雇用保

険の当初の目的が、出産手当や児童手当などの拡充によって拡大されていることを不満とし

                                                 
14 1カナダドル＝103.32円で換算。以下すべてこの為替レートを使用。 
15
 

Employment Insurance Account, Report on the financial transactions for the year ended March 31, 

2006, HRSDC 
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ているもので、同会議所の担当者は「手当の支給には賛成だがこうした社会保障費用は一般

税収からまかなってほしい」とコメントしている。 

 

（5）保険料の徴収 

 ア 保険料適用者（拠出義務）の範囲 

 雇用保険の保険料はすべての被用者からカナダ歳入庁が徴収している。 

 

 イ 保険料適用者数 

 雇用保険料が適用される事業所数は 100 万カ所で、適用労働者数は 1,500 万人となってい

る（いずれも 2005 年度）。 

 

 ウ 保険料率 

 2007 年の保険料率は労働者 1.80 ％、使用者は 2.52 ％である。つまり労働者の週当たり保

険対象賃金 100 ドルあたり 1.80 ドル（約 185 円）、使用者は労働者の 1.4 倍にあたる 2.52 ド

ル（約 260 円）支払う。保険対象所得の上限は年間 4 万ドル（2007 年）である。したがって

被用者個人が給与から天引きされる保険料は最大 720.00 ドル（約 7 万 4,390 円）、使用者が

支払う従業員 1 人当たりの保険料は最大で 1008.00 ドル（約 10 万 4,146 円）となっている。

連邦政府は保険料率を 1994 年の 3.07％から 13 年連続で下げている。なお保険料は前年の収

入に基づいて支払い年末調整を行う仕組みとなっている。 

 

雇用保険料および保険対象所得上限の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  注：ケベック州の雇用保険料率は労働者 1.46％（2007年）。 
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 エ 保険料の徴収費 

 2006 年に納付された保険料は 170 億ドルで、運営費は 16 億ドルである。これらの数字か

ら保険料 1 ドル徴収するのにかかる運営費は約 10 セントとなる。 

 徴収権限が歳入庁に移管される直前の 1970 年と直後の 1971 年の運営費について人的資源

技能開発省サービスカナダの担当者は当時の資料がないためわからないと回答している。 

 

 オ 雇用保険料収納（納付）記録システム 

 人的資源技能開発省は 2 つのコンピュータシステムをもつ。年金と雇用保険の給付金を管

理する「給付金支払いシステム（Benefit Payment System）」、年金と雇用保険料の納付状況

を管理する「人的資源技能開発省会計受取勘定システム（ Departmental Account 

Receivable System：DARS）」である。保険料を徴収する歳入庁は DARS へのアクセス権をも

っている。 

 

 カ 徴収機関との情報共有について 

 人的資源技能開発省は徴収を行う歳入庁との情報共有を行っているが、情報の共有はプラ

イバシー法および歳入庁との間で交わされている覚書により厳しく規制されている。 

 歳入庁には年金や雇用保険の受給資格に関する判定を行う判定官という専門官がおり庁内

だけでなく給付を担当する人的資源技能開発省などからの要請に応じて調査を行いその結果

を提供する仕組みになっている。たとえば判定官が判定に必要な税の納付状況を庁内の監査

部局に問い合わせるときは税関連の情報共有のルールに従わねばならず、また判定結果を人

的資源技能開発省に提供するときは省庁間の覚書にある細かい規定に則って内容を精査しな

ければならない。 

 

 キ その他（法制定までの経緯） 

 社会保障研究所編『カナダの社会保障』によると16、第一次世界大戦、1929 年の経済大恐

慌を経て 1930 年代は失業問題が連邦政府にとって大きな課題となっていた。1935 年、カナ

ダ連邦議会は失業保険法を通過させたものの、最高裁判所は 1937 年に違憲判決を下した。

というのも 1876 年に成立した英領北アメリカ法では、国民の福祉や医療対策の責任が連邦

にあるのか州にあるのか明確に規定されていなかったためである。連邦議会はその後、法案

を修正し、1940 年に議会を通過させ、翌 1941 年、失業保険法は施行された。連邦政府が国

民の生活困難に直接介入する画期的なきっかけとなった。 

 失業保険法は 1971 年の改正を経て 1996 年 6 月、全国職業訓練法と統合して雇用保険法と

なった。従来の給付設計を大幅に修正し、雇用促進型の積極的労働市場政策に連動させる立

                                                 
16 『カナダの社会保障』社会保障研究所編（社会保障研究所研究叢書 24、東京大学出版社）1989年、p.73 
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法として制定され、現在に至っている。 

 

4 カナダの労災保険 

（1）概要 

 カナダの労災保険17は各州政府が所管しており、制度の内容は州ごとに異なる。現在カナ

ダには 10 州 3 準州あるが、準州のうち 2 つは同一の法適用下にあるため労災保険の州立法は

12、これに 2 つの連邦法（連邦被災者労働補償法、連邦商業船員労災補償法）がある。 

 各州の労災保険法は州独自の立法に基づいて州ごとに設置された独立の行政機関、労災補

償局があらゆる権限をもち運用している。事業主は強制加入が原則であるが、事業主が自ら

の資金で補償費を支払う制度（自家保険制度18）を認める州もある。 

 労災保険法の成立時期は年金法や雇用保険法よりも早い。ブリティッシュ・コロンビア州

の法制定は 1902 年（北米で最初）、オンタリオ州は 1914 年である。オンタリオ州の制度は

北米で 4 番目の規模である。 

 カナダには全国民対象の公的医療保険制度がある。また労災保険に民間保険会社が関与す

ることはなく州政府が掌握している。こうした制度の基盤はアメリカよりも日本と共通する

点が多い（品田、200219）。 

 

（2）根拠法令 

 ア 憲法 

 憲法第 91 条、第 92 条の解釈により、労働立法の制定権限は連邦政府と州政府の両方に存

在するが主たる権限は州政府に与えられている。連邦政府が権限をもつのは複数の州に影響

する問題に限定されている。ただし 1 つの州で発生したことでもカナダ全体あるいは複数の

州の利益にかかわると連邦議会が宣言した場合は連邦議会が立法を制定する権限をもつ。 

 

 イ 労働者災害補償法 

 法律名は「労働者災害補償法（Workers’Compensation Act）」とするものが多いが州によ

って異なる。オンタリオ州の場合、1914 年制定の労働者災害補償法を 97 年、労働災害の予

防という観点を強調して現在の職場安全保険法（Workers’ Safety and Insurance Act）に

改正している。 

 

 

                                                 
17 カナダの労災保険法は①使用者を強制加入させる州がある②給付には補償を超えた社会保障給付もある―

など、労災の使用者責任の「補償」制度で貫かれているわけではない。桑原昌宏、1994 年（『先進諸国の社

会保障③カナダ』城戸喜子・塩野谷祐一編、東京大学出版会、p.132）。  
18 桑原昌宏、1994 年（『先進諸国の社会保障③カナダ』東京大学出版会、p.131） 
19 品田充儀『カナダ労災補償法改革』（法律文化社）2002 年 
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（3）運営機関・体制・財源 

 カナダの労災保険制度は各州法により設置された独立の行政機関、労災補償局

（Workers’ Compensation Board）が執行を司る。局の名称はこれと異なる州もある。オン

タリオ州の場合はオンタリオ職場安全保険局（Workplace Safety and Insurance Board：

WSIB、本部トロント)である。なお、カナダはアメリカよりさらに各州の独立性が強いとい

えるが、労災保険に関してはひとつの州で発生した課題が他の州に波及することが多い（品

田、2002）。 

 労災補償局は労災保険法の解釈、運用にかかるあらゆる問題に対して権限をもつ。とくに

重要な権限として職権証拠調べと調査権限がある。労災補償局の決定、行動は他の行政機関

および裁判所で原則としてくつがえることはない。 

 労災補償局には労災補償局委員会（Board of Commissioner）が構成されている。委員会

は労災保険法に基づく方針の策定、手続きの責任を負い、実行する。局のあらゆる判断はこ

の委員会によって決まる（品田、2002）。 

 労災補償局は毎年、副総督ないしは州大臣（Minister）に年次報告書を提出する。 3 年な

いしは 5 年ごとに保険計理士による業務評価を行う（ケベック州は毎年）。また州の会計検

査官に対して年度ごとの会計報告を行う。 

 労災補償局は局職員の採用権限をもつ。州によっては公務員法にしたがって任命される場

合や、そもそも局職員を公務員とする場合がある。職員の人件費はいずれの場合も労災保険

料からまかなわれている。 

 なお品田（2002）によると、労災補償局は労使に対して完全に中立とみなされているわけ

ではなく政治的な影響を受けやすい存在と受け止められている。したがって労災補償局内で

誰が中心的な人物かについては労使の関心事となっている。しかし一方でカナダ人の国民性

として権限の集中化を嫌う傾向があるため、労災補償局中枢部の構造には歴史的に試行錯誤

が続いているという。 

  

（4）保険の収支状況 

 オンタリオ州を例にとると、同州の 2006 年の労災保険料収入は 31 億 900 万ドル（約 3212

億円）。前年度より 4,900 万ドル（約 51 億円）増えている。増加の要因についてオンタリオ

州職場安全保険局は、労働者一般の雇用状況の改善と収入の増加と説明している。支出は

47 億 9504 万 3,000 ドル（約 4,954 億円）で、内訳は人件費 37 億 2,630 万ドル（約 3,850 億

円）、給付金 6 億 7,543 万ドル（約 698 億円）、運営費（人件費・給付金以外の支出）3 億

9,331 万 3,000 ドル（約 606 億円）となっている。 

 

（5）給付の種類と内容 

 労災保険の給付の種類は各州とも基本的には同じで、①医療支援②リハビリテーション③
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一時的労働不能補償給付④永久的労働不能補償給付⑤遺族補償給付―の 5 種類である。なお

州によって所得格差があるため傷害年金など他の制度との調整や支払方法など詳細は州によ

って異なる。 

 

（6）受給資格の認定 

 受給資格の認定は労災補償局が行う。その決定は一部の州を除き最終的なものとみなされ

る。労災補償局の決定に対して裁判所による審査を認めているのは 4 州のみである。 

 

（7）法の適用対象と補償 

 法の適用対象は民間労働者および州公務員である。これはカナダ労働法が公務員を労働者

から必ずしも峻別しないという特性による。ただし連邦公務員は適用されない。市の公務員

の適用については州によって異なる。（桑原、1994）20。 

 

（8）保険料の徴収 

 ア 保険料適用者（拠出義務）の範囲 

 原則としてすべての産業が適用対象である。ただし、多くの州で、副総督（Lieutenant-

Governor）もしくは労働補償局委員長が対象業種を決定することができ、いわば可変的にな

っている。 

 州を保険者とする公的保険システムでありながら、オンタリオ州など州によっては一定の

事業者（大手の航空会社、鉄道会社など）に対して、補償基金への拠出を求めず自らの資金

によって補償費支払いに対応することを認めているところもある（自家保険制度）。これら

の事業主は、多くの場合、補償費の支払い能力を示すため、労災補償局に保証金もしくは保

証人を要求される。21 

 

 イ 保険料適用者数 

 オンタリオ州では、強制適用の事業主と、補償基金への拠出を求めず自らの資金によって

補償費支払いに対応する事業主（自家保険を選択する事業主）の 2 種類にわかれている。前

者は「スケジュール 1（Schedule1）」、後者は「スケジュール 2（Schedule2）」と区分され、

2005 年の納付事業主数は前者が 21 万 5,000 事業所、後者が 700 事業所である。 

 

 ウ 保険料率 

 労災保険料は事業主が全額負担する。オンタリオ州（2006 年）の場合、保険料率は全産

業平均で 2.26％である。納付回数は事業所の年間給与支払額によって毎月、年 4 回、年 1 回

                                                 
20 桑原昌宏、1994 年（『先進諸国の社会保障③カナダ』東京大学出版会、p.132） 
21 加藤普章、2002 年（『カナダ連邦政治－多様性と統一への模索－』東京大学出版会、p.28） 
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の 3 種類ある（以下の表参照）。 

 なお所得税、年金保険料、雇用保険料を事業主から徴収している歳入庁は、事業主による

前年所得の確定申告（ 12 月末）後に、各事業主の年間給与支払額を確定し労災補償局に報

告する。そのため通常、給与支払額の確定は当該年のおよそ 1 年半遅れとなる（オンタリオ

州職場安全保険局）。 

 

労災保険料の納付方法（オンタリオ州） 

年間対象所得 納付 請求書の発送 事業主の納付期日 

30万ドル以上 

2～29万 9999 ドル 

2万ドル以下 

毎月 

年 4回 

年 1回 

毎月中旬 

5 月中旬/6,9,12 月 

3 月中旬 

翌月の末 

翌月の末 

4 月 30 日 

出典：オンタリオ州職場安全保険局（WSIB）提供資料 

 

エ 保険料計算対象の所得の範囲 

 労災保険の対象となる年間給与支払額の上限は州の産業平均賃金をもとに毎年設定される。

オンタリオ州（2006 年）の場合、上限は年 6 万 9,400 ドル（約 717 万円）で、これに対応す

る保険料の最高額は年 1,568.44 ドル（約 16 万円）である22。 

 算定の基礎となる平均賃金はほとんどの州で災害発生直前 12 カ月間の平均賃金とされる。

また使用者が 2 人以上いる場合は、すべての使用者からの収入を算定基礎とする23。 

 

 オ 保険料収納状況 

 オンタリオ州（2005 年）を例にとると、保険料の収納額は 29 億 9,500 万ドル（約 3094 億

円）で、徴収できなかった保険料（負債）は 3,100 万 4,000 ドルである。収納率は 99.0％と

なっている。 

 

オンタリオ州労災補償局保険料収納額（2005 年） 

収納保険料(強制加入分) 

収納保険料(自家保険制度分) 

収納保険料総額（上記計）(a) 

負債（徴収できなかった保険料）(b) 24 

20億 6,100万ドル

9億 3,400万ドル

29億 9,500万ドル

3100万 4,000 ドル

収納率=a/(a+b） 99.0％

出典：オンタリオ州職場安全保険局（WSIB）提供資料 

                                                 
22 Revenue Overview, WSIB  
23 品田充儀『カナダ労災補償法改革』（法律文化社）2002 年、p.48 
24 原文は“premiums for unfunded liability” 
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第 2 節 カナダの社会保険・労働保険の保険料徴収制度 

 

1 保険制度の運営と徴収 

 年金、雇用保険制度は、連邦政府のカナダ人的資源技能開発省（Human Resources and 

Skills Development Canada：HRSDC）が、給付を含め制度全体の運営を担当している。徴収

事務のみカナダ歳入庁（Canada Revenue Agency：CRA）が実施している。 

 

年金、雇用保険制度にかかる政府の業務分掌 

 業務 具体的な業務内容 

カナダ人的資源 

技能開発省（HRSDC） 
政策決定と給付 

保険料率設定、受給資格の認定、 

給付金支給 

カナダ歳入庁（CRA） 徴収 
労使負担の保険料を事業主

から徴収、受給資格の判定 

強制徴収権限

あり 

 

 

 歳入庁は人的資源技能開発省に徴収費用を請求し、徴収費用を受け取るとそれをもって保

険料を徴収する。徴収した保険料は歳入庁がもつ基金「カナダ歳入基金(Canada Revenue 

Fund：CRF)」にいったん集められ基金から年金基金、雇用保険基金にそれぞれ配分される。

日本との違いは、①社会保険（年金）と労働保険（雇用保険）は歳入庁が一括徴収②徴収と

給付を別々の政府機関が担当―の 2 点である。 

 

2 保険料徴収機関の概要 

 カナダ歳入庁は法により設立された行政機関のひとつで、連邦政府、州政府の代わりに事

業主から税、社会保険料など公的負担の徴収業務を行う専門組織と位置づけられている。徴

収しているのは所得税(連邦所得税および州所得税)と年金、雇用保険の保険料。強制徴収権

をもつ。 

 歳入庁の責務、権限は次のとおり。 

・税の徴収（一部の州・準州の州税を含む）。強制徴収権限あり。 

・金保険料、雇用保険料の徴収。強制徴収権限あり。 

・州・準州、他省庁との間で運営上、連携をとることを決定する権限（原価回収が条件）。 

 

3 保険料徴収に係る根拠法令 

 歳入庁による徴収は、2005 年 12 月施行のカナダ歳入庁法（Canada Revenue Agency Act）

に基づく。 

 



－ 130 － 

4 保険料徴収機関の運営体制・組織 

 歳入庁（本部：オタワ）は全国 6 カ所に地方事務所があり、その下に各地域の税サービス

事務所がある。このほかに税センター（Tax Centre）が申告書の受理や納付通知書の送付、

問い合わせを受け付けている。 

 

（1）主な権限 

 歳入庁の主な権限は、組織（庁）の権限と組織運営、国民への説明責任、他省庁との関係

（連携）に関する責任、人事権、運営権である。 

 

（2）組織運営 

 カナダ歳入庁法は組織運営について定めている。歳入庁が行う運営については国家歳入長

官が完全な権限と責任をもつ。国家歳入長官は議会に対して活動に関する説明責任を負う

（所得税および物品税の施行、運営）。 

 カナダ関税歳入庁法の制定により民間人からなる運営委員会（Board of Management）が

設置されている。委員会は歳入庁の人事労務および財政運営上の権限を見守る監事役である

（以前は中央政府がその役割を果たしていた）。議長（Chair）が委員会の運営を統括。最高

経営責任者は理事（Commissioner）となっている。 

 運営委員会は評議会の長が指名する 15 人からなる。うち 11 人は州・準州から推薦された

者（州との関係を重視）。会長ポスト以外は民間。会長は大臣に対し制度にかかる法令の

日々の運営について説明する責任をもち、運営委員会に対しては人事および運営権限にかか

る日々の管理について説明責任をもつ。 

 運営委員会は歳入庁の組織・経営に対する監督責任をもつが、歳入庁が行う活動そのもの

には関与しない。法の施行権限はもたない。また、顧客（税・保険料の納付者）に関する個

人情報へのアクセス権をもたない。 

 歳入庁の最高経営責任者（CEO）は理事である。理事は国家歳入長官から権限を委任され

た場合、関連法の施行、日常的な運営に関する責任を負う。理事は運営委員会に対して日常

的な経営、従業員の監督、政策の施行、予算の説明責任を負う。また、国家歳入長官から権

限を委任された場合、長官の仕事の補佐および相談役となる。 

 運営員会の統括官（presiding director）は議長である。議長委員会関連の業務および機

能の管理を行い、委員会が責任を全うできるよう統括する。 

 

（3）人員 

 歳入庁の職員数は 4 万 4,000 人。全国 55 のサービス地域に配置されている25。このうち徴

                                                 
25 歳入庁 Annual Report to Parliament 2005-2006. Who We Are. 
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収専門官（監査官）は 800～900 人、年金および雇用保険について保険資格の判定を行う専

門官（判定官）は 250 人いる。 

 

5 保険料収納（納付）記録システム 

 全国の事業主情報をひとつのコンピュータシステムで管理。事業主が提出する所得記録

（Record of Earnings：ROE）に基づく所得情報、税および保険料の納付状況を記録している。 

 

6 給付機関と必要な連携内容 

 年金、雇用保険は給付を行う人的資源技能開発省と連携している。連携上の運用規則につ

いては 2 機関の間で交わされている覚書「カナダ歳入庁によるカナダ年金プランおよび雇用

保険制度の運営に関する覚書」に細かい規定があるため、当該情報のやりとりを行う際は必

ずその規定に従わなければならない。 

 なおカナダ歳入庁は 2005 年 4 月現在、23 の政府機関との間で 25 の覚書、5 つの合意親書

を交わしている26。

                                                 
26
 The Canada Revenue Agency: The First Five Years, Setting the Foundation for Tax and Benefit 

Administration in the 21st Century. p.69 
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カナダ歳入庁 組織図27 

 

 

                                                 
27 歳入庁 Annual Report to Parliament 2005-2006. p.75 
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7 保険料徴収事務の実際 

 歳入庁の任務は適切な保険料の徴収である。今回の調査では同庁が行う業務内容につい

て監査官と判定官からヒアリングを行った。以下はその概要である。 

 

（1）監査業務 

 歳入庁は監査業務として、税・社会保険料の徴収に関する事業主情報の管理を行うととも

に、実際に事業所を訪問して帳簿の監査や取り立てを行う。 

 監査部門には、監査の対象となる事業主をはじき出して取り調べる監査プログラム

（audit program）がある。同プログラムではさまざまな観点により全事業主のなかから年間

4～5％を抽出し給与額をチェックする。対象となった事業主について従業員の給与から控除

すべきものを実際に控除しているか、それを歳入庁にもれなく申告しているかをチェックす

る。 

 抽出方法はサンプル抽出、要注意ファイル（risk profile）から特定の集団を選ぶ、ある

いは手紙や電話に応じないなど滞納が未解決の事業主を選ぶなどの方法がある。そのほか、

学識経験者などに特定の地域や産業の経済状況について情報やアドバイスに基づいて、監査

対象を決めることもある。こうした地域のご意見番は、ある産業の景気がよくないから滞納

が発生するリスクがあるなどの情報を提供する。これを受けて監査官がターゲットを決め、

事業主を訪問。給与の支払い状況などをチェックする仕組みである。 

 事業主情報を管理するコンピュータシステムには、様々な滞納リスクの要因をモデルとし

て組み込んで管理している。手紙や電話に応じない事業主はこのシステムにより自動的には

じき出される（通称 kickout）。なお、こうしたケースは確信犯や計算ミスがほとんどで、

監査官が訪問するとすぐ滞納が解消されることが多い）。 

 歳入庁には、監査プログラムのシステム以外に、事業主の納付状況を監視する会計システ

ムがある。このシステムは、事業主が従業員の給与から控除した額と保険料納付額とのバラ

ンス（compliance）を確認するもの。監査局内の別の部署が担当している。 

 保険料納付が不足している事業主をシステムがはじき出すと、担当官は当該事業主に請求

書を郵送し滞納についての説明を求める。このシステムでは滞納とは反対に、収めすぎの事

業主もはじき出される。たとえば、従業員が年金保険料の納付義務のある 18 歳に達してい

ないのに誤って控除の対象としていたとか、70 歳に達して保険料納付義務が免除されるの

に対象としていたなど保険適用に関する例外規定をよく理解していないケースである。 

 監査官は、必要があればこの会計システムにアクセスして控除額と納付額のバランス（コ

ンプライアンス）を確認する。監査官が監査を通して得た新しい情報は会計担当にフィード

バックし、会計担当がシステムに入力する。 

 なお、監査では、雇用保険に関する疑問は通常あまり浮上しない。たいていの事業主は従

業員を「全員従業員」と申告するからである。監査官の仕事は財政状況の監査で、従業員と
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して申告している者の保険料を正しく給与から控除していないケースや、正しく控除してい

るようにみえるが念のため監査するというケースが多いという。 

 

（2）判定業務 

 歳入庁は、保険料の徴収機能のほかに、年金と雇用保険について被保険者資格を判定する

（insurability ruling）機能をもつ。この機能は、判定プログラムと呼ばれ、法令規則関係

局（Legislative Policy and Regulatory Affairs Branch）が担当している。 

 このプログラムでは、事業主と労働者との間に雇用関係があるかどうか（具体的には請負

労働者であるかどうか）など、被保険者資格の判定を行う。判定業務は判定局にいる判定官

が行う。この判定官の仕事が「徴収のプロ」としての歳入庁を特徴づけているといえる。よ

い判定官になるには少なくとも 2 年間の訓練が必要といわれる。 

 判定業務の流れは次のようになっている。歳入庁の判定官は資格判定の要請を受けたら、

判定に必要な調査を行い、集めた情報とともに判定結果を依頼主に提供する。要請は、実際

に監査・査定（取り立て）を行う監査官のほか、給付を担当する HRSDCや一般国民からも寄

せられる。判定費用は 1件あたり 300 ドルである。 

 たとえば、監査官は、査定(課税)を行う際に事業主から提出された情報だけでは査定すべ

きかどうか確信できないケースがあると、判定局に査定の妥当性を確認する。判定官は要請

を受け、当該事業主と労働者が雇用関係にあるかどうかなど調査を行う。調査では、事業主

と従業員の両方に一連の質問をする。 

 判定は、長年にわたって判例がつくりあげた非成文法「慣習法（コモン・ロー、common 

law)」の原則に基づく。慣習法は過去に少しずつ修正されてきているものの、原則は変わっ

ていない。 

 判定官は、次の 4 つのテスト項目（standard test）により、当該事業主と労働者の関係

について判断を下す。通常、最初の 3項目で判定できなかったときに 4項目目を検討する。 

 なお事業主は査定と同様に判定結果についても不服を提示する権利があり、裁判所に提訴

して追求することができる。 
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判定のテスト項目28 

1) 指揮命令系統の有無 

当該労働者が当該事業主から指揮命令を受ける立場にあったか。指揮命令系統にあれば

被用者。たとえば労働条件を決定の際に労働条件について当該事業主と相談したかどう

か。被用者の場合は条件を提示（命令）されるが自営業者（請負労働者）の場合は事業主

と交渉している―など。 

2) 必要な道具の支給の有無 

当該労働者は職務遂行に必要な道具を支給されているか。被用者であれば職務遂行に必

要な道具は支給される。自営業者(請負)であれば自分の道具を使用する。 

3) 利益または損失の有無 

当該労働者は当該労働を通して利益または損失を受けるか。被用者の場合は常に一生懸

命に働いているという考え方を前提にしている。つまり 4 時間働けば仕事がそれほどなく

ても 4 時間分の給与が支給され仕事が多ければ残業してその分の残業代が支払われる。自

営業者（請負）の場合は契約に際して作業に要する時間や費用を依頼主と交渉して締結し

その時間を超えて作業しても通常は契約額しか支払われない。つまり被用者であれば給与

がほぼ保障されるが自営業者であれば儲けがなくなるリスクがある。 

4) 総合的な判断 

上記 1～4 の事実を総合的に判断する。当該労働者にとって当該労働はどの程度重要

か。当該労働以外にも事業を行っているか―など。 

 

 なぜ徴収専門機関の歳入庁が保険資格の判定も行うのか。その理由について、歳入庁の監

査官は「歳入庁の任務は適切な保険料の徴収である。徴収事務を実際に担当するのが歳入庁

である以上、保険料を誰から徴収すべきかについて判断する権限も歳入庁自身にほしい」と

説明する。また、判定業務の機能について判定官は「承諾行為（compliance actions）のた

めの支援ネットワーク」と表現している。  

 歳入庁が税と社会保険料の両方を徴収するメリットは、歳入庁が全国にもつ事業主ネット

ワークを活用できることにある。このネットワークを活用すれば 1 事業主に対して納付窓口

も 1 担当官で済み、事業主にとっても政府にとっても効率的で道理に合っていると人的資源

技能開発省の担当官は説明する。 

 もうひとつの側面として、事業主との接触頻度があげられる。つまり、人的資源技能開発

省には年間を通して接触する機会のない事業主が存在する一方、歳入庁の場合、所得税の徴

収を行っているため、すべての事業主と少なくとも年 1回、年末調整の際に接触する。ボー

                                                 
28
 

この原則は判定プログラム規定では 7 つの項目で説明されているが、実際の裁判などでは、事業主にわかり

やすくするため、4 項目になっている。判定の基準については、事業主向けのガイドブック『Employee or 

Self-employed?』のなかで情報提供している。 
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ナスしか支払わない事業主でさえ、年末に歳入庁と接触することになっている。 

 

（3）保険料納付に係る年間の具体的な流れ 

 事業主は、年金、雇用保険の保険料について「Ｔ4」という申告書により、過去 1 年(1 月

から 12 月まで)の給与支払い記録を毎年 2 月末までに歳入庁へ提出する義務がある。 

 

（4）保険料納付の手続き・方法 

 事業主が事業主として登録すると、歳入庁はその事業主の口座を新設する。その口座には、

従業員の給与から控除された税金と年金保険料、雇用保険料が納入される。 

 年末から 2 月末までにかけて、事業主は従業員ひとりひとりの保険料について申告書「Ｔ

4」（別添申告書参照）を提出しなければならない。申告書には、当該の事業主が一年間に当

該従業員に対して支払った給与総額や、所得税、年金・雇用保険の保険料の対象となる給与

などを記入する。事業主は記入した申告書の写しを従業員に渡す。個々の従業員は年末の税

金還付のための書類を提出する際、この申告書をもって税金納付状況を証明する。 

 歳入庁は、労働者ごとの申告書が提出されると、どの労働者がどの事業主の従業員かを確

認しながら個人の納付状況をシステムに記録する。 

 

（5）予算、委託額の決定 

 人的資源技能開発省の会計官によると、同省は 2006 年度の徴収費用として歳入庁に対し  

1 億 300 万ドルを支払った。ところがその後の会計長官による監査の結果、歳入庁が実際に

徴収事務に要した費用は 1 億 2000 万ドルで、支払額より 1,700 万ドル少なかったことが判明

したという。歳入庁監査官はこの費用のギャップについて「ここ 2 、3 年あった」と話すが、

同会計官は「人的資源開発省側にはこれまでその認識は全くなかった」とした上で、「今度

の徴収費用（2007 年度分）は前年より高い額を請求されるものと見ている」と述べている

（2007 年 1 月時点）。 

 予算の内訳は監査、判定などユニットごとに計上されている。判定の場合は 1 件につき

300 ドルである。しかし業務を行うためのインフラのコスト、たとえばコンピュータシステ

ムの維持費などは予算上の区分はなく「把握されていない」（歳入庁判定官）。なお歳入庁監

査官は監査業務を行うための予算について、「おおまかにいって所得税、年金、雇用保険の

各財源から 3 分の 1 ずつ配分されている」と述べている。 

 

（6）保険料未納者に対する措置 

 事業主が支払いに応じない（not compliant）と、事業主情報を扱うコンピュータシステ

ムに旗印が立つ。監査官はその事業所を訪問し、給与支払簿をみて、給与支払簿に全従業員

が記載されているかなど当該事業主とそのもとで働く労働者との関係を調査するほか銀行か
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らの通知と企業財務報告の財政状況に整合性があるかなどをチェックする。この作業が終わ

ると事業主が実際に控除すべきだった額が判明する。査定が提示され、歳入庁から事業主あ

てに請求書が送付される。 

 請求書が届いても事業主が支払わない場合、この案件は監査執行部門を離れ、徴収部門へ

移管される。この段階で強硬な徴収手段がとられる。通常こういった負債に関する徴収手段

では事業主に 90 日の猶予を与える。銀行口座も受取手形も差し押さえられるが強制徴収は

即実行することができる。滞納が危機的な財政状況のもとで発生している場合、歳入庁の監

査官より先に私的な借金の取り立て人が到着してしまうことが少なくない。「監査官は他の

取り立てよりも早く当該事業所へ行き税、社会保険料の査定を行い課税する必要がある。法

律も歳入庁の行動を許すように起草されている」と監査官は説明している。ただし、たとえ

ば事業主を訪問し査定が提示した監査官がその場を去る前に当該事業主が滞納分の分割納付

が可能であると申し出た場合には分割払いの申し出を受け付ける。 

 滞納された社会保険料が当該事業主に課税されると、それ以降は歳入庁が肩代わりするこ

とになる。たとえば滞納分 1,000 ドルが事業主に課税されると、歳入庁はその従業員に対し

滞納分の信用貸しを行う。従業員は年末調整の際に信用貸しされたものを使って税、保険料

を支払うことができる。もちろんこの時点でも当該事業主は歳入庁に 1,000 ドルの借りがあ

る。また、たとえば従業員が離職したあとでその元従業員の給与から税や保険料を控除し損

ねていたことが判明した場合でも歳入庁は当時この従業員から控除すべきだった額を請求す

る。ただし、さかのぼって請求するのは年金、雇用保険料のみで税金は請求しない。事業主

としてもこうした控除不足について裁判所を通じて元従業員に対し請求することも可能では

あるが「控訴事例はまれ」（歳入庁監査官）。また当該従業員が離職していない場合には事業

主は過去 1 年分に限り当該従業員の給与から不足分を控除することができる。 

 また別の事例として、労働者 20 人を請負労働者として申告していた事業主について監査

したところ 20 人は従業員とみなされ過去 3 年間にわたって保険料が未納と判断されたとす

る。歳入庁は 20 人の保険料 3 年分を請求し、たとえ離職している従業員がいても当該事業

主は 3 年分の負債を抱えることになる。20 人が離職せずに同事業主のもとで働いている場合、

法律では事業主が従業員の給与からさかのぼって控除できる期間は過去 1 年に限るとされて

おり残る 2 年分は事業主が負担することになっている。 

 年金、雇用保険料（所得税も同じ）の控除もれに対する罰金は、滞納額が 500 ドル以上の

場合、納付すべきだった額の 10～20 ％が罰金として上乗せされる。課税が言い渡されてか

ら 1 年間は 10％、 2 年目から 20 ％となる。滞納が保険料の一部であっても罰金の対象となる。

滞納額が 500 ドル以下の場合でも滞納が故意または重大な過失による場合は罰金の対象とな

る。 

 給与所得税の支払い規則により事業主は従業員の給与から控除した税、保険料を、企業規

模に応じて決められた月 1 回、月 2 回、3 カ月に 1 回などのスケジュールで納付しなければな
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らない。支払い日に遅れると遅延日数によって 3 ～10 ％の罰金が自動的に課される（ 7 日遅

れると 10 ％など）。 

 歳入庁担当官によるとカナダでは税、年金および雇用保険の控除に関する法律は厳しくな

っている。その理由にとして同担当官は「①従業員の給与から控除したものは信託金（トラ

ストファンド）であり事業主のものではない②政府にとって非常に大きな収入源である」の

2 つをあげている。 

 

（7）その他 

ア 法制定までの経緯 

 1927 年、国家歳入省法（Department of National Revenue Act）施行。この立法により、

歳入カナダ（Revenue Canada）が創設された。歳入カナダは所得税の徴収を行うほか、これ

まで財務省出身の理事（Commissioner）が担ってきた任務を引き継いだ。 

 同法は同時に、関税物品税省（Department of Customs and Excise）の名称を変更し、国

家歳入省（Department of National Revenue）とした。国家歳入省に与えられた任務は①関

税および一般税の査定と徴収②国境を越えたヒトとモノの動向の監視③国際競争からのカナ

ダ産業の保護―であった29。 

 1994 年、国家歳入省法を改正。これまで歳入カナダ、関税物品税カナダ、一般税

（Taxation）の 3 機関が行ってきた事業を統合し、歳入カナダに移管した。バラバラだった

税の徴収地域区分（23 地域）を共通の地域区分（ 6 地域）に整理し、関税、物品税および

一般税の統一的な徴収体制を構築。本省機能も統合し、部局の再編成を行った結果、プログ

ラムごとの担当局（ 6 局）と共通する局（ 6 局）からなる組織となった。 

 1999 年 11 月、歳入カナダは、省（department）から庁（agency）に生まれ変わり、連邦

政府、州政府をクライアントするサービス提供機関、カナダ関税歳入庁(Canada Customs 

and Revenue Agency)として運営を開始した。 

 2003 年 12 月、カナダ国境サービス庁（Canada Border Services Agency：CBSA）の新設に

ともない、関税業務を移管。 

 2005 年 12 月、カナダ歳入庁法（Canada Revenue Agency Act）制定により、名称をカナダ

歳入庁（Canada Revenue Agency：歳入庁）に変更。以降、カナダにおける顧客サービスの

運営責任をもつ組織として、現在に至る30。 

 

イ 歳入庁が関係するその他の主な法律 

歳入庁が関係するその他の主な法律として、カナダ年金プラン法（Part I）、雇用保険法

                                                 
29 Info Source, Sources of Federal Government Information 2004-2005 (Treasury Board, 2005). p.218. 

Canada Revenue Agency 
30 カナダ歳入庁ホームページ 
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（Part Ⅳ、Ⅶ）、所得税法（Income Tax Act）、物品サービス税（GST）法、Corporations 

Returns Act（1985 年制定）31などがある。 

 

 

第 3 節 社会保険及び労働保険の保険料徴収事務一元化 

 

1 保険料徴収事務の一元化された背景 

（1）徴収制度の主な変遷 

 カナダでは現在、カナダ歳入庁（Canada Revenue Agency）が所得税、年金（所得比例の

み）および雇用保険の保険料を一元徴収している。労災保険については各州政府が所轄して

おり給付も保険料徴収も各州の労災補償局が行っている。 

 カナダ歳入庁は 1927 年に創設され（当時は国家歳入省、 Department of National 

Revenue）、財務省から所得税の徴収権限を移譲された。雇用保険の保険料徴収事務は、1940

年代、現在の人的資源技能開発省にあたる政府機関が行っていた。当時、国民は郵便局で雇

用保険料の納付額に応じてサイズの違うスタンプを購入しブックレットに貼り付けて納付し

ていた（スタンプ制）。1952 年、年金制度の 1 階部分（基礎年金）である老齢保障年金法が

制定された。当時は現行制度とは異なり、国民から老齢年金税として徴収した財源で老齢年

金の給付をまかなう制度であったが、この老齢保障年金法制定により、老齢年金の保険料

（税）も歳入省が徴収することになった。その後 1966 年に年金の 2 階部分（所得比例年金）

であるカナダ年金プラン法（ケベック州はケベック年金プラン法）が制定され、その保険料

の徴収事務が加わった。さらに 1971 年、雇用保険改正にともない雇用保険料の徴収権限が

歳入庁に移管され、現在に至っている。 

 労災保険については、現在、各州の労災補償局が行っている保険料の徴収事務を歳入庁に

一元化する計画はいずれの州においても今のところない。労災保険は州ごとに制度の内容が

異なる。そのため全国の事業主を統一的に管理している歳入庁がこれも統合するとなると、

システムの改修、統合に莫大な費用がかかるためである。ただし、歳入庁との連携のメリッ

トに着目し連携に着手した例がわずかだがある。オンタリオ州で 2004 年、歳入庁のもつ事

業主情報と同州が管理する州内の事業主情報とを照合しあい、事業主の登録もれを減らそう

と試みている。しかし、思ったほどの効果はあがらずその後の進展はないという。 

 

（2）一元化の背景 

 カナダにおける社会保険と労働保険の徴収事務一元化は 1952 年から 1971 年までの間に段

階的に行われた。一元化の目的について人的資源技能開発省の担当官は「事務効率の向上」

                                                 
31 1Info Source, Sources of Federal Government Information2004-2005 (Treasury Board, 2005). p.588. 

Statistics Canada 
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と説明する。とりわけ 1952 年と 1966 年の一元化はいずれも年金の新制度立ち上げ時に実行

したもので、所得税徴収のための人員や全国の事業主とのネットワークなど既存のインフラ

を利用するのが合理的かつ効率的であるとの判断があった。 

 1971 年に実行された雇用保険料徴収権限の移譲は過去 2 回の年金の一元化とは異なり、過

去 30 年あまり給付・徴収を行ってきた雇用移民省（現・カナダ人的資源技能開発省）から

の権限委譲によるものであり、給付と徴収の分離でもある。年金の場合と同じ効率性の向上

を目的とし同様の効果をねらったものではあるが、雇用保険料の徴収一元化には職員の配置

転換（移籍）やシステムの改修などが伴ったものと思われる。ただ、今回のヒアリング調査

では人員の削減、配置転換などに関する当時の資料はないとの回答であった。 

 連邦政府が一元化により目指したのは事務効率の向上、運営コストの抑制である。歳入庁

の担当官によると、「未納や滞納など問題のある事業主はたいていの場合、税、保険料のい

ずれに関しても問題がある場合が多いため、一元化すれば同時に対応できて効率的であると

同時に事業所調査のターゲットが絞りやすくなり滞納を未然に防ぐなどの効果もあってメリ

ットは大きい」という。 

 一元化のもうひとつの重要な目的は事業主の納付事務負担軽減である。保険料の納付窓口

を税と同じ歳入庁に一本化することによって提出する書類の作成や小切手が最低限で済めば、

事業主負担は軽減されその分ビジネスは活性化し投資の増加ひいては経済への貢献につなが

るという考え方である。カナダではこの事業主の負担軽減ということが長年にわたり重視さ

れていると人的資源技能開発省、歳入庁いずれの担当官も指摘している。事業主には税・保

険料の納付義務だけでなく人的資源技能開発省への雇用状況報告や統計庁への活動報告など

あらゆる義務が課されており、とくに中小企業にとってはそのための事務負担は大きい。カ

ナダではこうした義務は会計義務（Statutory Duty）とされ事業主への報酬や税制上の優遇

措置はない。そのため政府の制度はあらゆる面で事業主に扱いやすいように考慮されている。

雇用保険料徴収の一元化が行われた当時の連邦政府の記録32にも事業主の負担に配慮した考

えが記されている。 

 1996 年、カナダ政府は効率性の追求とサービスの質向上のための対策として「選択肢の

あるサービスの提供（Alternative Service Delivery:ASD）」というコンセプトを打ち出し

た。これは顧客のニーズに応えたサービスを提供しつつコストの効率性を追及すべしという

考え方である。このコンセプトのもと、カナダ関税歳入庁（CCRA、現・カナダ歳入庁）が創

設されている。公的な資金の管理は従来どおり財務管理法（Financial Administration 

Act）のもとにおいたものの、①国民へのよりよいサービスの提供②より効率的で効果的な

組織の形成③連邦政府と州政府のより緊密な関係の構築という 3 つの使命を果たすべく歳入

庁には人事・財務を含む組織運営に関して完全な裁量が与えられた。 

                                                 
32 History of the Unemployment Insurance (UI), HRSDC (1940-1993 の記録)、HRSDCホームページより 
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 現在、年金も雇用保険も財政が潤沢であるため運営費抑制への切迫感は以前ほどないとい

う。しかし、ビジネスへの影響は重くとらえられており事業主の納付負担の軽減につとめる

空気は政府内に浸透している。 

 

2 一元化のために行った法措置 

 社会保険と労働保険の徴収事務を統合するために行った法措置は次のとおり。 

 

1927年 国家歳入省法制定（関税物品税省を国家歳入省に）、1917 年制定の所得税法の

改正により財務省から国家歳入省に所得税の徴収権限を移譲。 

1952 年 老齢年金保障法制定により国家歳入省が「老齢年金税」の徴収（労働者、事業

主双方の所得から）を開始。これにより申告書の処理件数が激増し、手書きだ

った税申告書をはじめて電子化した。 

1966 年 カナダ年金プラン法（ケベック州はケベック年金プラン法）制定により国家歳

入庁が年金保険料の徴収を開始。 

1971 年 雇用保険法改正により雇用移民省から国家歳入省に保険料徴収権限を移譲。 

1999 年 カナダ関税歳入庁法の制定（96 年誕生の歳入カナダからの変更）。 

2003 年 カナダ歳入庁法の制定（関税部門を新設組織に移管） 

 

3 一元化による徴収効率化の状況 

 人的資源技能開発省は、歳入庁が税と一緒に保険料を徴収する現行の制度について「道理

にあっているしとにかく効率的」と評価する。また徴収を給付機関から切り離し歳入庁が行

っていることについても「連携上の問題はない」とし、30 年以上前に行われた一元化の効

果を示す調査や数字などはないが「年金、雇用保険の運営費削減につながっている」と強調

する。一方の歳入庁側も人的資源技能開発省から支払われる徴収費用について若干不満があ

る（実際にかかっている費用より低い）ものの効率性に関してはまったく問題ないとしてい

る。 

 

4 現行の徴収制度の課題 

 前述のように、カナダにおける社会保険と労働保険の徴収事務の統合は 1971 年までの約

30 年間に段階的に行われているが、近年、小規模な統合が実施されている。 

 

（1）超過給付金の徴収事務の移管 

 2005 年 8 月、年金と雇用保険の超過給付分の徴収事務が人的資源技能開発省から歳入庁に

移管された。この超過給付分の徴収事務は、年金と雇用保険の保険料徴収権限が 1966 年、

71 年に歳入庁へ移管されたのちも人的資源技能開発省の内部にある徴収部門が行っていた
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ものである。いままで統合していなかった理由はとくになかったが、これも統合するのが合

理的との判断がなされて統合が実行されたとの説明だった。ただし、コンピュータシステム

の改修と移籍した職員の適応の問題が残っており 2007 年 1 月現在も移管作業は完了してい

ない。 

 年金・雇用保険給付金の余剰分は負債（労働者側の政府に対する「借り」）として人的資

源技能開発省が管理している。たいていの場合、負債はほかのプログラムで当該労働者に給

付金を支払う際に差し引く（set-off）ことで回収する。負債の情報は人的資源技能開発省の

コンピュータシステム「給付金支払いシステム（Benefit Payment System）」に入っている。 

 歳入庁にこの事務を移管するには「超過給付システム」へのアクセス権を歳入庁にも広げ

なければならない。ところがそのためのシステム改修は複雑（とくに年金部分）であるため、

2007 年 1 月現在、進んでいない。当面の措置として同システムにインターフェース（接続部

分）を設けて歳入庁が同システム本体へ一時的にアクセスできるように設定し対応している。

しかし、カナダではプライベート法の規制が厳しく政府機関同士でも情報共有が許される項

目について細かい規定があるため、この臨時の措置が必要以上の個人情報の共有にあたる可

能性もあると考えられており、担当官は「当面の措置」と説明している。 

 2005 年のこの統合では人員の配置転換が行われた。人的資源技能開発省で超過給付の処

理を担当していた 300 人の職員（マネジャー級も含む）は歳入庁へ移籍され移籍先でも同じ

業務を行っている。配置転換された職員の間には新しい職場の文化になじめない、通勤経路

の変更により生活に支障が出た、モチベーションが低下したなどの問題が生じたという。 

 モチベーション低下の要因として、人的資源技能開発省の担当官は次のように説明してい

る。超過給付分の徴収を行う部署ではグループごとに担当する州を割り当てられていて移籍

後もこのグループわけは維持されている。移籍された職員が移籍前に担当していた州政府の

マネジャーとの間に築づいていた関係は、いわば連邦政府からみた州政府との関係で、人的

資源技能開発省内では「ライン・オーソリティ」と呼ばれている。一方、歳入庁は政府の一

組織ではあるが連邦政府の一省ではなく、税や保険料の徴収にあたっては連邦のプログラム

であっても州のプログラムであっても対等に扱うことになっている。したがって超過給付分

の徴収事務が歳入庁に移管されると同時にこの部署が従来からもっていた「オーソリティ」

は消滅した。担当職員にとっては同じ州を相手にするのに移籍後はこの「オーソリティ」が

ないという喪失感、不満があったという。実際、移籍したうちの何人かは「コンペティショ

ン」と呼ばれる政府機関共通の空きポスト募集の機会をとらえて応募し、古巣への帰還を果

たしている。 

 なお、人的資源技能開発省は、この超過給付金の徴収事務移管による人員削減は行われな

かったと説明している。また、歳入庁担当官は、この統合により 25,000 ドルの運営費削減

を見込んでいたと言及したが、実際どの程度の削減となったかはとくに発表されていない。 
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（2）一元化とプライバシー法との関係 

 前述のシステム統合のケースでも触れたが、一元化に欠かせない省庁間での情報共有につ

いて、カナダでは個人情報保護の観点からプライバシー法（Privacy Act）により非常に厳

しい規制がかけられている。個人情報の保護はカナダ人一般の感覚として重要かつセンシテ

ィブな問題といわれるが、歳入庁担当官によるとこの規定が業務に支障をきたしているとい

う。 

 歳入庁には年金と雇用保険の受給資格の判定（insurability ruling）を行う部門がある。

人的資源技能開発省は、受給資格の認定をする過程で疑問があるケースについて歳入庁の判

定部門に調査、判定を依頼する仕組みになっている。基本的には税、カナダ年金プラン、雇

用保険の管理には省間で情報共有が認められているが、共有可能な状況について規定がある。

そのため、情報共有するたびに所得税法（Income Tax Act、第 241 条）、プライバシー法、

そしてそれらをさらに細かく規定した省庁間の「覚書」にいちいち従わなければならない。 

 歳入庁の判定官は、カナダ年金プラン法と雇用保険法に基づいて業務を行うことになって

いる。そのため、たとえば判定官が人的資源技能開発省の要請を受けて雇用保険の受給資格

判定をするために収集した情報を、同じ庁内の税金担当の監査官に提供するときは税監査の

ルールに従わなければならない。覚書は、共有可能な情報やその状況についてあまりにも細

かく記述してあるため「全部理解している職員はいない」（歳入庁判定官、監査官）が、プ

ライバシー保護という観点から規定は非常に重要と理解されており、煩雑だが遵守に務めて

いるという。 
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カナダの社会保険・労働保険制度の概要 
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- 
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図 歳入庁による徴収事務の変遷 
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第 6 章 スウェーデンにおける社会保険・労働保険の徴収事務一元化の実態と課題 

 

第 1 節 社会保険及び労働保険の保険料徴収制度 

 

1 社会保障制度の概要 

 スウェーデンの社会保障は以下の 3 つ― ①国（中央政府）が運営する社会保険及び各

種手当（年金、児童手当、傷病手当等）②全国 18 のランスティング（日本の県に相当する

広域自治体）及び 2 つのレギオン（ランスティングより権限が広い広域自治体）が運営する

医療サービス③全国 290 のコミューン（日本の市町村に相当する基礎的自治体）が運営する

福祉サービス―に大別される。 

 社会保障制度を担う組織体制については、まず国レベルで社会省が法律・政令・予算案の

作成やその他の施策の企画立案を行う。実際の施策の運営に関する権限・事務については、

その下にある社会保険庁や保健福祉庁、医薬品庁等の独立性の高い多数の中央行政庁（エー

ジェンシー）に大幅に委ねられている。 

 

2 社会保険制度の概要 

 他の多くの国と同様に、スウェーデンの社会保障制度も社会保険制度が中心となっている。

スウェーデンにおける社会保険は強制保険で、税務署に住民登録し、個人番号が付与される

ことにより社会保険に加入したことになる。制度・職域ごとに保険者が多数分立している日

本とは異なり、基本的に職域の別なく、スウェーデンに住む全住民に適用される。具体的に

は、16 歳以上のスウェーデン人及びスウェーデンに 1 年以上居住する外国籍の者は社会保険

に加入している。保険料は収入に対する定率で支払い、無収入であっても社会保険給付の権

利を有する。社会保険の適用を受けるためにスウェーデン国籍あるいは社会保険庁への登録

は必要ない。 

 しかし、この「社会保険（Socialförsäkring）」という言葉の意味するものは、わが国の

それとは異なる1。スウェーデンで「社会保険」という語は、年金等保険料財源で賄われる

ものだけでなく、児童手当等税財源で賄われる各種の手当も含む（ただし生活保護は含まな 

 

                                                 
1 一般に社会保険は、「傷病、老齢、死亡、失業など生活困難をもたらす事故に備えて、保険料を拠出し、事故

が発生したときに給付を受ける制度。保険の技術を利用しているが、被保険者は強制加入となっており、給

付反対給付均等の原則（保険料が保険金の額と事故発生の確率に比例するという原則）が必ずしも守られて

おらず、また、国の管理と国庫補助が行われるなどの点で、民間保険と異なる。1883 年にドイツでつくられ

た医療保険が世界最初の社会保険。現在、多くの国で社会保障制度の中心となっている。日本には医療保険、

年金保険、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保険（労災保険）の 5 つの社会保険がある」（自由国民社

『現代用語の基礎知識 2006 年版』）とされるが、その内容は国ごとに異なり、普遍的な定義というものは

存在しない（『世界の社会福祉年鑑 2002』 旬報社、 ｐ119）。 
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い）一方で、他の国において社会保険に含まれる失業保険は含まれていない2。この社会保

険の定義については、国内でも以前から議論されていたところであるが、1999 年に改正、

2001 年から施行された社会保険法（SFS1999：799 Socialförsäkringslag）において、社会

保険とは①歳入が租税か保険料かを問わず、社会保険庁が「給付」するものであり、②居住

に基づく給付と就労に基づく給付に分けられる―と明記された。現在、「社会保険」とし

て位置づけられる給付は、①家族及び児童にかかる経済的保障、②病気や障害にかかる経済

的保障、③高齢者に対する所得保障―の 3 つに大別されるが、給付の種類は 50 種類以上

にのぼる。 

 

表 1 社会保険として位置づけられる主な給付 

対象者のカテゴリ 

居住に基づく給付 

（1 年以上居住することで受給

権利が発生） 

就労に基づく給付 

（収入に基づき給付額が決定） 

家族及び児童にかかる経済的保障 
児童手当 

介護手当（障害児） 
両親保険 

病気や障害にかかる経済的保障 
障害手当 

扶助手当 

労災給付 

医療保険 

障害一時金 

高齢者に対する所得保障 年金者向け住宅手当 
老齢年金 

遺族年金 

 

 なお、社会保険制度にかかわる主要機関は、①保険料の徴収を担当する国税庁

（Skatteverket）、②保険料の督促を行う強制執行庁（Kronofogden）、③給付の支給にかかる

事 務 を 取 り 扱 う 社 会 保 険 庁 （ Försäkringskassan ）3 、 ④ プ レ ミ ア 年 金 庁

（Premiepensionsmyndigheten）4 である。 

                                                 
2
  

失業保険は、他の社会保険制度とは異なり、社会保険庁ではなく労働組合が運営しており、業界ごとに失業保

険組合が存在する（2007 年 1 月のヒアリング時で 36）。組合員から徴収する保険料だけで運営できる組合は非常

に少なく、ほとんどが国からの補助を受けているものの、運営主体は社会保険庁でないことから、スウェーデ

ンにおいては、失業保険は社会保険とはみなされないことになる。こうした状況の背景には、公的制度が整う

以前（1800 年代）から、労働組合が相互扶助的な制度として失業給付金庫を設立、運営、発展させてきたとい

う歴史が存在する。失業保険組合は、第 3 セクターの労働市場庁（AMS）が監督する。労働組合員は強制的に失

業保険組合に加入することが条件となっているが、労働組合に加入せずに失業保険組合にのみ加入することは

可能である。 
3
  

社会保険庁は、2005 年 1 月に再編された。これまで各県レーン(国会と政府の出先機関)ごとに設置され、独

立して運営していた 21 ヵ所の社会保険事務所と旧社会保険庁（Riksförsäkringsverket）が統合され、スウ

ェーデンで最も大きな行政庁のひとつとなった。 
4  スウェーデンでは、1999 年 1 月より新年金制度が開始された。新年金制度は、所得比例方式で生涯所得に応じ

て年金が支給される。全ての国民を対象とする老齢年金は、①所得年金（inkomstpention）、②プレミア年金

（premiepension）、③低所得者や無収入者を対象とした生活保障年金（garantipension）の 3 部門で構成され

る。国民年金の年金保険料は所得の 18.5％（将来にわたり固定）で、そのうち 16.0％が所得年金、2.5％がプ

レミア年金に振り分けられる。なお、18.5％という数字は手取り所得に対する割合であり、名目所得に対して

は 17.21％となる。プレミア年金は、自分が指定する年金基金会社に積み立てることができる。もし希望がなけ

れば、自動的にＡＰ(国民年金)基金の中にあるプレミア年金基金（premiesparfonden）の年金基金会社に積み

立てられる。プレミア年金制度は、1999 年の年金改革で国民の選択の自由の幅を広げるものとして新たに導入

された。自分が選択した年金基金会社の運用がうまくいけば配当金が高くなり、またその逆もありうる。プレ

ミア年金庁では、個人が選択した年金基金会社との手続きや、プレミア年金の運営を担当している。 
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3 保険料の徴収制度 

（1）徴収担当機関 

 1985 年以降、社会保険及び労働保険に係る保険料は、財務省の管轄下にある国税庁

（Skatteverket）が、所得税と一括徴収している。現在、国税庁が社会保険料及び税の徴収

事務に携わる根拠となるのは、社会保険料法（SFS2000：980）、社会保険配分法（SFS2000：

901）、社会保険法（SFS1999：799）、納税法（SFS1997：483）である。 

 国税庁の職員数は 9,300 人で5、その 82 ％にあたる 7,600 人が社会保険料と税の徴収、

10 ％（900 人）が住民登録、4 ％（400 人）が不動産課税、3 ％（250 人）が犯罪抑止、2 ％

（150 人）が不動産登記を担当している。2005 年の人件費は 55 億 2,002 万 2,000 クローナ、

その他の雑費は 21 億 9,170 万 5,000 クローナとなっている。社会保険料の徴収事務は、税金

と同一システムにより実施されており、社会保険料の徴収のみを扱う費用についての算出は

不可能である6 

 

（2）保険料の徴収システム 

 使用者及び自営業者は社会保険料を納付する義務があるが、被用者は納付する義務はない

（ただし、老齢年金についてのみ、被用者負担がある）。万が一使用者が保険料を納めていな

かったとしても、被用者は社会保険の給付を受ける権利がある。 

 使用者は毎月 12 日7に税金と一緒に保険料を税務署に、税口座8からの引き落としというか

たちで納付する。なお、使用者が支払う社会保険料は、暫定額でなく確定した金額である。

年末になると、使用者は給与明細を被用者本人と国税庁に送付する9。国税庁は、被用者本

人に対し、使用者から届けられた数字を既に記入した申告用紙（別添資料）を送付する。こ

れにより、被用者本人は、使用者が自らの給与や社会保険料を正確に支払っているかをチェ

ックすることができる。一方、自営業者は、使用者同様に毎月 12 日（ 1 月と 8 月は 17 日）

に納付する。自営業者の場合、この社会保険料は暫定額で、毎年の確定申告で調整される。

こうした手続きは、全てオンラインでできる。 

 税口座から税・保険料の引き落としができなかった場合、まず当該被用者もしくは自営業

者に対し国税庁から通知される。 2 回続けて税口座からの引き落としができなかった場合、

国税庁から強制執行庁に連絡され、その後の督促は強制執行庁が担当する。 

 強制執行庁は、2006 年 7 月 1 日に国税庁から分離、全国をカバーする新庁として改編され

た。公的請求だけでなく、私的請求のいずれの強制執行を取り扱う世界でも稀有な組織とさ

                                                 
5   1 年あたりの常勤換算。常勤換算とは、1 年に 210 日勤務している人を意味する。 
6  国税庁 Pia Blank Thörnroos氏の回答による。 
7   1 月と 8 月は 17 日が納付日。 
8  全納税者、つまり個人及び企業は、国税庁に銀行口座と同等の税口座をもち、税金や保険料、付加価値税な

ど全ての処理がここに登録される。 
9  使用者は毎月、あくまでも賃金総額に対する割合で社会保険料を支払っているため、従業員ごとの社会保険

料は、年末にならなければ分からない。 
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れる。現在の職員数は 1,800 人で、そのうちの 80％が徴収案件を担当している。徴収につ

いては、全国を 5 つに分けて事務所を設置し、対応している。 

 公的請求は、国税庁や社会保険庁、その他省庁からの租税、罰金、関税、保険料及びその

他の賦課金などの数種類の公的請求に基づく10。私的請求は、顧客センターに寄せられた個

人や企業などの請求に基づく。国税庁からの請求は、税口座から引き落とされなかった場合

になされるが、その中身が税なのか社会保険料なのかは不明であり、また、区別もしていな

い。ちなみに、国税庁からの公的請求は、2004 年が 24 万 2,557 件、2005 年が 24 万 3,165 件、

2006 年 31 万 7,452 件（暫定）とされる。 

 公的請求に関して、強制執行庁は全国的なコンピューター化された強制執行登録簿

（REX）を備えている。この登録簿には、公的請求と私的請求が記載されている。全ての支払

いと行動が登録簿に記録されており、数多くの事件を扱う申し立て人（国税庁等）は、申し

立てをコンピューターによって直接強制執行庁に送信できる。ただし、判決その他の資料は

郵送される。強制執行部局が使用する多くの書式を印刷するために REXを使用することがで

き、REXによってその業務の有効性と信頼性が高まった。 

 REX には全ての登録済み債務者が記載されており、強制執行庁が利用する中心的なコンピ

ューター・ベースの登録簿である。この登録簿には公的請求と私的請求が含まれている。ま

た登録簿には全ての私的請求も記載され、これらは地方当局によって登録されている。あら

ゆる支払い、および債務者に関して講じられた措置が登録簿に記録されている。個人番号ま

たは企業の団体登録番号を利用すれば、当該個人または当該企業が強制執行の対象となるか

どうか、当該個人または当該企業の債務の種類、および強制執行庁が講じてきた措置を調べ

ることができる。 

 この登録簿の扱いに関する規定は強制執行登録簿法にある。強制執行庁は、債務者がその

債務に関する登録簿の誤りに関して苦情を述べるとき、事件を調査するため迅速に行動しな

ければならない。債務者の資産に関する基礎情報は、強制執行庁で強制執行を目的として公

的請求の登録簿を調査することによって入手できる。強制執行庁は、この登録簿にオンライ

ンで直接アクセスできる。 

 強制執行庁は REXを通じて、他の省庁で管理されている課税台帳、有限会社登記簿、同業

者登録簿、団体登録簿、車両登録簿、不動産登記簿に記載された情報を入手することができ

る。他にも強制執行庁が利用できる登録簿が存在するが、コンピューターによる直接の利用

はできない。なお、強制執行庁が維持・管理するコンピューター・ベースの登録簿は、支払

命令・強制執行支援登録簿であり、申し立てに関する特定の情報が記載してある。 

 

                                                 
10 公的請求とは、租税、付加価値税、消費税、社会保障負担金はもちろん、たとえばテレビ放映許可料と駐車

違反罰金など、中央当局と地方当局に対する債務を意味する。ただし、外国の税に関して、強制執行庁に権

限はない。強制執行事件の出訴期限は一般に、当該税が最初に支払われなければならなかった年の年末から

5 年である。 
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○課税台帳 

税務当局が課税目的で維持し、管理しており、個人・法人のあらゆる納税者がこの登録

簿に記録されている。強制執行庁はこれにコンピューターによって直接アクセスできる。地

域の強制執行庁は、その地域の債務者の課税台帳にのみアクセスできる。この台帳には、た

とえば債務者の所得源、雇用主の名前、銀行口座、および不動産の保有等の情報が記載され

ている。 

 

○有限会社の登記簿 

特許・登録局が維持と管理を行う登記簿であり、記載事項として、株式の公開・非公開

にかかわらず全ての有限会社、当該会社の株式資本の規模、取締役会のメンバー、および当

該会社を代表して署名する法的権限を与えられた者に関する情報などがある。会社の年次決

算書の写しを受け取ることも可能である。全ての有限会社に関する情報を入手でき、たとえ

ば、特定の人物が取締役会のメンバーとして、または代理人として関係している有限会社の

情報なども入手できる。 

 

○同業者登録簿と団体登録簿は特許・登録局が維持と管理を行い、記載事項は、合名会社、

合資会社、個人経営の商会、経済団体、特定の財団法人、および非営利団体に関する情報

である。登録簿からは、たとえば会社のパートナー、および特定の人物が関係する会社に

関する情報などが得られる。年次決算書の写しも入手できる。 

 

○車両登録簿 

国家道路庁が維持と管理を行う登録簿である。この登録簿の記載事項は、あらゆる登録

済み車両とその登録所有者に関する情報である。ここでは、特定の車両の登録所有者、特

定の人物が所有者として登録された車両、および特定の車両の最新の 3 人の所有者などの情

報を得ることができる。 

 

○不動産登記簿 

国家土地測量局が維持と運営を行っている。この登記簿の記載事項は、スウェーデンの

あらゆる不動産および土地借地権に関する情報である。この登記簿でわかる情報は、所有権

の状況、課税価額、および不動産の抵当権である。 

 

 強制執行庁には、公的請求に対して債権者機能も付与されているが、債権者機能は国税庁

に移管し、強制執行庁はあくまでも徴収のみを担当すべきとの議論がなされており、2007
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年秋頃に決定する予定とされる。11 

 

（3）社会保険料の種類と料率 

 2006 年の社会保険料の種類と料率は、以下の通りである。保険料は収入に対する定率で

あり、使用者は現物給付（無料ランチ、無料自動車など）を含む総賃金支給額の 32.28％を

社会保険料として納付する12。なお、自営業者には別に保険料率（30.71％）が設定されて

いる。 

 

使用者負担 被用者負担 

老齢年金保険料 10.21％ 老齢年金保険料 7.00％

遺族年金保険料 1.70％   

傷病保険料 8.64％   

両親保険料 2.20％   

労働災害保険料 0.68％   

労働市場保険料 4.45％   

一般賃金税 4.40％   

計： 32.28％ 計： 7.00％

 

自営業者負担 

老齢年金保険料 10.21％

遺族年金保険料 1.70％

傷病保険料 9.61％

両親保険料 2.20％

労働災害保険料 0.68％

労働市場保険料 1.91％

一般賃金税 4.40％

計： 30.71％

  

 なお、労働市場保険料というのは、日本の雇用三事業に相当するものであり、一般賃金税

については、国税庁や企業連盟等にも確認したところ、「数字をあわせるもので、特に意味

はない」ということであった。 

 また、2006 年の保険料収入は使用者負担分が 35,550 億クローナ、自営業者負担分が 100

億クローナ、年金保険料（2003 年）は 700億クローナとなっている。 

                                                 
11 強制執行庁法律顧問 Olof Dahnell氏のヒアリング（2007年 1 月）による。 
12 使用者負担率は、1960 年 4.14％、1970 年 13.90％、1980 年 35.25％、1990 年 38.97％、2006 年 32.28％と

なっている。 
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第 2 節 社会保険及び労働保険の保険料徴収事務一元化 

 

1 保険料徴収事務の一元化された背景 

 社会保険料の徴収は、1984 年まで社会保険庁が担当していたが、1985 年以降、国税庁が

税及び保険料の徴収を担当するようになった。この税の徴収との一元化により、社会保険庁

は社会保険の給付にかかる事務のみを担当することになり、スウェーデンの社会保険は、保

険料の徴収機関と給付機関が分離することとなった。 

 徴収の一元化が求められた背景には、当時の徴収方法の複雑さ、非効率性が存在する。当

時、社会保険料は社会保険庁が徴収し、同時に国税庁も数字をチェックする作業を行ってい

た。使用者は被用者の前年所得に基づき保険料の暫定源泉徴収額を決定し、その翌年、被用

者の確定した所得金額に基づき再計算し、社会保険庁へ再申告する。その際に未納分があっ

た場合は、さらにその翌年に徴収され、最終的に保険料の徴収完了までおよそ 2 年半もの期

間を要した。例えば、1980 年の社会保険料を徴収するには、以下のような 3 段階を経ること

になる。 

 

① 1980 年：暫定保険料の計算・納付 

事業主は、被用者の 1979 年の所得に基づき、保険料の暫定徴収額を決定する。その暫定

保険料を、年 6回に分けて源泉徴収・納付。 

② 1981 年： 

○保険料の確定・申告 

被用者の 1980 年の所得額が確定。事業主は、その額に基づいて、保険料を再計算し、社

会保険庁へ申告 

○納付額と申告額の対比 

社会保険庁と国税庁は、1980 年に納付された保険料と 1981 年の申告された額を対比、チ

ェック 

③ 1982 年：調整・完了 

未納分の徴収 

 

 こうした当時の徴収方法に対し、使用者側からの手続きの簡素化を求める声に加え、国と

しても 2 年半という期間の利子分の損失が問題視されるようになった。そこで、国税庁へ保

険料の徴収権限を移管し、保険料と税の徴収の一元化が行われた。 

 スウェーデンでは、個人番号を持っていなければ銀行口座を開設できず、またクレジット

カードを取得することもできない。住民登録や税金、そして社会保険は、個人番号によって

全て管理されている。こうしたシステムの下、個人番号の管理機関である国税庁が、税の徴

収とともに保険料の徴収も担当するということは、それほど大きな変革を必要とするもので
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はなかったともいえる。   

 

2 一元化のために行った措置 

 国の利子損失の逓減、手続きの簡素化及び迅速化、事業主の事務負担の軽減、効率性を高

め徴収率を上げる―ことを目的として、これまでの徴収方法の抜本的な改廃と、税との徴

収一元化が行われた。 

 一元化のためにまず、法律・行政制度の改革・整備のためのプロジェクトグループが設置

され、所得税、社会保険料及び付加価値税の申告がひとつの申告書で出来るようにするなど、

徴収方法の根本的な改革を実施するとともに、これらに適用される徴収手続きや延滞税の賦

課基準、争訟手続き等についても同一化が図られた。 

 最も力が注がれたのは、IT 開発である。事業主登録、確定申告を忘れた人に自動的に督

促するシステム、申告書自動読み取りシステム、申告額と納付額が合致するか自動的にチェ

ックするシステム、使用者が被用者に送る給与明細と国税庁に提出された申告内容を自動的

にチェックするシステムなど、新システムの開発・構築がなされた。 

 また、事業主を対象に新規則に関する説明会を開催したり、パンフレットや新しい申告書

等の送付が大掛かりに行われた。国税庁の職員には、社会保険料に関する研修が実施された。

研修は、まず、リーダーとなる職員に対して 5 日間行われ、その研修を終えた職員が講師と

なり他の職員にレクチャーする（5 日間）という形式がとられた。 

 

3 一元化により発生した問題 

 こうした一元化への移行は、あまり大きな問題もなく終えることができた。しかし、一時

的ではあるが、新旧の保険料計算・納付システムが並存したため、若干の混乱は生じたとさ

れる。また、社会保険庁から国税庁への社会保険に関する知識移転も容易でなかった。一元

化から数年後には、社会保険庁から国税庁へ移った職員の多くが、新しい職場環境になじむ

ことができずに、社会保険庁へ戻るということもあった。その背景には、職場の「業務文

化」の違いが存在したとも言われている。 

 

4 現在の徴収システムに対する評価・課題 

 国税庁に税と保険料の徴収が一元化されてから 20 年以上経過しているが、特に議論され

るような問題は生じていない。この一元化措置により、保険料の徴収・納付システムが簡素

化され、毎月確定額を納付するため通算調整が不要となり、事業主がコンタクトすべき行政

機関が一本化されたことは、効率化という点からみて、労使ともに高く評価している。 

 一元化によりとられた徹底した IT 化により、現在では、国税庁と社会保険庁、そして各

失業保険組合が、個人のデータ（勤務記録、納付記録、各種保険の請求・給付記録、失業保

険の給付記録等）の全てをオンラインでチェックすることが可能となった。このシステムに
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より、社会保険の保険料徴収機関と給付機関が分離していても、特に大きな問題は生じてい

ないとされる。 

 しかし、国税庁では、さらに効率化させるため、社会保険料の給付事務についても国税庁

に移管するように求めている。 

 国税庁が最も主張するのは、「効率性の追求」であり、財務省に対し税制規則の簡素化を

提案したり、事業主が 24 時間国税庁との連絡がとれるようなホームページや電話サービス

の実施、インターネットによる納税及び社会保険料の納付・申告書の提出システムを開発す

るなど、現在でも「効率性」の視点にたった徴収システムの改善に力を入れている。 

 なお、国民は、もはや「税」と「社会保険料」と区別して考えてはおらず、全て「税」と

捉えている傾向が強く、社会保険料については「雇用税（雇用にかかる税金）」と認識され

ている面もある。 
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